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令和６年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号）

令和６年９月２４日（火曜日） 午前９時００分開会

───────────────────────────────────────────────

○委員会付託案件

議案第 ６号 令和５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について

議案第 ７号 令和５年度上富良野町企業会計決算の認定について

───────────────────────────────────────────────

○委員会日程

１ 正・副委員長選出

決算特別委員長挨拶

開会宣告・開議宣告

２ 議案審査

(1) 付議事件名〔令和６年第３回定例会付託〕

議案第 ６号 令和５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について

議案第 ７号 令和５年度上富良野町企業会計決算の認定について

(2) 日程

書類審査〔消防大会議室へ移動し、二つの分科会による全体審査〕

散会宣告

───────────────────────────────────────────────

○出席委員（１２名）

委 員 長 岡 本 康 裕 君 副 委 員 長 小 林 啓 太 君

委 員 佐 藤 大 輔 君 委 員 荒 生 博 一 君

委 員 湯 川 千悦子 君 委 員 米 澤 義 英 君

委 員 金 子 益 三 君 委 員 林 敬 永 君

委 員 茶 谷 朋 弘 君 委 員 島 田 政 志 君

委 員 井 村 悦 丈 君 委 員 北 條 隆 男 君

（議長 中澤良隆君 （オブザーバー））

───────────────────────────────────────────────

○欠席委員（０名）

───────────────────────────────────────────────

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名

町 長 斉 藤 繁 君 副 町 長 佐 藤 雅 喜 君

教 育 長 鈴 木 真 弓 君 代表監査委員 中 田 繁 利 君

監 査 委 員 中 瀬 実 君 会 計 管 理 者 上 嶋 義 勝 君

総 務 課 長 上 村 正 人 君 企画商工観光課長 宮 下 正 美 君

町民生活課長 山 内 智 晴 君 保健福祉課長 三 好 正 浩 君

農業振興課長 安 川 伸 治 君 農業委員会事務局長 林 下 里 志 君

建 設 水 道 課
建設水道課長 菊 地 敏 君 狩 野 寿 志 君

建築施設担当課長

教育振興課長 高 松 徹 君 ラベンダーハイツ所長 深 山 悟 君

町立病院事務長 長 岡 圭 一 君

関係する主幹・担当職員

───────────────────────────────────────────────

○議会事務局出席職員

局 長 谷 口 裕 二 君 次 長 飯 村 明 史 君

主 事 進 梨 夏 君
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午前 ９時００分 開会

（出席委員 １２名）

───────────────────

○事務局長（谷口裕二君） おはようございます。

決算特別委員会に先立ち、議長から御挨拶をいた

だきます。

○議長（中澤良隆君） 決算特別委員会開会に当た

り、一言御挨拶を申し上げます。

令和５年度の決算は、一般会計において、こども

センターの建設等により、歳入歳出とも９０億円を

超えるという大型の決算額となりました。

また、少子高齢化の進展に対応するための子育て

や高齢者支援など、社会保障関連経費の増加や、町

立病院改築等大型事業の償還が今後予定されるな

ど、これからの我が町の財政見通しは大変厳しいも

のがあると思われます。

さて、決算特別委員会の意義についてであります

が、決算審査はややもすれば執行済みのものとして

軽んじられる傾向にありますが、私たち議会が決定

した予算が適正に執行されているのか、行政効果や

経済効果を測定し、住民に代わって行政効果を評価

するという、極めて重要な役割を担っていることを

再認識され、審査に当たっていただきたいと思いま

す。

先に述べたように、町財政はこれからますます厳

しい状況下に置かれることが予測されます。３日間

という長丁場になりますが、決算特別委員長の下、

活発な審議と慎重な審査をいただきますようお願い

申し上げ、開会に当たっての挨拶といたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局長（谷口裕二君） 続きまして、町長から

御挨拶をいただきます。

○町長（斉藤 繁君） 改めまして、皆さんおはよ

うございます。

令和６年度の決算特別委員会の開催に当たり、議

長の許可を得ましたので、私のほうからも一言御挨

拶申し上げたいと思います。まずは、時節柄大変御

多忙の中と存じますが、３日間の御審議、どうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。

令和５年度につきましては、さきの定例会に決算

の上程をしたところでありますが、こどもセンター

の建設や、アフターコロナへの対応や需用費、人件

費の高騰、猛暑による小中学校の空調整備、そして

工事が本格化した町立病院の改築等を含め、一般会

計、特別会計、企業会計で総額約１４７億円余りの

決算となったところであります。これら一連の成果

を今委員会を通じて、皆さんに御審議賜り、今後の

行政運営に反映できるようにと思っております。

改めまして、委員各位におかれましては、何かと

御多用の中、お手数、御苦労をおかけすると思いま

すが、何とぞ御審議いただき、そして認定賜ります

ようお願い申し上げます。私の挨拶といたします。

３日間どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局長（谷口裕二君） 続きまして、正副委員

長の選出でございますが、令和６年第３回定例会

で、議長及び議会選出の監査委員を除く１２名を

もって決算特別委員会を構成しておりますので、正

副委員長の選出については、議長からお諮り願いま

す。

──────────────────

◎正 ・ 副 委 員 長 選 出

○議長（中澤良隆君） 正副委員長の選出につい

て、お諮りいたします。

議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長を選出することで御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。

よって、決算特別委員会の委員長に岡本康裕君、

副委員長に小林啓太君と決定いたしました。

○事務局長（谷口裕二君） 岡本委員長におかれま

しては、委員長席へ移動をお願いいたします。

（中澤議長、議長席を退席）

（岡本委員長、委員長席へ移動）

（中瀬議員、説明員席へ移動）

○事務局長（谷口裕二君） それでは、岡本委員長

から御挨拶をいただきます。

○委員長（岡本康裕君） 皆様、改めまして、おは

ようございます。

先ほど議長から御挨拶いただきましたとおり、３

日間にわたる長丁場になると思いますが、町民の付

託に応えるため、一生懸命やっていただきたい、私

も一生懸命やっていきたいと思います。

昨日の夜、御挨拶を考えてきましたが、議長と一

字一句同じ挨拶になってしまいましたので、ここで

は省略させていただきたいと思います。その分、内

容の濃い委員会にしたいと思いますので、皆さん、

どうぞよろしくお願いいたします。

──────────────────

◎開 会 宣 告 ・開 議 宣告

○委員長（岡本康裕君） ただいまの出席委員は１

２名であり、定足数に達しておりますので、これよ

り決算特別委員会を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

本委員会の委員会日程等について、事務局長から

説明をいたさせます。

事務局長。

○事務局長（谷口裕二君） 御説明申し上げます。
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本委員会の案件は、令和６年第３回定例会におい

て付託されました議案第６号令和５年度上富良野町

各会計歳入歳出決算の認定について、議案第７号令

和５年度上富良野町企業会計決算の認定についての

２件であります。

本委員会の委員会日程につきましては、お手元に

配付いたしました委員会日程のとおり、会期は９月

２４日、２５日、２６日の３日間とし、本日は、こ

れより会場を消防大会議室に移し、２分科会に分か

れ、各分科会において分科長を選出し、会計の書類

審査をお願いいたします。

２日目の２５日は、議事堂において、一般会計の

質疑を決算書により行います。

なお、歳出につきましては、款ごとに質疑を進め

ます。

３日目の２６日は、議事堂において、特別会計及

び企業会計決算の質疑を決算書により行います。そ

の後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全体で審

議をして成案を決定、理事者に審査意見書を提出

し、理事者の所信表明、討論、表決という順序で進

めます。

なお、分科会の構成は、１３番岡本委員長を除

き、第１分科会は議席番号１番から６番までの６名

の委員、第２分科会は議席番号７番から１２番まで

の５名の委員となります。

本委員会の説明員は、町長をはじめ、議案審議に

関係する課長、主幹並びに担当職員となっておりま

す。

以上であります。

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。

本委員会の委員会日程については、ただいまの説

明のとおりにしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。

よって、本委員会の委員会日程は、ただいまの説

明のとおりと決定いたしました。

お諮りいたします。

本委員会は公開とし、傍聴人の取扱いは委員長の

許可としたいと思います。これに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。

よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取扱いは

委員長の許可とすることに決定いたしました。

これより、本委員会に付託されました議案第６号

令和５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定に

ついて及び議案第７号令和５年度上富良野町企業会

計決算の認定についてを議題といたします。

本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。

なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査といたします。

事前の資料要求がありましたので、さきに配付の

とおりですので、審査の参考に願います。

念のため申し上げます。

書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があるかとは思いますが、これについては

外部に漏らすことのないよう十分注意願います。

また、審査に当たって、所定の書類以外に必要な

資料等がございましたら、各分科会で協議し、決算

特別委員会審査資料要求書に必要事項を記入の上、

委員長に申し出てください。

なお、資料要求は本日の書類審査までとし、明日

以降の質疑応答中は要求することができませんの

で、御注意願います。

これより、会場を消防大会議室に移しますので、

その間、暫時休憩といたします。

○事務局長（谷口裕二君） それでは、９時２５分

から書類審査を行いますので、委員及び説明員にお

かれましては、消防大会議室に移動し、御参集願い

ます。よろしくお願いいたします。

───────────────

午前 ９時１２分 休憩

午前 ９時２５分 再開

───────────────

消防大会議室にて書類審査

───────────────

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。

書類審査について、以上で終了することで御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。

以上で、全体の書類審査を終了いたします。

──────────────────

◎散 会 宣 告

○委員長（岡本康裕君） 本日の日程は、全部終了

いたしました。

本日は、これにて散会いたします。

午後 ０時０３分 散会



― 4 ―

上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の

正確なることを証するため、ここに署名する。

令和６年９月２４日

決算特別委員長 岡 本 康 裕



令 和 ６ 年 度

決算特別委員会会議録（第２号）

令和６年９月２５日（水曜日）
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令和６年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号）

令和６年９月２５日（水曜日） 午前９時００分開議

───────────────────────────────────────────────

○委員会付託案件

議案第 ６号 令和５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について

───────────────────────────────────────────────

○委員会日程

開議宣告

１ 議案審査

議案第 ６号 令和５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定についての質疑

(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

①１款（町税）～２３款（自動車取得税交付金）

(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

①１款（議会費）～２款（総務費）

②３款（民生費）

③４款（衛生費）

④５款（労働費）

７款（商工費）

⑤６款（農林業費）

⑥８款（土木費）

⑦９款（教育費）

⑧１０款（公債費）～１２款（予備費）

散会宣告

───────────────────────────────────────────────

○出席委員（１２名）

委 員 長 岡 本 康 裕 君 副 委 員 長 小 林 啓 太 君

委 員 佐 藤 大 輔 君 委 員 荒 生 博 一 君

委 員 湯 川 千悦子 君 委 員 米 澤 義 英 君

委 員 金 子 益 三 君 委 員 林 敬 永 君

委 員 茶 谷 朋 弘 君 委 員 島 田 政 志 君

委 員 井 村 悦 丈 君 委 員 北 條 隆 男 君

───────────────────────────────────────────────

○欠席委員（０名）

───────────────────────────────────────────────

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名

町 長 斉 藤 繁 君 副 町 長 佐 藤 雅 喜 君

教 育 長 鈴 木 真 弓 君 代表監査委員 中 田 繁 利 君

監 査 委 員 中 瀬 実 君 会 計 管 理 者 上 嶋 義 勝 君

総 務 課 長 上 村 正 人 君 企画商工観光課長 宮 下 正 美 君

町民生活課長 山 内 智 晴 君 保健福祉課長 三 好 正 浩 君

農業振興課長 安 川 伸 治 君 農業委員会事務局長 林 下 里 志 君

建 設 水 道 課
建設水道課長 菊 地 敏 君 狩 野 寿 志 君

建築施設担当課長

教育振興課長 高 松 徹 君 ラベンダーハイツ所長 深 山 悟 君

町立病院事務長 長 岡 圭 一 君

関係する主幹・担当職員

───────────────────────────────────────────────
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○議会事務局出席職員

局 長 谷 口 裕 二 君 次 長 飯 村 明 史 君

主 事 進 梨 夏 君
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午前 ９時００分 開議

（出席委員 １２名）

───────────────────

○委員長（岡本康裕君） おはようございます。

御出席、御苦労に存じます。

ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会２日目

を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

本日の委員会日程については、さきにお配りした

日程のとおりであります。

これより、令和５年度上富良野町各会計歳入歳出

決算の認定に関し、質疑を行います。

初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。

一般会計の歳出については、款ごとに調書及び資

料と合わせて質疑を行います。

委員並びに説明員にお願い申し上げます。

審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言されますようお願いいたしま

す。

なお、質疑の方法は一問一答で、１項目ごとに質

疑を行いますので、質疑のある場合は挙手の上、議

席番号を告げ、委員長の許可を得てから自席で起立

し、ページ数と質疑の件名を申し出て発言願いま

す。

また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、答弁願います。

それでは、質疑に入ります。

最初に、歳入、１款町税の２２ページから、２３

款自動車取得税交付金の６５ページまで、一括して

質疑を行います。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） お伺いいたします。２３

ページの個人町民税等についてお伺いいたします。

主要な事業調書を見ますと、不納欠損という形で

予算が計上されております。この不納欠損の状況に

ついて、どういう状況の中で不納欠損になったのか

というところをまず確認したいと思います。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の不納

欠損に関する御質問についてお答えします。

不納欠損についてですが、町民税につきまして

は、無財産が５件、居所不明が７件。固定資産税に

つきましては、無財産が３件。軽自動車税につきま

しては、無財産が２件となっております。

無財産につきましては、財産調査をした結果、相

続人がおらず、換価できる財産がなかったため。居

所不明につきましては、外国に出国していることか

ら不納欠損にしているところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） いずれも調査の末という形

になっているかと思います。

外国に出国して対応ができなかったというような

内容の方がいるというお話でありますが、この方と

いうのは、現状では恐らくそういう状況ですから、

出国のどこへ行ったのか、いろいろなルートがある

とは思うので分からないという状況の中で、そうし

ますと、こういった場合、もう既に対応ができない

という状況になっているかと思いますが、その前に

対応できるような、いろいろな対処できるような、

そういった手だてだとかというのはされていたのか

どうなのか、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の外国

人の賦課徴収に関する御質問についてお答えしま

す。

まず、外国人の方に対しては、基本的には出国す

るときには、住民票の異動があるのですけれども、

そのときは大体窓口に来た方に関しては、そのとき

対処はするのですけれども、ほとんどの方は出国し

てからまず異動の手続が来るというような形であり

ます。

なおかつ、賦課に関しては、６月１０日もしくは

特別徴収であれば５月１０日に賦課をするのですけ

れども、それより前に出国してしまって、賦課の通

知が行かない前に出国されてしまうと、徴収するタ

イミングを逃してしまうというような状況であり、

現在の法律からいっても徴収が難しい状況ではあり

ます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） そうしますと、そういう制

度をある程度熟知しながら、法の網の目をくぐって

すり抜けているというか何というか分かりません

が、そういう感じなのかなと思いますが、その点を

お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の賦課

徴収に関する御質問にお答えします。

外国人の方に関しては、解雇ではないのですけれ

ども、退職されるタイミングが３月末だったりする

と、賦課前に出国されてしまい、税金が賦課する後

に出国されるのであれば対処のしようがあるのです

けれども、どうしても退職されるタイミングという

ものがありますので、時期的なものが出てきてしま

うということであります。
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以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） そうしますと、この方は、

いわゆる一般的な表現で言えば、技能実習生という

形でこちらへ来て、それに対して、どういう形、解

雇か退職か分かりませんが、そういう形で元の国に

戻られたという形になりますか。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。

外国人に関しましては、技能実習生と、委員の

おっしゃるような形で来られている方が多いという

ことで、大体はビザ切れで帰られるということで、

先ほど主幹のほうが説明したように、窓口に寄って

転出していただければ、その部分で対応も可能なの

ですが、本局のほうから直接ビザ切れたからこの人

もういませんよという通知で来る方も多くいらっ

しゃるという状況です。

出国後は、出国した国しか分からず、その調査と

いうのは大変厳しいということで理解しておりま

す。

先ほど言った賦課期日は１月１日、４月１日とい

うことで決まっていますので、その以降に賦課をか

けるということの関係で、若干、賦課をしたときは

もう既にいなかったという状況が今あるということ

で、御理解いただきたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 再度確認いたしますが、そ

うしますと、就労している時点において、こういう

事象が出てきているということであれば、それに対

する対処方法でいろいろ進められていたのかと思い

ますが、そこの経過はどうなのか、不納欠損に陥ら

ないような経過をどういうふうに進められてきたの

かお伺いします。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の賦課

徴収に関する御質問についてお答えします。

特別徴収で引き続き外国人の方が、前に勤められ

ていた方が出国しまして、また新たに就職される外

国人の方がいる場合については、事業所にもよるの

ですけれども、引き継いで特別徴収で、その前の方

の分の税金につきまして、お支払いする、引き継ぎ

をされる方もいらっしゃいますので、事業所によっ

ては、不納欠損が起きない状況にもあります。これ

は国のほうのチラシにもあるのですけれども、それ

を配布して、事業所に対して不納欠損が出ないよう

な形で、チラシを周知して活動しているということ

もあります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますか。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） ２２ページ、２３ページの

固定資産税の滞納繰越分についてお伺いしますが、

予算では４０万円となっておりまして、調定額が

ちょっとあまりにも大きいのですが、この要因は何

でしょう。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ５番金子委員の固定

資産税の滞納に対する御質問についてお答えしま

す。

この対応につきましては、一事業所の大きな滞納

がありまして、その部分の滞納の積み重ねがあって

のこの金額になっております。

現在も対処中ではございますが、一応裁判におい

て、事業所がＡという事業所があったのですけれど

も、そこが今年の裁判で、前の所有者のＢの変更に

なって、それで時効を迎えていないＢの部分の滞納

とＡの部分の滞納が合わせた額に現在になっている

状況であります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 分かりました。ありがとう

ございます。

それでお聞きしたいのが、特に町民税等の繰越分

につきましては、鋭意努力されながら収納している

状況にありますが、固定資産税、そもそもこの滞納

分について、分納の中においても、非常に厳しい状

況なのかなと思っております。ぜひ、これはひとつ

慎重に、これからも大変金額が大きいので対処して

いただきたいと思いますが、そもそもといたしまし

て、滞納分に対しての徴収に関する分納の誓約だっ

たりとかという状況は、今どのようになっておりま

すか。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ５番金子委員の納税

の分納に関する御質問についてお答えします。

基本的には、納税誓約書を本人に、相談に来たと

きには、分納という選択肢も一つに含めて対応して

いるところであります。あくまでも本人が相談して

きて初めて、生活状況がどうなのか、あとは財産の

状況がどうなのかという部分について相談を受け

て、財産状況、あと支払い状況について中身を精査

した上で、結果的に分納になるのか、それとも納期

どおりに払ってもらうのかという判断をする状況で

あります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。（「分
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かりました」と呼ぶ者あり）

ほか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 今の関連でお伺いいたしま

すが、本人が窓口に来たときに相談等のどういう分

納をするのか、どういう形でするのかということ

を、誓約書をお互い確認して、誓約書を交わすとい

うことの話でありました。それで、個別にこういっ

た部分については訪問して対応したという経過もあ

るのだろうと思いますが、今の答弁の中では、そう

いった部分の対応がなかなか見えなかったのかなと

思いますが、個別にこういった部分、高額の事業所

に対しては対応されていたのかどうなのか、お伺い

いたします。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の滞納

に関する御質問についてお答えします。

固定資産税に関しては、個別訪問というよりは、

登記を見ると固定資産に関する滞納処分を見る際

は、どうしても抵当権の部分と、あとは町のほうの

滞納の状況の部分を兼ね合いを見ないといけないと

ころがありまして、抵当権のほうが優先の場合は、

どうしても差押えしたとしても抵当権が優位である

ということもあり、その部分で滞納処分ができな

く、なおかつお金をかけたとしても、結局は優先順

位のほうの上から配当されるような順番がありまし

て、その背景がありまして、個別訪問とか、特にそ

ういう部分はしていないということであります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 確かに国税などが優先され

る部分があるかと思いますが、いずれにしても、そ

うすると、登記上の問題も含めて、地方の自治体の

権限というのは及ばないという形になるのですか。

お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の固定

資産税の滞納に関する御質問についてお答えしま

す。

先ほど一部触れたのですけれども、裁判で所有者

が変わった関係もありまして、それで前の企業をＡ

とし、今回変わったところをＢとしましたら、現

在、時効の迎えていない部分の、Ｂの部分の滞納処

分については、５年度はできなかったのですけれど

も、６年度のほうの部分では、滞納処分については

動き出している状況ではあります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 細かいところをいろいろ聞

きたいと思うのですが、そうしたら、その動き出し

ている部分というのは、どのぐらいの滞納額、全額

に対して動き出しているのか、いわゆる国税等が押

さえられた部分でのそれ以外のものの金額という形

で押さえていいのか、その金額等についてお伺いい

たします。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の固定

資産税の滞納に関する御質問についてお答えしま

す。

前の企業のＢの分につきましては、平成３１年度

の分を滞納処分を現在しているところであります。

企業Ａの部分については、２年から５年度までの分

ですので、この部分については、現在、財産が上富

良野町にはないのと、ほかの町にあるのですけれど

も、ほかの町の部分につきましても、ほかの町で差

押えしていたりとかして、それは優先順位で滞納処

分をしても換価できないと、上富良野町にはお金が

入ってこないというようなこともありまして、あく

までも前のＢの部分の滞納処分について動いている

ところであります。

回収につきましては、本税につきましては、３１

年度分については、現状では滞納処分が解決はほぼ

しておりまして、あとは、これは５年度の決算なの

で、６年度の部分はあまり言っていいのかどうか分

からないですけれども、一応６年度も含めて滞納処

分をしているところであります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） この滞納、どういう業種

だったのか。いわゆる景気の浮き沈みの中でいろい

ろと経営が思わしくなくなったというような状況が

あるのかと思いますが、こういった状況等も、経過

はどういう状況だったのでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

──────────────────

午前 ９時２０分 休憩

午前 ９時２０分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。

町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。

まず１点目に関しましては、皆さん、町内の方な

ので、ある程度どこの会社かというのは想定はでき

ると思いますが、今ある建物の会社と、今持ってい

る法人というものは、まず別格でございます。別格

の中で、その法人がその業を行っているかというわ

けではないのです。それによって経営が悪くなって
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いるとか、そういう状況ではなく、あくまでそうい

う部類を細かくは言えませんけれども、資産を購入

する目的で、資産を取得した会社でありますので、

経営状況が悪くなったから滞納しているという形で

はございません。ただ、先ほど説明しましたよう

に、裁判等でかかっている部分に関しましては、弁

護士が入っておりますので、そちらと対応している

ということで、滞納状況の詳しいことになると、個

人ではないですけれども、個人の細かいことになり

ますので、ちょっとここでは差し控えさせていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 個人のところは聞いていな

いのです、僕はね。大枠でしか聞いていないので、

誤解なされないようにしていただきたいと思いま

す。

町長、こういった住民の税金ですから、こういっ

た部分に対する町として、逐次指示を出して、こう

いう対応をしなさいというようなことで現場のほう

が動いているのかなと聞いているのですが、この

間、町長はこういう問題に対して、非常に大きな金

額でありますし、町のいわゆる財源でいえば貴重な

自主財源の部分にあるかと思いますが、この部分、

今後こういう問題発生させないために、相手の企業

のいろいろな条件もありますから一概には言えませ

んが、事後の対処の仕方というものも含めて、きっ

ちりとどういう指示、この間出されたのかお伺いい

たします。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。

まず１点目です。やはり先ほど所管のほうから説

明しているように、きちんとルールにのっとって手

続を取っているということは、御理解いただけてい

るのかなと思います。

それから次に、それぞれの事業所、企業の方々が

自由な取引の中でやっていく中で、そういったこと

に対して町がブレーキをかけるということはできな

いというのも委員は御存じかと思います。

ただ、御指摘のとおり、滞納が生じるということ

は非常に町にとってもマイナスでございますから、

そういった部分をどういうふうに対応できるのかと

いうことになるのかと思います。

あらかじめ経営に対して立ち入ることというの

は、そういった経済の中では、行政として直接立ち

入ることが難しいことでございますから、そういっ

た中ではしっかりと対応している。現在裁判とかそ

ういうことになっているわけですから、詳細立ち入

るわけにはいきませんけれども、弁護士の方とかと

の情報のやり取りが限界なのかなと感じておるとこ

ろでございますので、あらかじめやるということで

はなくて、発生した後にしっかりと法律、ルールに

のっとって正しくやっていく以外に、町としては非

常に難しい面があるということも御理解いただきた

いと思っております。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 本当に特殊な例なのかもし

れません。ただ、一般の業者の方は、大変今、浮き

沈みのある経済状況の中で経営は大変な状況にあり

ます。ですから、これが引き金になって、やはり地

元の頑張っている業者が強制的に差押えだとか何と

かにならないように、私は一方で考えなければなり

ません。地元の業者を育てるというのは非常に重要

なことではありますから、そういうものも含めて、

やはり納付を促すような、そういう体制づくりとい

うのも一方で必要かと思いますが、この点につい

て、きっちりとした対応というのが、地元の個人や

事業所に対する強制的な執行ばかりでは、問題の納

税の方向に動かないと思いますが、こういったとこ

ろの対処は、この５年度はどういうふうにされてき

ましたか。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。

滞納処分及び差押え等の対応につきましてでござ

いますが、あくまで差押えは最終手段ということ

で、払えるのに払わないというような状況のときに

は、そういう強行手段というのも取らざるを得ない

ということは、御理解いただいていると思います

が、基本的には、何とか皆さん公平に税を払ってい

ただくということの対応は引き続き行っているとこ

ろでございますので、御理解いただきたいと思いま

す。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 現年度のところで固定資産

税、お伺いします。滞納分は分かりました。

現年度でお伺いしたいのですが、この間、同僚委

員も質問であったように、コロナ禍であったりと

か、浮き沈みの多い地方の経済状況の中で、大変い

ろいろな方、普通の住民の方も苦労されている中だ

と思います。

先日、北海道内の地価の評価が新聞報道もされて

おりまして、近隣でいうと、富良野市の北の峰とか

はすごく上昇しているのですけれども、上富良野町

内においては、マイナス評価がたしか出たと記憶し

ておりますが、新築等の新たな軀体については当然

課税がしっかりとかかっていくと思いますが、例え
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ば、地価が下がっていっている部分とか、軀体もい

ろいろ経年がある中において、固定資産の評価につ

いては、当然固定資産評価委員がいらっしゃって、

その中で対応していっていると思うのですけれど

も、この令和５年におきまして、再調査的な部分と

いうのはされていたのかお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。

過去の分の固定資産税改正の再調査という意味で

しょうかね。（「そうです」と呼ぶ者あり）

まず、土地に関しましては評価替えでありました

ので、適正な評価、過去３年の状況を見て、まず評

価替えを行っております。

家屋につきましては、そのときの物価の指数が決

まっておりますので、その物価の指数によってまず

評価をしております。建てたものに関しては、経年

の補正というものを行っておりますので、評価替え

に合わせて、そちらのほうの補正を行っておりま

す。

固定資産税の評価委員会に出された、不服申立て

というものは、現在のところはございません。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） ３５ページの土木使用料の

公営住宅の滞納分についてお伺いしたいと思いま

す。

近年、傾向として増える傾向があるかと思います

が、この部分については５年度は６件、滞納繰越と

いう形で前年度から続いている部分がありますか

ら、前年度から引き続き滞納されているという方は

同じ方が多いのかなと思いますが、この６件の内訳

等はどのようになっておりますか。

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ４番米澤委員の

住宅料滞納繰越の状況についてお答えをいたしま

す。

委員からありましたとおり、住宅の過去分の滞納

につきましては、６人の方がいらっしゃいます。こ

の方たちにつきましては、その前の年から引き続き

といった状況でおりまして、分納誓約などを取りな

がら、こちらのほうでも滞納のほうをコントロール

しているところではあるのですが、この方たちにつ

きましては、まずお一人はもう早くに平成１９年に

退居された方です。分納のほうなどもお願いをして

いるところですが、滞ったりもして連絡を取りなが

ら努めているところであります。

あと、それ以外の方では、例えばという具体的に

いきますと、滞納があった頃にはお勤めをしており

ました。ただ体調など悪くなって生活保護に移行さ

れましたといった方なのですが、過去の滞納につい

ては生活保護になっても補塡をされませんので、そ

の分の支払いがどうしても難しい。小額ずつ納めて

もらったりもしているのですが、あるとき払いみた

いになってしまいますので、そこはお願いをしなが

ら何とかやりくりをしているといった状況のものが

おります。

あとは、転居を２回ほど繰り返して、こちらのほ

うでも追跡が難しくなっている方というものもおり

ます。こちらのほうでも、分納誓約につきまして

は、引き続き依頼をして、直接面接などもして支

払っていただけるように取り組んでいるところでご

ざいます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） この中でそうしますと、完

全にもう不納欠損に陥るような、そういった状況等

もあるのかなと思われます。当然、今の答弁で話の

中では、追跡調査もされているということで、相当

御苦労もされているかと思いますが、引き続きこう

いった問題に対して、事実関係を細かく調査されな

がら、少しでも納税に結びつくような対応をしてい

ただきたいと思いますのと、あと、不納欠損に陥る

状況はないですか、現状では、滞納者の中では。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。

先ほど、主幹のほうから説明がありました転居を

繰り返している方に関しましては、引き続き、まだ

やる予定でございます。やると言ったら言葉が悪い

ので、調査をする予定であります。現段階では、不

納欠損にもっていくという予定はございません。

６件のうち１件に関しましては、本年度、滞納を

解消するということで進めております。残った方に

つきましても、できる限り早い段階での滞納繰越を

をなくすように努めてまいりますので、御理解いた

だきたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで歳入の

質疑を終了いたします。

ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。

（説明員交代）

○委員長（岡本康裕君） 次に、歳出の質疑を行い

ます。
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歳出につきましては、先ほど申し上げた款ごとに

質疑を行います。

最初に、１款議会費の６６ページから２款総務費

の９３ページまで、一括して質疑を行います。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） ６９ページの会計年度任用

職員等についてお伺いいたします。

この間、国は多くの要請の下で、会計年度職員の

処遇改善という形の中で、町も取り組まれておりま

す。ここでお伺いしたいのは、現在、一般会計にお

けるフルタイムパートというのは、現状はどのよう

になっているのか、お伺いしたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） 決算なので、令和５年度

でよろしいでしょうか。

○４番（米澤義英君） 令和５年度です。

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質問

にお答えさせていただきたいと思います。

令和５年度中の会計年度任用職員の取扱いにつき

ましては、原則、パートタイム会計年度任用職員で

運用しているところであります。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 次にお伺いしたいのは、処

遇改善の点なのですが、正規職員と非正規、会計年

度職員における、忌引休暇だとか有給だとか、いろ

いろそういった待遇の改善、処遇改善だとかいろい

ろありますが、この正規職員にあって会計職員にな

いというような、そういったものはありますか。適

用になっていない部分。

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質問

にお答えさせていただきます。

制度として、まずお答えさせていただきますが、

基本的には欠けているものはないと認識していると

ころであります。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。（「い

いです」と呼ぶ者あり）

ほかございますでしょうか。

９番島田委員。

○９番（島田政志君） ７５ページに自衛隊基地対

策費ということで、成果報告書の１５ページになり

ますが、⑤として、演習場周辺地区整備補助とあり

ますが、令和５年度は実績なしということなのです

が、多分予算を立てられていて、なぜ行われなかっ

たのかお伺いしたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。

○基地調整室長（斉藤 通君） ９番島田委員の基

地調整の補助金の関係の御質問にお答えさせていた

だきたいと思います。

令和５年度については、前年度に倍本地区のほう

と協議をさせていただいて、倍本地区の協議会のほ

うで予算を使う予定でした。ただ、打合せの中で、

最初は会館の屋根の塗装とかストーブとかそういっ

たものを要望されていて、予算立てをしていたとこ

ろでありますけれども、そちらについては、協議会

の会長とお話ししたところ、令和５年度中には執行

しないということで確認を取りましたので、令和５

年度の実績についてはゼロ円ということになりまし

た。

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。

○９番（島田政志君） 今の答弁ですと、要するに

教育関係のほうからということで、地元の人の要求

に対してはどうだったのでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

──────────────────

午前 ９時４０分 休憩

午前 ９時４０分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。

基地調整室長、答弁。

○基地調整室長（斉藤 通君） ９番島田委員の御

質問にお答えさせていただきます。

ちょっと私、滑舌が悪くて、倍本協議会ですね。

そちらのほうで自衛隊の演習の周辺の協議会という

のが倍本、日の出、草分とありまして、その倍本地

区の協議会というところと調整した結果で、お金を

執行しなかったということになっております。

（「分かりました」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。

○９番（島田政志君） 続きまして、全国基地協議

会負担とありますが、これも執行されていないとい

うか、行われていないようですが、なぜでしょう

か。

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。

○基地調整室長（斉藤 通君） ９番島田委員の全

国基地協議会の負担金についての御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。

こちらについては、新型コロナウイルスの関係

で、全国の基地対策協議会の負担金が発生しなかっ

たということで、繰越金がかなり、新型コロナウイ

ルスの関係で活動が行えていない部分がありますの

で、その部分で繰越金があったため、負担金を徴収

しなかったという形となっております。

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。

○９番（島田政志君） それは令和４年度は、新型

コロナウイルスの影響によりやっていないよという

ことで、令和５年度は行えたのではないかと思うの

ですが。
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○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。

○総務課長（上村正人君） ９番島田委員の御質問

にお答えさせていただきます。

先ほど、室長のほうからも回答させていただきま

したが、新型コロナウイルスの影響で、会の活動自

体が休止している状態が多かったということで、予

算上、繰越金が、結構余剰金が多くあったというこ

とで、その分のお金を使いながら活動しているとい

うことで、令和５年度は、その負担を求められない

といった形になったということです。

○委員長（岡本康裕君） 大丈夫ですか。

○９番（島田政志君） 分かりました。ありがとう

ございます。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 関連で、今の基地に関する

対策費の中で、富良野地方自衛隊協力会に対する補

助が今年度は前年の倍ぐらいになっております。恐

らく、私が予想するには、第４特科群の廃止のとこ

ろの予算が大きかったのかなと思うところですが、

そこでお聞きしたいのが、５月に２類から５類に移

行して、いろいろ活動がフリーになった年だと思う

のですけれども、５年度においては、定期異動に伴

う幹部職員修親会との送別会だったり、歓送迎会で

あったりとか、各部隊の上に上部組織からの初度視

察等のそういった歓迎会みたいなものは何回行われ

たか分かりますか。分からなければ概算でいいです

けれども。

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。

○基地調整室長（斉藤 通君） ５番金子委員の御

質問、修親会とか絡んだ歓送迎会だとか、初度視察

による歓迎会の御質問にお答えさせていただきたい

と思います。

私、今手元のほうに資料がないので、はっきりと

は答えられなかったのですけれども、２師団長が来

られて、それで歓迎会をやられたのと、部隊長が異

動されたということで、１回ずつだったような気が

します。ちょっと私の記憶の中で申し訳ないのです

けれども、そういった形になります。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 概算で構わないのですけれ

ども。当然、コロナ前とは様々な状況が、上富良野

町内変わったので、同じことはできないというのも

私も重々分かっておりますが、ざっくりで構わない

のです。ざっくりという言い方はおかしいですが、

分かればきちんと教えてほしいのですけれども、規

模は別として、コロナ前と５年度２類から５類に変

わって解放になってからと、その回数とか頻度はど

れぐらい変わっているかというのは分かりますか。

分からなかったら、後でいいです。

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。

○基地調整室長（斉藤 通君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。

修親会とかその回数の関係ですけれども、昔コロ

ナ以前のお話をさせていただくと、基本的に３月、

８月、そして１２月はちょっと大きなというかある

程度役職が上の人たちが動くような形で、それぞれ

年間３回、そして歓迎会、送別会、多い年であれば

６回やっていたと思います。

そして、初度視察の関係については、こちらのほ

うについては訓練の状況によって異なりますので、

年によってばらつきがあるのかなと思っておりま

す。

そして、今、御質問があった中で、令和５年度の

お話があったのですけれども、こちらについては先

ほど２回ということで、こちらのほうの回数がうま

くできなかった部分については、令和５年度３月の

部分の送別会とか歓迎会の部分になるとかと思いま

すけれども、その部分については、部隊とは調整し

たところではあったのですけれども、あのときは能

登半島地震が起きたばかりで、１月に能登半島地震

が起きましたので、その会については、事前に調整

が必要だったことからやれなかったところでありま

す。

○委員長（岡本康裕君） １月だから５年度という

ことです。よろしいですか。

○５番（金子益三君） なるほど。分かりました。

よろしいです。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） お伺いいたします。

７５ページで、基地対策関係なのかちょっと分か

りませんが、いわゆる自衛隊に対する名簿提供の問

題で、ちょっとお伺いしたいと思います。

令和５年度というのは、現状では、自衛隊に対す

る名簿提供というのは、どういう媒体を使って、ど

ういう何名ぐらい提供されているのか、まずお伺い

いたします。

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質問

にお答えさせていただきます。

令和５年度につきましては、紙媒体で提供をさせ

ていただいております。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 紙媒体で提供しているとい

うことですね。

次にお伺いいたしますが、個人情報、氏名と年

齢、住所等、性別も含めて、個人４情報という形の
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ものであります。こういったものを、上富良野町の

個人情報の保護条例に基づいて提供しているという

形で、また国の通達がありますから、恐らくこの間

の答弁で、そういった通達に基づいて提供している

ということになりますが、上富良野町の個人情報の

保護条例の中で、第三者にこういった氏名等を提供

できる条件というのは、条例の中ではどういうふう

にうたわれていますか。

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質問

にお答えさせていただきます。

すみません、今手持ちで、条例を持っていませ

ん。それと私の今頭の中にも詳細を押さえていませ

んので、後ほどお答えさせていただきたいと思いま

す。

○委員長（岡本康裕君） ５年度の決算についての

部分で質疑をお願いいたします。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） 主要調書の１５ページ、今

の７５ページの自衛隊の関係で、主要調書の１５

ページの部分で、５年度中央要望が４年度に比べて

１回多い６回ということでございました。この回数

で足りないのではないかなと思うのですけれども、

こういった部分はこれで足りていたのかどうかお伺

いします。

○委員長（岡本康裕君） ５年度は足りなかったの

ではないかという質疑でございますね。

○５番（金子益三君） そうです。

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。

○基地調整室長（斉藤 通君） ５番金子委員の中

央要望に関する回数の御質問にお答えしたいと思い

ます。

令和５年度については、前年度より１回増えてい

ます。この１回というのが、概算要求、防衛省から

説明がありまして、基地の隊員が削減するという形

でお話があったので、それで緊急要望という形を１

回行っています。決してこの６回が足りるか足りな

いかと言われますと、難しいのかなと思いますけれ

ども、一応要望に基づいて、要望の内容に基づいて

行っているということで、御理解賜りたいと思いま

す。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） まさに５年度防衛三文書改

定から１年たった大事な年だったと思うので、これ

以上先は予算の話になるから、あまり先の話は言い

ませんけれども、１回多い分は概算要求で一生懸命

やってきたということですね。では、足りたという

ことですね。

○委員長（岡本康裕君） ５年度は頑張ったという

ことです。

○５番（金子益三君） 分かりました。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） ７９ページになります。

生活安全対策費の中で、町生活安全推進協議会負

担の中だとは思われますが、新１年生にランドセル

カバーが付与されます。うちもちびがいるので、遡

りますと、二つ、らべとんの絵の描いているもの、

そして富良野の某スーパーのと言うと分かりますけ

れども、そのようなラベルのものが二セット付与さ

れるのですけれども、今、御存じかどうか分からな

いのですけれども、ランドセルの型というのも日々

変化をしていて、うちのちびには、たまたまマッチ

ングしたのが、某富良野のスーパーの柄だったので

すけれども、全くらべとんのものはきれいに袋の中

に入ったまま、１年以上経過していて、非常にもっ

たいないなということの話を、うちの家庭以外にも

そのような同様なものがあるということで、令和５

年度にそのような新入生徒に枚数分付与されるとい

う中では、確かに汚れるのでもう１枚というような

感覚とか考えもあるかもしれないのですけれども、

実際汚れてもサイズが合わないのですよ。結局汚れ

たら、自分できれいにしてまたつけなあかんという

ような現状があるので、その辺、令和５年の決算を

受けた中で、既定の枚数、例えば某スーパーのほう

からはもう寄贈されているので、町の予算を持ち出

していませんよということもあるかもしれないので

すけれども、逆にらべとんの柄のもの、うちの町で

もし出しつくしているのであれば、これは父兄の方

にお声がけしたら、結構回収できて、次年度以降も

使い回しができるのではないかなということで、非

常にもったいない思いを感じたところであります

が、その辺に関して詳細を伺います。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ２番荒生委員の御

質問というか御要望にお答えさせていただきたいと

思います。

生活安全協議会のほうで毎年配布させていただい

ておりますランドセルカバーなのですが、ランドセ

ルにおきましては、某大型スーパーでも、いいも

の、新しいもの、いろいろ出ております。サイズが

合わないという話はちょっと聞いていませんでした

が、今後そのような話を踏まえて、ランドセルに合

う、合わないというのも調査した上で、寄贈してい

きたいと思っております。

某何とかという届ける範囲のところは、うちでは

やっておりませんので、どんなものを配布している
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か僕らも把握しておりませんが、今後委員の御質問

のものに関しましては、対応できるかどうか、これ

から協議してまいりたいと思いますので、御意見と

していただきたいと思いますので、御理解いただき

たいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） ぜひもったいないので、使

い回しができるのであれば、次年度以降、数を減ら

した中で予算の支出というのも抑えられますので、

令和５年の決算を受けて、ぜひ次年度以降、御検討

いただきたいと思います。

続きます。７９ページの中になりますが、今度は

生活安全対策費の中でお伺いさせていただきます。

交通事故というのは、２５０件から２９５件に増

加しております。特に外国人のインバウンドの方も

増加傾向にあるということで、そういった対象の

方々にとっては、やはり当町の標識の設置というの

もまだまだ啓蒙が足りないのではないかと思います

が、令和５年の実績において、そういったインバウ

ンド対応の標識の設置というのは、どのぐらい行わ

れたのかどうか確認させていただきます。

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ２番荒生委員の

インバウンド対応の道路交通標識の設置についてお

答えをいたします。

生活安全推進協議会においては、令和５年度中に

は４か所設置をしております。こちらのほうは、正

式な標識ではなく補助看板標識となっております。

また、警察のほう、公安委員会のほうでも、順次、

一時停止の三角形の止まれですね、こちらに「ＳＴ

ＯＰ」という英語表記を入れたものを、順次更新の

ほうをしております。町内でも設置のほうが進んで

おりますので、予算の範囲内でそちらは北海道のほ

うで取組が進められるということになっておりま

す。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） ４か所の設置箇所について

は詳細は伺いませんが、設置する対象のエリアとい

うのは、例えば事故歴を要は勘案して、事故が多い

のでここにとか、どのような形でそれを審査し、査

定し、設置まで至るのかという過程をお伺いしま

す。

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ２番荒生委員の

標識の設置箇所の選定についての質問にお答えをい

たします。

令和５年度につきましては、地域からの要望の

あった箇所につけております。具体的には東中で

す。あと、これまでも事故のあったところにおいて

は、建設水道課のほうの予算で対応してくれてい

る、死亡事故のあったところなどを行っておるとこ

ろでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 聞き方が悪かったかもしれ

ないけれども、例えば地域要望があった、事故が

あった、課をまたいで建設水道課とかということは

別として、その設置に至るまで、そのプロセスに関

して伺っているのですけれども、今の答弁で何かほ

かに追加することはありませんか。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ２番荒生委員の御

質問にお答えします。

記憶に新しいと思いますが、昨年の１月、外国人

の方が５,０００日を上富良野町として目の前にし

て、死亡交通事故があったという事故も踏まえまし

て、まず、先ほど言われた事故の可能性が、インバ

ウンドの復活も含めて、事故の可能性がある箇所

と、あとは地域ですね。先ほど言われた東中のほう

に、こういうところが必要だからという要望に合わ

せて対応しております。

あとあわせまして、先ほど言われた建設水道課の

道路の関係もありますし、警察のほうで、ぜひこう

いうところは設置したほうがいいのではないかとい

うような意見を伺いながら対応を行っております。

全ての住民の方の御要望になかなかお応えするこ

とはなかなか難しいと思いますが、緊急性のあるこ

とを優先的に、あとは先ほど言った予算の範囲内で

対応できるところはできる限り対応させていただい

ているという状況であります

○委員長（岡本康裕君） ほかありませんか。

９番島田委員。

○９番（島田政志君） ７５ページ４番、定住・移

住費ということで、成果報告書の１６ページのほう

に、移住実績が７件で８人になりましたということ

なのですが、どういう努力をされて、どういうふう

に実ったのかお聞かせください。

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ９番島田委員の

移住・定住の実績等に関わります御質問に対してお

答えさせていただきます。

実績につきまして、まず内訳となりますけれど

も、地域おこし協力隊の方と、それと昨年行われま

した移住フェアに来場された方の実績を、ここに記

載をさせていただいております。

この７件８人という部分につきましては、企画政

策班移住相談窓口として対応させていただいており

ますので、そこで何らかの関わりがあった件数の
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み、従来から件数を入れさせていただいているとこ

ろであります。

この実績につきましては、これまでの移住フェア

等での参加、出展など、町の取組の中から、こう

いった実績につながったものと理解しているところ

であります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。

○９番（島田政志君） 移住相談ですとか、移住

フェア等々の効力がなされたのかと思いますけれど

も、このお金のかけ方といいますか、前年度１３０

万円に対して、令和５年度は２００万円ということ

で、このお金のかけ方によって何か効力がなしたり

なさなかったりしますか。

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ９番島田委員の

御質問にお答えさせていただきます。

まず、令和４年度と５年度の決算の違いになりま

すけれども、令和５年度におきましては、移住フェ

アのほうに２ブースで参加してございますので、そ

の分で増えているというところと、その関係の旅費

等も含めて増えている部分と、あと令和５年度につ

きましては、奨学金の返還支援補助の申請等もござ

いまして、補助実績がございましたので、その関係

で令和４年度と比べて増えているといった状況でご

ざいます。

それと、移住実績につきましては、こういった移

住相談フェア等々従来から出席、参加をさせていた

だいておりますので、そういったところで、上富良

野の知名度も少しずつ上がってきているのかなと

いったところもございますけれども、移住相談等も

窓口を役場の企画政策班に置いておりますので、そ

ういったところの対応等も含めて、移住の相談をし

ながら、移住者を受け入れるような体制は整ってき

ているところでございます。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 関連で伺います。

今の答弁で、奨学金の返還支援補助というのが、

当初予算よりも４倍ぐらいになっているかと思われ

ますが、これは対象人数というのは４人、中身に関

してもう一度内容と今回対象の人数に関してお伺い

します。

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ２番荒生委員の

奨学金返済支援補助につきまして、お答えさせてい

ただきます。

令和５年度の実績につきましては、当初予算では

１名のみ計上させていただきましたけれども、実績

といたしまして４名の方から申請がありましたの

で、内容を審査いたしまして補助をしているところ

でございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 実績に関しては分かりまし

た。もう一度その対象者の部分であるとか、制度の

中身に関して、もう一度確認させていただいてよろ

しいですか。

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ２番荒生委員の

奨学金返済支援の対象者の関係、制度につきまして

お答えさせていただきます。

対象者につきましては、大学、大学院、短期大

学、専修学校、大学校などを卒業されました３５歳

未満の方で上富良野町に居住し、かつ上富良野町内

の指定する業種の事業所に新卒で就職する方という

形で、対象者を決めさせていただいているところで

ございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 今の定住・移住でお伺いい

たします。

非常に、この間も定住・移住というのは常に課題

に上ってきております。町のほうにおいても、当然

こういった定住・移住を促進しながら、人口減少、

あるいはそういった部分に対する町の動きをつくっ

ていくという形の中で、こういった予算、定住・移

住の政策をこの間取ってきたと理解しております。

単刀直入に伺うのですが、他の町においてはシー

ズンステイだとか、そういった部分に対して、町は

これ以上のものは、この間の答弁の中で求めないと

いう形の話がされてきていました。他の自治体にお

いては、きちんと家具も据え付けて、そういった部

分に対して地方から入ってきてもやはりきちんと対

応して、また農業体験や職場体験などを通じて、定

住・移住をして人口増大に、単純にはいきません

が、増やすという傾向があります。上富良野は今

後、５年度の反省の下、やはりそういう対応も一部

しなければならないのかなと思いますが、こういっ

た部分の定住・移住の今後の対応と、５年度の結果

を踏まえて、どういう課題があったのか含めてお伺

いしておきたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。

○企画商工観光課長（宮下正美君） ４番米澤委員

からありました町の定住・移住対策に対します課題

という部分について、お答えをさせていただきたい

と思います。
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現在、町の定住・移住対策につきましては、定

住・移住計画に基づいて、これまでも進めてきたと

ころでございます。この計画については、皆様も御

承知かなと思いますが、当町につきましては、基本

は定住です。定住、上富良野町民の皆さんが住み続

けていただく町をつくることによって、そういう町

をつくって、外からもぜひ来てくださいというよう

な形で、これまで進めてきたところでございますの

で、これまでもありましたが、いわゆるほかの町の

ように、直接的な移住者に対する支援、移住者に特

化した支援というのは持ち得ていない中で、上富良

野の町をＰＲをして、ぜひこういう町なので来てく

ださいというようなところに、事業の重点を置きな

がら進めてきたところでございます。

そういうことに基づいて、これまでいわゆる移住

フェアとかに行って、上富良野はこういう町なので

すよというような形で進めてきたところでございま

す。

ただ、これまでもありましたが、当町につきまし

ては、いわゆる社会人口の異動が入ってくる人も多

いのですけれども、出ていく人も多いという中で、

その中でどれが本当の、いわゆる一般的に言われて

いる移住者と捉えるのかという部分についてもなか

なか難しいのかなと、これまでも思っているところ

でございます。

ただ、ここ数年来の人口減少ということで、当町

につきましても、これまでは１万人を切ることはな

かったのですけれども、とうとう１万人を切ると、

過疎にもなったと。今年の春には自衛隊の再編が大

きくあって、いわゆる町の主要な人口を確保するも

のがあって、なかなか大きく人口が減ってしまっ

て、これから少し増えるというところはなかなか難

しいかなというのが現状の認識でございますので、

今年度、これからの話になりますが、現在の定住・

移住計画が今年度で終了するという形になりまし

て、次年度からのいわゆる次の計画というものを策

定する中で、今言いましたこれまでやってきた取組

の課題を明らかにするとともに、当町の今の人口規

模を踏まえた中で、新たな事業を組み立てるのかど

うかというのは検討していきたいと思っています。

以上です

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 町長にお伺いいたします。

担当の課長がいろいろと、そういった取組等も含

めてお話ししました。それで、町長は町の課題とし

て、自衛隊の方の流出だとか人口がなかなか伸び悩

んでいるということで、上富良野町だけではなく

て、どこの自治体でもそういう課題を抱えておりま

す。そういう中でいろいろな様々な、この定住・移

住もそうなのですが、様々な子育ても含めて取組を

されているという状況の中で、町長としては、今後

この５年度の教訓を踏まえて、定住・移住の促進と

いう形の中で、どういうものを核に据えてという

か、どういうものを据えて対策を、また移住・定住

に結びつけるような、そういった対策を考えてい

らっしゃるのか、この点をお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 令和５年度を踏まえてと

いうか、ちょっと未来的な思考になりますが、町

長、答弁できますか。よろしいですか。

町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。

５年度の結果を踏まえて、上富良野が今後、定

住・移住について、どのような方向でターゲット等

を含めて進めていくのかというのは、少なくとも今

までやってきたことは継続していきたいなと考えて

おりますが、そのほかに、この移住・定住のほか

に、企画商工観光課の窓口で把握しているもの以外

に、やはり駐屯地等を含めて異動とかで来られる方

も、相当社会の増減が上富良野町はあるのが特徴で

すので、その中で、どのようにしたら上富良野に住

んでもらえるのか、好きになってもらえるのかとい

うのは重要な課題ですので、今までの５年度までの

実績を十分検討しながら、有効な手段で今後も定

住・移住につなげていければ、具体的に新しいこれ

というのは持ち合わせておりませんが、今までの状

態を永遠に続けていくのだというわけではなくて、

有効であると思われるものは随時取り入れて検討し

てやっていきたいなと考えております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

（「関連」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。

○１２番（小林啓太君） 関連で同じところをお伺

いいたします。

町長にお伺いしたいのですが、そもそも令和５年

度の移住実績７件８人というものに関しては、どの

ような評価をされているのか、お伺いしたいと思い

ます。

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） １２番小林委員の御質問に

お答えしたいと思います。

７件８人というのが、前年に比べて前年は２件２

人でしたので、それから比べると３倍、４倍ほど増

えておりますので、増加しているのですが、これも

先ほど述べたとおり、企画商工観光課の窓口で把握

している数ですので、実際、定住につながった、先

ほども述べましたが、仕事の関係で定住につながっ
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た人はもっといるのかなと感想をそう思っておりま

すし、窓口で把握していた数、７人、８人というの

も、数が小さいので年度によってばらけることもあ

るかと思いますが、まあまあといいますか、数字と

して実績７件８人というのは、実績として定住・移

住してきてくれたのかなと、数字を見て率直に感じ

ております。

もっと制度が違うものをやっていったら、どうな

のかというのは、今後またその課題だと思います

が、５年度については、まあまあ及第点ではないか

なと考えております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。

○１２番（小林啓太君） 先ほど来から話されてい

るように、移住実績の集計というのは非常に複雑で

あり難しいのかなという点は理解しますが、それぞ

れの行った事業に対しての成果という意味では、や

はりこの数字だけでは分からないというのだと、そ

もそもその事業が効果があったのかどうか判断その

ものができないのではないかなと考えております。

先ほどの町長もこれまで５年間やってきたことを振

り返って、今後に生かしたいというお話でしたが、

多分この実績を見ただけでは、何の事業がどれぐら

いの効果があったのかというのは分からないという

のは、僕らだけでなくて町長も本音のところではな

いかなと感じておりますが、今後町長がすごく政策

としても大事にしている、この移住政策というもの

において、どのような指標を重要に参考にしなが

ら、政策を考えていくお考えなのかをお伺いしたい

と思います。

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） １２番小林委員の御質問に

お答えしたいと思います。

定住・移住対策につきまして、いろいろなホーム

ページ、シーズンステイ住宅とかいろいろあります

が、はっきり言って、因果関係がどうだというのは

なかなか立証しづらいところがありますが、トータ

ルとしてはやはりコストパフォーマンス、全体的に

見た場合に、これだけの予算、事業内容はいろいろ

あるかと思いますが、それで全体としては、これだ

けの予算でこれだけの結果が出たというのは、個々

の事業との因果関係はなかなか難しいですけれど

も、その大枠で定住・移住対策として見た場合は、

こういうことをやって、全体としてこういうことで

やって、こういう数字だということは言えるのかな

と、全く雲をつかむようで分からないけれども、取

りあえず出たという数字ではないのかなと考えてお

ります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。

○１２番（小林啓太君） 先ほどの説明でもあった

ように、この７件８人には地域おこし協力隊の人数

とかも入っておるという説明がありましたけれども

も、であるならば、今回ここで移住フェアに行った

りとか、そういうホームページで募集したりという

のとはまた違う成果として出たものが、ここに記載

されているのではないかなと感じております。

確認なのですが、町長は先ほどこの７件８人とい

う数字は少なくはないし、成果としては十分にある

と考えているというお話でしたけれども、今後も来

年以降も、この決算において、この移住実績として

示されるのは、同じようにカウントされた、こうい

うような数字であると理解してよろしいでしょう

か。

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。

○企画商工観光課長（宮下正美君） １２番小林委

員からありました定住・移住実績の今後の考え方と

いう部分についての質問にお答えをさせていただき

たいと思います。

まず、いわゆる定住・移住対策の事業の効果測定

をではどうするのだということで、現状では、この

成果報告で出させていただいている数字でこれまで

もやってきたというところでございます。

現在の定住・移住計画の中では、いわゆるこの定

住・移住に伴って、直接的な数値目標は設けていな

いという計画になっています。特に分かりやすい経

済効果につきましては、短期的には目標化すること

は難しいという認識の下から、具体的な、今回で言

うと移住実績ですとか、あるいは雇用者数の創出で

すとか税収がどのぐらい増やすのだというようなも

のを、本来は計画ですから設定する必要があるので

すけれども、先ほど言ったように、定住・移住対策

につきましては、数字的な目標を設定するのが難し

いというところになってございます。

この部分で、では分かりやすいものをどうするの

だということで、これまでも検討しておりますが、

その件につきましては、今年度見直しする、いわゆ

る新しい定住・移住計画の中で、どういうふうな表

し方が分かりやすいのかという部分についても、改

めて検討させていただけるかなと思っています。

なお、移住・定住対策につきましては、ここの促

進費だけが全ての事業ではないというのは御理解を

いただいていると思いますので、それらも含めて、

どういうふうに表すのがいいのかという部分につい

ても、改めて研究もさせていただきたいなと思って

おります。

以上です。
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○委員長（岡本康裕君） 先ほどの米澤委員の自衛

隊関係の答弁をいただきます。

総務課長、答弁。

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の保留さ

せていただいておりました個人情報の関係の御質問

にお答えさせていただきたいと思います。

第三者への公開の部分の条例に係る部分での規定

なのですが、令和５年４月１日施行で、この条例は

全部改正をしておりまして、個人情報の保護に関す

る法律の施行に関する条例ということで、開示手続

をする場合の規定に全部変わっているところであり

ます。よって、条例の中には、第三者への開示の部

分について、何らかを規定するようなものはないと

いったような状態になっております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） 今の件について。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 一般的な解釈なのですが、

この間のいろいろな事例などを見ましたら、外部の

情報を提供するということになれば、相当公益性の

高いものでなければならないという形の提供の仕方

が基本にあるのだというような話がされてきまし

た。そうしますと、今回の自衛隊の名簿提供という

ことになれば、公益性の高いものになるのかどうな

のかということになるのですね。単刀直入にいけ

ば、この氏名、４基本情報が提供されることによっ

て、個人の本人の同意が得られないにもかかわらず

提供されているという状況があります。まして自衛

隊というのは、短く言いますが、非常に将来的に

は、確かに災害だとかそういった部分で非常に支援

されているということで、それは非常に大事な行動

でもありますし、公益性があると思います。ただ、

本質的な中身というのは、やはり自衛隊、軍隊とい

うふうな位置づけになっておりますので、そういう

ことも含めた場合に、将来ある子どもたちが何らか

の形で危険な動きがあった場合に、そこにそういう

名簿が提供されて、部隊に入隊する本人の意思はあ

ると思いますが、本人の同意されない中での名簿提

供ということになると、非常に公益性の高いものに

なるかどうかということの問題が過去にもあったみ

たいです。そういうことを考えたときに、町でも必

要最低限ではありますが、やはり個人の同意がない

ものに対しては提供をやめるということが、基本に

あるのではないかなと私は思いますので、この点は

全くないほうが一番いいのです、と思いますが、こ

の点をお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。

○総務課長（上村正人君） ４番米澤委員の御質問

にお答えさせていただきます。

令和５年度に実施したことについてお答えさせて

いただきます。

先ほどもお答えさせていただいたとおり、紙媒体

で提供していると、そこは法令に基づきまして行っ

ているといった解釈をしているところです。

○委員長（岡本康裕君） ほかありませんか。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） 先ほどの定住・移住の関連

で戻って申し訳ないです。同僚委員がいろいろ聞い

て、私も聞いていてちょっと分からなかったのです

けれども、ちょうどこの令和５年度が、定住・移住

の今までの計画の一つの節目になると。私が聞きた

いのが、これまでの定住・移住政策、様々な予算を

つけてきて、この年度が一応節目ということで、ど

ういうふうに総括されたのかをまずお伺いしたいと

思います。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

切りがいいので、４０分まで休憩といたします。

──────────────────

午前１０時２６分 休憩

午前１０時４０分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。

先ほどの金子委員の質疑に対する答弁。

企画商工観光課長、答弁。

○企画商工観光課長（宮下正美君） ５番金子委員

からありました定住・移住促進費の５年度事業の総

括の部分という御質問でしたので、そちらのほうに

お答えをさせていただきたいと思います。

５年度に行った事業の結果につきましては、成果

報告書の中で１６ページに結果の数字というところ

を載せさせていただいているところでございます

が、それに伴いまして、５年度に実際に行った事業

というところでいくと、いわゆるまず定住・移住促

進に係るＰＲ活動ということで、定住・移住用の

ホームページによる情報発信、あるいはＳＮＳ等を

活用した情報発信というようなことになってござい

ます。また、空き地・空き家バンクへの登録という

ことで、空き地の情報についても情報を公表させて

いただいております。また、あとＰＲ活動というこ

とで、移住フェア等における移住用のパンフレット

の配布ですとか、あるいは関連団体のホームページ

への情報提供なども行いながら、積極的なＰＲ活動

を行ってきたというところでございます。

あと、移住フェアにつきましても、記載のとおり

でございますが、５年度につきましては、東京１か

所のところで行いまして、こちらにつきましては、

地域おこし協力隊の募集も兼ねましたので、今回に



― 20 ―

つきましては２ブース用意して、移住者向けと、あ

と地域おこし協力隊の募集というところで事業をさ

せていただいたところでございます。

あと、実際の移住者向けの、いわゆるうちでいう

とシーズンステイということで、試しに暮らしてく

ださいというような中で、それぞれ御利用をいただ

いたところでございます。

これを受けまして、全体的なこの事業の結果の総

括というところでございますが、ちょうど５年度

が、先ほど言いました、定住・移住計画の最終年度

ということでありまして、それらを踏まえて、これ

まで行ってきた事業の中でいくと、やはり大きく移

住が増えているという状況にはなっていないという

ことで、いわゆる一定程度の数字は確保しておりま

したが、大きく移住者が増えるというような状況に

はなっていないというようなことで認識をしている

ところでございます。

それらを含めまして、今年度中には新しい計画を

策定をさせていただきますということで、先ほど説

明させていただきましたが、こちらにつきまして

は、今年度つくる総合戦略との兼ね合いもありまし

て、それと合わせるような形でつくる予定にしてお

りますが、総括としては、これまでやってきたとこ

ろでは、外に対して分かりやすい見える部分がやは

り不十分なのかなという感じをしていますので、先

ほどありました、いわゆる移住実績のカウントの仕

方もある程度やはりないと、外の人から見ると、あ

まり移住者はいないですよねと見られますので、そ

こら辺も踏まえながらどういった、うその言葉は出

せませんので、そこら辺もどういうふうに回してい

くのかと考えているところでございます。その件に

関しては、これからの話になりますが、先日行いま

した促進連絡協議会の中でも確認をいただきまし

て、今までは、いわゆるうちの町は定住・移住政策

ですとこの間ずっと言ってきましたが、この状況を

受けまして、今後はいわゆる移住・定住対策という

ことで、ほかの町がやっていることと一緒ですけれ

ども、移住者向けの入り口を広げるような計画に、

今後は進めていく必要があるのではないかというこ

とで、これまでやってきた部分については総括をし

ているところでございます。

以上です

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 移住実績７件８人の中に

は、地域おこし協力隊の人数も一部入っているとい

うこと、この令和５年度採用分の４名になるのか

な、これも入っているということですかね。

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ５番金子委員の

移住実績の内訳についてお答えさせていただきま

す。

内訳といたしましては、地域おこしの方が７名

入っております。こちらにつきましては令和５年度

採用の方になります。１名が東京の移住フェアのほ

うに御来場されまして、上富良野に住むよというこ

とで、今年窓口まで来ていただいた方がいらっしゃ

いましたので、その方の数字を入れてございます。

それで、合計で７件の８人という形にさせていただ

いているところであります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。

○７番（茶谷朋弘君） 細かいところなのですけれ

ども、定住・移住促進費の中の定住・移住ホーム

ページ改修に１６万５,０００円と書いてあるので

すが、具体的にどんなことをしたのかお聞きしま

す。

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ７番茶谷委員の

定住・移住のホームページの改修につきましてお答

えさせていただきます。

こちらにつきましては、トップページのところ

に、アイコンが今現在一番上のところに表示されて

いるのですけれども、それまで画面上で、上富良野

の風景が一番トップの中で大きく映っておりまし

て、ちょっとそれだと、見た方がすぐに情報にたど

り着くということが、スクロールしていかないとで

きないという部分もございましたので、そういった

ところを改修をしてきているところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

１１番北條委員。

○１１番（北條隆男君） ７９ページの町有林の整

備の関係なのですけれども、この中で森林環境保全

整備とあるのですけれども、予算書では５００何万

円見ているのに、使ったお金は２００万円ぐらい低

いのですよね。何でこういうことが起きたか、

ちょっと教えてください。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

──────────────────

午前１０時４８分 休憩

午前１０時４９分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解いて、委員

会を再開します。

ほかございますか。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） ８１ページの交流促進費に
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ついてお伺いいたします。

成果報告書の１９ページになりますが、カムロー

ズとの交流で長きにわたりキーマンであった方が、

残念ながら御逝去されて、この間、コロナ禍もあっ

てか分からないですけれども、青少年の海外派遣と

かも一切カムローズに行くようなこともなくなり、

ここ数年来はただクリスマスカードを送るだけとい

うような、残念ながら希薄な関係になったのかなと

いうことで理解しております。

まず、令和５年の成果というのはどのように上

がったのでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ２番荒生委員の御

質問にお答えします。

カムローズの関係でございますが、先ほどおっ

しゃられたように、昨年の１２月に、今まで長年会

長として務めていただきました、もう会長のほうは

引退されていましたが、ミチコさんが御逝去されま

した。会長を辞された後、今まで約２０年間のお付

き合いをしてきたカムローズのほうの関係者の方も

当然高齢になってきまして、なかなかそういう交流

をするような連絡を取る方が大分少なくなってきた

という事情も踏まえまして、カムローズのほうとの

交流も若干希薄になってきたという状況でございま

す。

ミチコさんが亡くなられたのをきっかけに、今ま

で連絡を取れなかった方も、ちょっと連絡を取れる

ようになってきましたので、５年度の総括ではない

のですけれども、今後は、また先に向けて検討して

いかなければならない事項になっております。今年

度に関しましては、大変失礼な話ですけれども、ミ

チコさんが亡くなったことによって、またカムロー

ズの方と若干連絡が取れるようになってきたという

のが現状ということで、こちらもクリスマスカード

等で連絡を取っていたのですが、それ以上の関係が

なかったということで、ちょっと御理解いただきた

いと思っております。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 成果報告ありがとうござい

ます。

一方で、ＡＬＴとかもカナダから、カムローズか

らも来ていないですし、多分２０年前以上になりま

すけれども、カナダのアルバータ州、一斉に北海道

をターゲットにいろいろな自治体と姉妹都市提携を

結んでいる中で、当然２０年以上たつと、ほかの自

治体でも姉妹都市提携を解除しているようなところ

も見受けられます。この令和５年のキーマンの方の

逝去に伴い、今、課長からまたポジティブな何かを

見つけ出すというような答弁がありましたけれど

も、逆に考え直すべきかと思うのですけれども、そ

の辺どうでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ２番荒生委員の御

質問にお答えします。

私ごときが今後のことを言うことはちょっとなか

なかできないのですが、当然町長及び議会とも提携

を結んでおりますので、連携しながら今後どうする

かというのは、前に行く、後ろに下がるというのも

含めまして、今後検討していく段階に来ているのか

なとは考えておりますが、こうしたいというのは

ちょっと私の意思では言えませんので、ちょっと控

えさせていただきますが、そういう考えでおります

ということだけ御説明をさせていただきたいと思い

ます。

○委員長（岡本康裕君） ほかありませんか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 若干戻りますが、７５ペー

ジの地域おこし協力隊であります。

非常に地域おこし協力隊という形の中で、地域に

根差して将来的には町にも定住してもらおうという

ような、そういう方向性と新たな町の動きを少なく

ともつくってもらおうというような、いろいろな思

いがあって、こういった協力隊を増やしているとい

う町の状況かと思います。

それで、この５年度において、ここにも観光推進

ジオパークだとか、地域推進教育支援員という形で

配置されておりますが、非常に今、町にいろいろと

部署に配置されて、いろいろと活躍されていると思

いますが、この点の個人評価ではなくて全体でもい

いのですが、どういうような令和５年度において

は、いろいろな町に対するものを新たに結びつけら

れる、地域と人のつながりというのがいろいろあっ

たかと思いますが、どのような評価をされているの

か、効果というのですか、評価というのですか、こ

の点についてお伺いしたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ４番米澤委員の

地域おこし協力隊に関する令和５年度における効果

ということでございますけれども、それぞれの地域

おこし協力隊につきましては、それぞれの所管課に

おきまして、所管課のメンバーと連携を取りなが

ら、様々な地域貢献活動、地域活動に取り組んでい

ただいているところであります。

その中で、地域おこし協力隊の方が、企画立案を

した事業なども行ってきておりますし、それぞれの

部署の中で与えられたといいますか、こちら側から

お願いをした任務に対して活動を行ってきていると

いうことで、大変町のほうとしてもありがたく思っ
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ているところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） いろいろな細部に聞きませ

んが、いろいろと企画立案もされているということ

で、非常に町にとっても新たな動きをつくっている

のかなと思います。また、職員の方が駄目だとかそ

んな評価ではありませんので、それぞれ皆さんが

しっかりされておりますので、新たなこういった方

が入ることによって、いろいろな動きをつくってく

れるということで、非常に効果、評価という点では

上がっているかと思います。

やはりこういった部分の人材の登用、育成という

のが、今後上富良野の町における新たな町のつくり

方だとか、人とのつながりを生み出すのではないか

と思いますが、そういった意味では非常に重要な役

割を担っていると思いますが、この点を確認して、

どのように考えているかお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。

○企画商工観光課長（宮下正美君） ４番米澤委員

からありました地域おこし協力隊の部分でございま

す。

この関係につきましては、今、主幹のほうから内

容を説明していただきました。特に５年度採用から

かなり人数が増えたということで、このような状況

になっておりますし、この制度につきましては、い

わゆる直接町の職員を採用するということではなく

て、いろいろな外からのいろいろな能力を持った方

を町内で活躍をしていただくというような制度でご

ざいますので、今後も引き続き、いろいろな分野で

活用を進めていきたいと思ってございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） 先ほどの北條委員の答弁

をお願いします。

農業振興課長、答弁。

○農業振興課長（安川伸治君） １１番北條委員の

御質問にお答えさせていただきます。

町有林の整備の関係でございますが、当初予算で

は５８４万５,０００円を計上させていただいてい

たところですが、事業の内容の中で、国の補助金を

活用しております関係から、その国の予算の配分に

合わせて事業を実施しているところであります。そ

の予算の配当が、当初予算より減額されて配当され

ましたので、事業費についてもそれに合わせて減額

させていただいて、年度途中で補正予算ということ

で予算を減額させていただいて、結果としましては

３６０万８,０００円の実施となったところであり

ます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

７番茶谷委員。

○７番（茶谷朋弘君） すみません、先ほどの質問

のところにちょっと戻ってしまうのですが、ホーム

ページ改修２６５万円と、ホームページ保守で３３

万円で５０万円近くお金を使っていると思うのです

が、実績のほうから見ると、年間アクセス件数は前

年度に比べると少し減ってはいるのですよね。そこ

に関しての評価みたいなのがあれば、今後の課題と

か、気づいたことがあればお願いします。

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。

○企画商工観光課長（宮下正美君） ７番茶谷委員

からありました移住のホームページの費用とアクセ

ス数が前年対比で減っているという部分だと思いま

す。

こちらの件数のカウントにつきましては、いわゆ

る移住用のホームページのトップページの表示をさ

れたものだけを載せているという形になっています

ので、実際にアクセスされている実数というのはこ

れよりかなり多いのかなと思っております。

移住用のホームページが前年度ですので、４年度

に新しく作ったときはそれなりのアクセス数があり

ますが、それが時間とともに少しずつ減っていくと

いう状況でございますので、その点で前年対比で少

し落ち着いたというか、トップページの表示数が前

年対比で落ちているのかなと分析をしているところ

でございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。関連ご

ざいますか。

なければほかありませんか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） ８１ページの地域活性化起

業人の派遣負担という形で、ずっと計上されており

ます。派遣の負担のどういう目的でこういう予算

が、改めてお伺いいたしますが、予算化されている

のかお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。

地域活性化起業人ですけれども、令和５年度の決

算に計上されております方が、４年度、５年度、６

年度という３か年の予定で来ていただいている方で

す。来ていただく目的は、主に上富良野町の観光振

興ということで、特に東京都内の企業であったり居

住であったりという方の観点から、上富良野のまだ

隠れた認知されていない魅力の観光資源化というこ
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とも含めて、そういう活性化に尽力していただけれ

ばということで、企業とその社員と町との協定に

よって来ていただいているといったところでござい

ます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 観光目的、その方は映画化

に関わっているというような状況かと思います。な

かなかその評価、成果というのですかね、見えづら

い、いろいろされているのだと思いますが、町とし

ては、この起業人の派遣によって、どういうものが

この間得られているのかをお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたます。

この２年半ということになりますが、主に５年度

の取組が中間年ということで、非常に大きな取組を

していただいたところではありますけれども、特に

ラベンダー観光といったことにつきましても、実は

ラベンダー観光、御承知のとおり何十年も上富良野

の観光の核としてやっていて、多くの方に喜んでい

ただいているところなのですが、まだまだ例えばラ

ベンダーの香料作物としての価値ですとか、そう

いったもののブランディング、付加価値の向上と

いったところに関しては、やはり企業任せなところ

もあったわけですが、特に今回に関しては、同じ香

料作物としてシソですとか、上富良野の同じような

特産物であるシソとラベンダーを組み合わせた上富

良野だけの香りの開発といったことをしていただい

て、その結果、自衛隊上富良野駐屯地の皆様と協力

させていただいて、自衛隊の中でやはり虫よけです

とか、臭い消しですとか、そういった石けんでの製

法ですとか、そういったことに課題があったといっ

たところも、一緒にコラボで企画して考えるといっ

たことで、上富良野オリジナルの製品をつくるとい

うところにもたどり着いております。

また、香りをテーマにしたモニターツアーの開催

ですとか、そういったことで、ラベンダーを見に来

るといったところももちろん大きなコンテンツでは

あるのですけれども、上富良野の香りを楽しんでい

ただくということも、魅力の一つとして開発してく

れたというのが、５年度の大きな実績だと考えてお

ります。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） そうしますと、その下に１

００万円という形、地域活性化起業人の提案事業と

いう形にありますが、その提案事業は、観光だとか

香料という形の方向にもなっているのですか。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。

今御説明したような事業に関して、もちろん費用

がかかる部分が発生しますので、それに充てていた

だいているところです。

香り、そういったモニタリングですとか、その開

発費というところが全てになります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 確かにこの５００万円は国

から直接来ているのかなと思いますが、あわせて町

の活性化という形のいろいろな起業提案、提案して

もらおうという形の進めているということなのです

が、なかなかこの事業評価という点で非常に分かり

づらい、何をされているのかよく分からないという

のが、今聞いていましたら、そんな状況だと思いま

す。

確かにこの方は映画にも関わっているという状況

の中で、本来行政というのはやはり地域に根差し

て、地域おこし協力隊のように地域に根差した中

で、地域の観光や振興、地域の人たちの結びつきを

広げて、そこでいろいろな種を落としてもらって、

芽生えて、新しい木やものを育てるということが基

本だと思っておりますが、そういう意味では、地域

への活性化事業の起業人の方の在り方そのもの、活

用そのものを見直さなければ、僕はならないと思っ

ております。より効果的なものでいえば、協力隊の

方を採用して、そこでまた新たな町づくりを進める

というほうが、より地域に根差した観光やいろいろ

なものは、提案という形でされるのではないかと思

いますが、町長、今後この活用の仕方なのですが、

まずはその前に、これはいつまで事業が継続される

のかお伺いいたします。町の判断で、来年はもうし

ませんよということになれば、それで終わりなの

か、そこを確認いたします。

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。

○企画商工観光課長（宮下正美君） ４番米澤委員

からありました起業人制度の活用の考え方というと

ころについてお答えをさせていただきたいと思いま

すが、具体的に今来ていただいている方の仕事の内

容につきましては、主幹のほうから説明をさせてい

ただいたところでございます。

ただ、制度としまして、この地域活性化起業人制

度、あるいは地域おこし協力隊制度というのは、い

わゆる総務省が地方に対してのいわゆる人材の支援

ということで行っている事業でございまして、基本

は全額、基準額がございますが、特別交付税の中で

財政措置がされると。地方についてはそういうもの
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を有効に活用して、職員ではない有効な人材を活用

して、地域振興に図りなさいということでできてい

る制度でございますので、この地域活性化起業人の

制度自体を今使ってございますが、これを来年以降

どうするかということにつきましては、総務省のい

わゆる人材の支援制度、ほかにもいっぱいあります

ので、それを含めてどれが今一番私たちの町で使う

としては有用なのかなということを判断しながら、

使っていくようになるのかなと思ってございます。

基本、この制度自体につきましては、来年以降も

多分続くと思っておりますので、その中で、いい人

がいれば、この起業人の制度を活用しますし、地域

おこし協力隊の制度も使っていくというような形で

います。ただ、今来ている方につきまして、一応１

人３年という制限がありますので、今来ている方に

ついては今年度が最終年ということになっていると

ころでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 町長にお伺いいたします

が、この起業人の活用の仕方、それをもう見直さな

ければならないと思いますが、こういう交付税を活

用するということであれば、協力隊の方の増員をし

ながら行ったほうがよりいいのではないかと思いま

すが、町長自体は、この起業人の派遣等についての

評価はどのようにされているのかというのと、やめ

るべきではないかと思います。

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。

地域おこし協力隊、そして地域活性化起業人の、

それぞれの制度は総務省のほうでということで、課

長のほうからお答えさせていただきました。これは

別にどっちが優れている、どっちがという問題では

なくて、地域おこし協力隊の人は、基本的にこちら

で職を探すのですが、起業人の場合は会社に籍を置

いたままこちらでということで、それぞれ同じ目的

としていることは地方に人材をということで、どち

らがいいか悪いかという問題ではないかなと思って

おります。

先ほど課長も申し上げました、地域に人を派遣す

る制度、総務省中心にたくさんありますので、それ

らを含めて、どれがいいのかというのは取捨選択し

ながら、その目的に合ったもの、ベストなものとい

いますか、予断といいますか、こちらを排除するの

ではなくて、ある制度の中でどれがいいのかという

のを十分これからも考えていかなければならないの

かなと思っております。

その上で、地域活性化起業人についても、今の方

は今年度で終わりなのですが、今後どういう人が来

てくれるかどうかも含めて分かりません。未定な部

分はありますが、これを排除することなく、今後も

十分検討しながら、地域における活性化に寄与して

くれる人材を、地域おこし協力隊も含めて、いろい

ろな人材含めて求めていきたいと考えております。

以上です。

（「関連」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 米澤委員、よろしいです

か。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 今、同僚委員からの関連な

のですけれども、そもそも総務省から派遣分として

は５６０万円、決算書に記載されていますけれど

も、ではない活動費みたいな１００万円というの

は、まずうちの町からの持ち出しでよろしかったで

しょうか。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番荒生委員の

御質問にお答えいたします。

派遣に係る費用、負担金部分と提案事業の、今回

ですと１００万円といったものは、同じように特別

交付税の対象となりますので、本体部分と提案部分

というのは同じような充当率で入っております。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） この間の質疑の中で、主幹

の説明があったとおり、様々な事業に、特に観光の

コンテンツの開発とかということで着手されている

のですけれども、成果報告書に載せない理由という

のをお聞かせ願いたい。成果がないからか。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

──────────────────

午前１１時１３分 休憩

午前１１時１３分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。

副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生委員の御質問に

お答えします。

載っていないのですね。基本的には全部の項目を

載せていないということがあるということでござい

ますので、そういった面では、今回は載っていな

かったというか、去年も載っていないと思うので

す。

活動自体が、ほかの委員からもお話があるよう

に、活動の内容が見えづらいよと。活性化起業人に

ついては、協力隊員と違って、母体となる会社のノ

ウハウを有効に活用して活動するというのが基本な

ので、個人の協力隊員と区別してございます。そう
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いった部分で、いろいろと主幹のほうからも述べま

したけれども、そちらの東京の会社でのお付き合い

だとか、ノウハウを使って、大手の旅行会社だと

か、香料会社とかそういった部分と、しっかり連携

して実績を行ってきたということでございます。

大変あれですけれども、今回そういった部分では

大きな成果はあったとは述べましたけれども、今回

記載がなかったという部分については、特に意図は

ございませんけれども、そういった部分で、一定程

度の事業、どうしても漏れる部分があったというこ

となのかなということで、ちょっと答弁になってい

ないのですけれども、そういうふうなことでござい

ます。いろいろと我々も事業、それぞれの所管で主

立ったものをチョイスしながら、成果報告書をつ

くっていますので、そういった面で起業人の取組自

体、そういったものがどういう位置づけかというこ

とも含めて、今後きちんと成果報告書の内容も、こ

れに限らず漏れているものがないのか、ちょっと確

認をさせていただきたいなと思っておりますので、

御理解賜りたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 多分同僚委員が質疑に及ん

だのは、活動が見えにくいからということを冒頭申

し上げています。成果報告書がしっかりと出されれ

ば活動も見えてくるし、内容を理解するので、質疑

に及ばないのではないかなということで質問をさせ

ていただきました。

また、性質として法制措置がなされるということ

で、町の持ち出しがないからというような解釈もあ

りますけれども、一方で例えばカムローズの話に戻

りますけれども、１万円の負担金のクリスマスカー

ド１４通も主要施策として、しっかりと報告書に記

載されています。その違いというのが非常に理解し

にくいなということで、ぜひ令和５年の決算を受け

て、その担当の方が令和６年が最終年度ということ

もあると思いますけれども、ぜひ来年の決算のとき

には、今回のようなことのなきよう、その方の活動

の成果報告を記載いただければと思います。その辺

に関しての答弁を求めます。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生委員の御質問に

お答えします。

大変申し訳ありませんというか、結局、起業人に

ついても、協力隊についても、予算の部分しか載っ

ていなくて、活動内容が示されていないということ

でのお話だと思います。

それらについては、具体的な活動の中身や何かが

一定程度分かるようなもの、どのような資料が必要

なのか、こちらのほうにごちゃごちゃ書くのが正し

いのか、それらのことも含めながら、検討していく

ことなのかなと思っております。

先ほど、比較でクリスマスカードのお話もありま

したけれども、過去から長く続いているものと新た

なものの間で、そういった枠組みというか線引きと

いうか、そういったものも精査していかなければな

らないものもたくさんあるのだなということを、私

個人が今認識したところでございますので、そう

いったものの表し方について、全部が全部載せるこ

とがなかなか難しい、このボリュームの中でという

ことも御理解いただきながら、検討する課題として

受け止めていきたいと思っておりますので、御理解

賜りたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） ８３ページの泥流地帯映画

化の中の、映画化を進める会負担の件でお伺いした

いと思います。

映画化を進める会のそもそもの目的の中の一つ、

大きな一つに、地域の機運醸成を図るところの事業

が大きいと思うのですけれども、この令和５年度に

おいて、まず地域機運醸成について、どのような活

動がされたのか教えてください。ちょっと見えない

ので。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。

会の活動としては、機運醸成であったり、ＰＲで

あったりというところも大きなものなのですけれど

も、特に対町民に対して、そういう機運醸成であっ

たりＰＲした活動としての大きなものとしては、総

合文化祭のほうに映画化を進める会の皆さんで出展

していただきまして、そこでＰＲですとか、ＰＲ物

品の販売ですとか、そういったことをしていただい

た実績がございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） では、令和５年度は文化祭

の中での活動、対町内に関しては文化祭だけという

ことなのですか。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。

もちろん、町内ですと同じ年に映画監督をお呼び

して、町民の皆様とお招きして、セミナーを開催し

たりですとか、そういったこともございましたし、

対外ということに関して言えば、三浦綾子記念文学

館と連携して、全国の皆様にそういうプロジェクト



― 26 ―

の取組をＰＲしたり、作文コンクールであったりと

いったイベントを開催したりといったことでの周知

活動を行っております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 駄目というつもりは全くな

いのですけれども、特に５年度、私が非常に強く感

じたのが、事業の中で、今、主幹もおっしゃったよ

うに、ちょっとどちらかというと、物すごく興味あ

る人たちの興味が上がる活動が多かったのかなと

思って、もうちょっと裾野が広がるような事業とい

うのは、５年度に取組はあったのかなかったのか、

教えてください。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。

文化祭に来られる方というのが、町民、老若男

女、かなり広く多くの方が来られるといったところ

も狙いの一つとして、まさにおっしゃるとおり、興

味のない方にも広くお知らせしたいなといった意図

の下、行ったということもありますし、例えば、そ

ういった映画監督を招いたセミナーであったりとい

うものも、ふだん泥流地帯であったり、そういった

ことにあまり興味のない方についても、そういうメ

ディア、アカデミー賞を取った方というような、そ

ういったようなネームバリューも活用して、広く興

味を持ってもらおうという意図の下で実際行ってい

るものであります。

また、多くはやはりＰＲ物品ですね、ティッシュ

ですとかそういったものを、ポスターですとか掲示

していただいたりして、そういうことでの地道な周

知活動と合わせて、そういった多くの方に来ていた

だける、あるいは来る場面での参画といったところ

で、広い町民周知を目指して活動してございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 記念グッズ、ポスターだっ

たり、のぼりだったり、そういったもの、各商工業

者にも掲示してあるのも見ました。結構役場の職員

だったりとか、団体職員の人が泥流地帯グッズを身

にまとっているのですけれども、町内の商工業者等

で、ああいったものを販売するような機会というの

は５年度ではつくらなかったのですか。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。

職員が主に着ている泥流地帯のＰＲウエアなので

すけれども、町内の商店で販売しているところが２

か所ほどありますのと、また、そういったプロジェ

クトの意図を酌んで、オリジナルのそういったＰＲ

物品をつくってくれる事業者もおりまして、町内何

件かでそういったものを販売したり、企画したり、

開発したりということで取り組んでいただいており

ます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） まさにそういったものを町

内の人だったりとかにするＰＲ活動というのが見ら

れて、映画を進める会としてなかなか進んでいな

かったり、もうちょっと身近なものにしていくとい

うのを住民にやって、もっともっと機運を上げるべ

きだったのではないかなと思うのですけれども、そ

の辺の反省点というのは何かお持ちですか。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。

もちろんやっていることが、それがベストで完全

にできたとも、もちろん評価できるところではあり

ませんし、そこを目指してもちろん頑張ってまいり

ますので、近々役員会もございますので、そういっ

たところで、皆さん意識を共有して、次につなげて

いければなと思っております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。（「よ

ろしいです」と呼ぶ者あり）

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 関連でお伺いします。

住民の、町民の認知度、泥流地帯の映画化を進め

ているという、どのぐらい広がっていると思います

か。単刀直入にお伺いいたしますが、町長、どうい

う印象ですか。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。

残念ながら、数値として持ち合わせているものは

ございませんので、肌感覚になろうかなと思います

けれども、泥流地帯の映画化については、どこまで

進んでいるかということではなくて、映画をつくろ

うということをしているのだということについて

は、町民の方、相当な数が認知していただいている

のかなと思っております。先ほど、所管の主幹から

も言いましたように、町内の数店では店オリジナル

の泥流地帯のＴシャツをつくっていただいたりと

か、そういった部分で、本当に少しずつではあるけ

れども広がっているのかなというような感覚を持っ

ております。

いずれにしましても、そういった数字みたいな、

アンケート調査みたいなものは行っていませんの
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で、感覚的なものですけれども、それから泥流地帯

を進める会の皆さんも、いろいろな団体の方、来て

いただいておりますことから、つくろうとしている

と、泥流地帯という映画をつくろうとしているとい

うことについては、相当な町民の方に周知されてい

るものという認識でいるということでございます。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 同僚委員も述べましたが、

いろいろグッズの販売だとか、本当に裾野が広がっ

ているのかというと、なかなか広がりは見られない

という状況になっています。いろいろ解釈はあるか

と思いますが、やはりこういう映画化、町挙げて進

めようということであれば、やはり町民の熱意だと

か、そういうものもなければ広がらないと思います

が、こういった広がりがなかなか見られない要因と

いうのがあるのかなと思いますが、この点、町長、

どのようにお考えですか。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えしたいと思います。

裾野が広がっていない要因ということでございま

すけれども、確かにつくろうとしているということ

は知っているよと。だけれども、私は関わる人、私

はできたら見たい人とか、いろいろなレベルの町民

の方いらっしゃると思います。そういった人を、

今、委員御質問のように、少しでもちょっと関わっ

てもらえるというか、能動的に動いてもらえると

か、そういった方々が広まることが、委員おっしゃ

る裾野が広がるということなのかなという、私の勝

手な解釈かもしれませんけれども、そういうふうに

思っていますので、ただそういった部分をどのよう

に広げていくかということは、今までやってきたこ

とも含めて、それから前回の委員の御質問も含め

て、町の人が自らやるような、そういった機会、ど

ういうふうにしたらいいのかということも、常に検

討というか考えて取り組んでいかなければならない

ことですし、そういったことをぜひ進める会の中

で、役場がというか事務局が勝手に提案して、これ

をやりましょうというだけではなくて、進める会の

中で、やはりそういった真剣な論議を、近々会議が

あるという報告もありましたから、ということが非

常に大事であったのかなと思っておりますし、５年

度はそういった部分では、一定程度の効果も実績も

ありますけれども、まだまだ足りない部分も確か

に、必ずしも全てがうまくいっているということで

はございませんので、そういったこともありますか

ら、進める会のメンバー、いろいろな団体の方、背

景を持っている方、それからいろいろな御意見を賜

りながら、それではそういうのをどういうふうにし

たらいいのかというのは常に、今年度に限らず前年

度に限らず、常にやっていかなければならないとい

うことをしっかりと認識して、取り進めてまいりた

いと思っております。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） ここに、映画企画製作費の

負担、１,０００万円載っております。計上されて

おります。いわゆる映画のストーリーみたいです

ね、それをつくって、これを受けてくれる企業にお

願いして、どうですか、こういう企画がありますの

でという形の基本となる部分を会社に委託したと思

いますが、この企業はどういう企業なのか、どうい

う基本的な町の考えを、この時点で訴えたのか、お

伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。

令和５年度に映画企画を製作ということで、協定

を締結しまして、上富良野町とエー・フィルムズと

いう、そういう映像制作ですとか、そういったこと

をやっておられる会社、そして、ミップスという、

地域活性化起業人の所属する会社なのですけれど

も、その３社で協定を結んだのは説明させていただ

いたところでございます。そのうちの、主にエー・

フィルムズが企画の製作を直接的に行うといったと

ころで協定を結んだところですが、実際にはもちろ

ん今回、映画監督の方がそういった企画を手がけて

いただけるということで、主には会社組織としてや

るというよりは、もちろん映画監督の取組として非

常に多く占めてやっていただきました。協定を結ん

だ会社としては、もちろん映像制作といったものに

も実績のある会社ですので、そういったノウハウを

もちろん使っていただく。また、改めてその映画企

画をつくるに当たっては、その個人、監督だけに任

せて、個人と協定するというわけにはいきませんの

で、そういったところの知見の提供であったり、リ

スクヘッジといったところも含めて、エー・フィル

ムズという会社を介して協定を結んでいたところで

ございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） この映画企画なのですが、

当然この起業人の方も恐らく関わっていると思って

おります。あわせてお伺いしたいのですが、もう先

がなかなか見えてこないというのが実態です。今、

この動きはほとんどないような状況で進められてい

るという状況になっています。やはりそういうもの

が自然に町民の方に映って、なかなか裾野が広がら

ない、町の感触、町民の感触としても、映画って何
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だろうというような状況が聞かれます。相当熱意は

ある人は三浦文学だとか、そういう方の格差がやは

りあるなと思っております。私は三浦文学そのもの

は否定しません。ただ、やはりこのままずるずるだ

らだらと、このまま町の町民の税金を使いながら、

確かにいろいろと企業版のふるさと納税だとかいろ

いろありますが、しかしこのままでは、やはり必要

な町が行わなければならない仕事というのは、数限

りなくあるのですね。担当の方が張りついてまでこ

の映画をする必要があるのかどうなのかというとこ

ろ、前からも言っていましたが、こういった部分

で、町長、これ必ず成功させようということで進め

ているかと思いますが、それぞれもうやめる時期で

はないかと思いますが、町長、この点、どのように

お考えですか。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、５年度決算部分

のみ答弁をお願いいたします。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。

令和５年度につきましては、今までただお願いと

いったものをどういうようなことをお願いするのか

ということをきちんとつくらないと、相手にアピー

ルもＰＲもできませんよということで、この１,０

００万円を皆様にお認めいただきまして、先ほど説

明したような三者協定を結んで、何とか昨年度末に

企画というか、主立ったストーリーをつくっていた

だいて、現在、鋭意、東京とかそういう企業、映画

をつくれる可能性のある企業回りを、起業人の方々

を中心にしっかりとやっていただいているという状

況で、決して、１,０００万円の企画自体が全然駄

目だよという評価、今のところはまだ受けているも

のではございません。

そういったことから、今回の映画制作にかかりま

す企画の製作については、そういった形で有効に活

用されているというのが、５年度の総括であろうか

と思っております。

今後のお話も委員からありましたけれども、さき

の９月の定例会でも町長のほうから一般質問で答弁

したのが実態でございますので、そういったことも

踏まえて、今後しっかりと取り組んでいくことが

我々がしていかなければならないことだと認識して

おりますので、御理解賜りたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 町長に伺います。

そろそろこれは前から私言っておりますが、これ

は決算５年度であったりしても、こういった一人を

張りつけながら進めてきた問題、大問題です。なか

なか前へ進まない。仮にいろいろなことが起きて、

起業人も関わって、いろいろな状況があるというこ

とですから、町長、これは町長の思いとして進める

ということですか。やめなければならない時期だと

思いますが、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

決算ベースでの質問に集中していただきたいと思

いますが、副町長、答弁できますか。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えします。

オウムのように繰り返しになることを御了承いた

だきたいと思います。今後に向かいましても、さき

の９月定例会で一般質問、町長から言葉を発してお

りますので、そういったことをベースに、しっかり

と今与えられた使命を果たしていかなければならな

いという認識でおりますので、御理解を賜りたいと

思います。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。別件ですか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） ８１ページの町の表彰規定

という形で、名誉町民の功労一時金が報償費という

形で予算化されて渡りました。何度も言いますが、

この名誉町民という位置づけはいいと思います。町

長になられて、それぞれ町の活性化や地域振興にと

いう形で進められた方ということですから、当然い

いかと思います。ただ、そういう方であったとして

も、この一時金を２００万円支払う、報償費で払う

と、計上したというところが私は問題だと思って、

このときも反対いたしました。やはりそれ以前に町

長には細かい話ししますが、報償費も払われて、い

ろいろとそれに見合った名誉町民という称号も当然

与えられているわけですから、その上になおかつ町

民の皆さん方の税金を使って、この２００万円、こ

ういったところに報償費という予算を計上したとい

うのが大きな問題だと思います。私はこういうお金

があれば、いろいろと他の予算に回すことができま

すし、不十分であったとしても、やはり大まかに言

えば、暮らし、農業や福祉の問題について予算がこ

れをつけることによって、地域の活性化やそのもの

につながっていくものだと思っております。そうい

う意味で、こういう報償費をつけたという、改めて

決算通してお伺いいたしますが、どういうことで、

この報償費を２００万円という形で計上されました

か。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。

名誉町民のお話でございます。名誉町民の賞を与

えることについては賛成だという委員の御意見もい

ただいてありがとうございます。その上で、なぜそ
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の報償費が必要なのかというような御質問であろう

かと思います。

過去には、私はよく存じ上げないのですけれど

も、過去においては年金のような形で、毎年です

か、毎月ですか、出たものが、いろいろ当時の条例

を改定する中で、報償費ということで２００万円

で、条例にきちんと金額まで定められていることで

ございます。

そういったことから、我々としても、名誉町民を

審議する審議会の中で、しっかりと功績が認めら

れ、そして名誉町民の賞を与えた方に対して、しっ

かりと条例に基づいて２００万円というお金を、報

償費、一時金をお支払いさせていただいたというこ

とでございますので、そういった意味では、そう

いったしっかり条例に定められ、しっかりと町全体

で敬意を表し、お祝いをしましょうという意図が込

められたことだと思っておりますので、条例の定め

に従ってしっかりと執行したということで、御理解

を賜りたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 副町長はそのようにおっ

しゃいました。町長自身のお考えはまだ聞いており

ません。にこにこと笑っている状況ではありません

よ、町長。きちんと答えていただきたいと思いま

す。

多くの町民は一生懸命汗流しながら、仕事をしな

がら、地域のためにもまた一生懸命仕事をしながら

生活をしています。そういう人たちは本当にいろい

ろな地域に貢献されていると思います。そういう意

味では、幾ら町長であったとしても、私はたまたま

肩書、悪い言い方ですが、町長で町民から付託され

てお願いしますということなのです。しかし、そこ

のもとには、やはり町民がいて初めて町長になって

仕事もできるということでありますから、私は町民

のふだんの功績というのも高く評価されるべきかど

うかは分かりませんが、やはりそれぐらいの価値が

あるものだと思っております。それが特定の方に、

こういった一時金という形で２００万円渡るという

ことになれば、僕としては大問題ですし、町長は別

に問題があるとは思いませんか。

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。

この２００万円に対する思いというのは、今、米

澤委員の思いもいただきました、聞きました。それ

ぞれ思いはあると思います。それは何ら否定いたし

ませんが、先ほども副町長が答弁させていただきま

した。これは条例で定められているものですので、

しっかりと我々は条例に従って、予算化して報償費

を支払ったと。淡々と事務を進めてまいりました。

町民の方につきましても、いろいろな思いがあると

思いますが、条例で定められているというのは非常

に重いことだと思っております。町民の負託を得た

議会で条例が定められているわけですから、それを

無視して行政を執行するわけにいきませんので、や

はり条例に従って、しっかりと２００万円を支払う

のは何ら法令上問題ないと私は考えております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで１款議

会費及び２款総務費までの質疑を終了いたします。

それでは、ここで説明員が交代しますので、少々

お待ちください。

（説明員交代）

○委員長（岡本康裕君） 次に、３款民生費の９２

ページから１１１ページまでの質疑を行います。

３款、ございませんか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 民生費ですね。お伺いいた

します。１０５ページの１９節の扶助費のところで

お伺いいたします。

この点で、保育所等の子育てということで、応援

するという形の主食の助成と、また副食の補助等を

行って、軽減対策を実施されております。この点に

ついても、成果報告書にも掲げられておりますが、

この対象というのは、どういった人が対象になって

いるのかお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ４番米澤委員

の給食費の無償化についての御質問にお答えいたし

ます。

今、御質問いただきました主食費の助成と副食費

の免除につきましては、３歳から満５歳に到達して

いる認定こども園、保育所の入園児、または当該年

度中に満３歳に達する入園児で、市町村民税所得割

非課税世帯、市町村民税の非課税世帯の方を対象と

して助成を行っております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） いわゆる第１子、第２子、

第３子、副食免除という形になっております。非常

にこれは利用されている方には、非常にそういう世

帯ですから大変だということで、対処の制度がある

と思っております。

それで、よく聞くのですが、やはりこういった子
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育てということでの支援策ということでありますか

ら、よく聞きますが、もうちょっと幅を広げていた

だきたいというような、そういう声が聞かれるので

すが、この５年度においては、そういった声という

のは直接届いていないのかもしれませんが、どうい

う状況があるのかお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ４番米澤委員の御

質問にお答えさせていただきます。

今の御質問の内容の保育所等の主食あるいは副食

費については、一部無償化ということでさせていた

だいておりますが、声といたしましては、こういっ

た給食費だとか、こういったもの以外にも経済的負

担というところでいうと、当然要望というのはいた

だいておりますし、現在策定中であります子ども計

画の中でのアンケートにおいても、毎回要望とし

て、一番には大体病院の小児科設置というのが一番

最初に来るのですが、次に来るのが経済的負担とい

うところになってございますので、今は一部の助成

となっておりますが、今後においてそういった要

望、あと財政等の関連もありますので、そういった

要望にどれだけ応えていけるかというのは、今後検

討していかなければならないと考えております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 町長はこの点でどのように

お考えですか。令和５年度の決算を踏まえた、そう

いった今の経済事情を考えたときの対象の見直しだ

とか含めてどのようにお考えですか。

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。

認定こども園における副食費の考え方について

は、いろいろ課長も述べられたとおり、要望等はあ

ると、それは認識しております。学校等もそうなの

ですが、全面的に無償化という声が、町民の方は

思っているということは認識しておりますが、どこ

までどうするのかについては、財源等の調整等もあ

りますので、それよりまず優先すべきなのは、貧困

家庭、所得の少ない方に対してセーフティーネット

をどうするのかというのが、まず一番最初に優先す

べき考えていかなければならないことと認識してお

りますので、現在は令和５年度におきましては、そ

ういう意味でこういう形で実施しております。

今後につきましては、先ほど課長の答弁したとお

り、この主食、副食については、どうしていくのか

というのはいろいろ計画等もございます。町民の要

望等もありますが、いろいろ考慮したり、考えてい

かなければならない一つの課題かなと私も認識して

おります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） ぜひ考えていただきたいと

思っております。本当に切実な、今の物価高騰も含

めての状況になっております。

次に、１０３ページの保育教育費の中で、保育補

助者雇上げですか、強化事業という形で、これに関

連した事業が二つあります。成果報告書の中にも書

いてあります。その上でお聞きしたいのですが、ま

ずこの制度の中身をお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ４番米澤委員

の御質問、保育補助者雇上げ強化事業と保育体制強

化事業の事業の内容につきまして、お答えをさせて

いただきます。

まず、保育補助者雇上げ強化事業につきまして

は、保育士資格を有していない者で、保育に必要な

知識、経験及び技能を有すると認められる方におか

れまして、保育士の離職防止や人材確保を図って、

安心して子育てができる環境を整備することを目的

として補助をしている事業になります。

続きまして、保育体制強化事業につきましては、

同じく保育士資格を有しない保育支援者につきまし

て、例えば保育のところ以外の給食の配膳や寝具の

用意など、あと園外活動の見守り等を主とした保育

士以外の方を雇う事業に対しての補助金となってお

ります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） それぞれ保育士の確保がな

かなか容易でないという状況なわけで、一定条件も

ありますが、利用されているという状況となってお

ります。そこで、令和５年度において、各園の保育

士の確保の状況というのは非常に厳しいという声も

聞いておりますが、どのような状況になっています

か、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ４番米澤委員の御

質問にお答えさせていただきます。

各園、そういった意味で保育士の確保に大変苦労

されているというお話も伺っていますし、各園独自

での確保対策というのも伺っているところでござい

ます。当然、最低基準の保育士というのは既に確保

はされているのですけれども、それ以上の保育士と

いうか、シフトを組む上でかなり難しいということ

も伺っておりますので、その辺、町といたしまして

も、町長のほうからも我々所管のほうにオーダーが
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ありますとおり、今後保育士対策における部分につ

いての制度設計というのを、今、子ども計画の策定

とともに行っているところでありますので、またそ

ういった提案がするという予定となっておりますの

で、その際、また皆さん御協力いただければと思っ

ております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 最後に町長にお伺いいたし

ますが、町長はこういう問題、園で抱えているとい

うような保育士の成り手がいない、いても大都市に

流れているという状況があると聞いているかと思い

ますが、町としてやはりこういった部分は社会資源

ですから、保育所がなくなれば、働くお父さんお母

さん方にとって手痛いです。やはり町にとっても非

常に大きな問題であります。やはりこういった預け

られる場所があることによって安心して仕事もでき

ますし、いろいろ困ったときに園に相談ができると

いうような相互の関係があると思うのですね。そう

いうことを考えたときに、やはりきちんとした保育

士確保の対策と合わせて、町は令和５年度も含め

て、町長はどのようにお考えなのかお伺いいたしま

す。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。

先ほど担当課長からも申し上げたとおり、保育士

についてはどこの園も大変苦労されていながら、き

ちんと規定の人数を何とか維持しているというよう

な状況であるということは御報告したとおりでござ

います。

委員おっしゃるとおり、我々も昔町立であった保

育所を、今は民間の力をお借りして運営していただ

き、地域のお子さん、小さいお子さんをしっかりと

預かっていただきながら、子育て支援を担っても

らっているということは重々感謝申し上げている

し、理解しているところでございます。

どのような方策をもって保育士の確保を図ってい

くのか。近年ですと、保育士の学校のときから、奨

学金をお支払いして、それに伴って何年かは私の園

に来てくださいというような、保育所自身が奨学金

を払う、うちが町立病院の看護師でやっているよう

な、そういうことを実際に民間の保育所などもやっ

ている事例もあると聞いておりますし、そういった

ものをいろいろ活用するとか、うちで言うと、先ほ

ど２款にあったのですけれども、新卒で学校出たば

かりの保育士であれば、そのときに借りていた奨学

金が補塡できるというような制度なども設けており

ます。それから各園によっては、住宅補助を拡充し

たり、いろいろな福利厚生を拡充したりしてという

ような方法で、何とか保育士を確保したいというよ

うなことでやっているということも聞いておりま

す。

町としても、今後もそういった各園の取組にどの

ように応援すればいいのか。ただ単に条件整備をす

るだけでは、上富良野の保育所というのがてんびん

にかかって初めて、こっちのほうが家賃もらえるか

らいいわとかとなるわけで、それ以前に、上富良野

の保育所はこういうところがあるよ、こういうとこ

ろに行ってもいいかなと思ってもらえるような方策

というのはどんなものかというのを、やはりどこの

保育所も同じようなことをやっていますから、何か

いい方法というのは、園の方々としっかりと相談し

ながら、こっちで勝手にお金出すからやってと言わ

れても園のほうも困るわけですよね。そういったこ

とも含めて、しっかりと検討していく、大事な課題

だと我々も認識しておりますので、その点、すぐこ

れですというのが今持ち合わせていませんけれど

も、そういった部分、しっかりと努力してまいりた

いと思います。

○委員長（岡本康裕君） 昼食休憩といたします。

再開は１時です。

──────────────────

午後 ０時００分 休憩

午後 １時００分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 昼食休憩前に引き続き、

委員会を再開いたします。

３款、質疑ありますか。

６番林委員。

○６番（林 敬永君） 決算書９５ページと説明資

料、成果報告書が２６ページに入ります。

社会福祉育成費の中の負担金、補助及び交付金、

社会福祉協議会の補助、決算１,９９７万７,０００

円でございますので、まず、この補助の中身でしょ

うか、中身のほう、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。

○福祉対策班主幹（小野正人君） ６番林委員の質

問にお答えいたします。

まず、社会福祉協議会の補助でございますが、職

員給与費、福利厚生、車両維持費に伴う運営補助

と、事業補助としまして、ふれあい広場とか心配ご

と相談所の運営費、戦没者追悼式の行事費、あと社

会福祉大会、ボランティアのまちづくり事業の５事

業に伴う事業補助で構成されております。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） よく分かりました。
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ちょっとお聞きしたいのですが、令和５年度の当

初予算が２,４２２万２,０００円、このたびの決算

が１,９９７万７,０００円ということで、福祉協議

会のほうとしては、当たり前でしょうけれども、年

度当初に２,４００万円で予算を組まれていたので

はないかなと。成果報告を見ますと、職員給与費が

前年度より、前年度が３.８５人工、令和５年度が

４.１人工ということで、人件費が減ったようにも

思えないので、その要因についてお伺いいたしま

す。

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。

○福祉対策班主幹（小野正人君） ６番林委員の質

問にお答えいたします。

まず、予算２,４００万円に対して１,９００万円

の実績の関係でございますが、主に人件費によるも

のでございます。人件費、今質問されましたが、

３.８５に対して４.１と増えているのだけれども、

減っている要因につきましては、途中退職職員が発

生したことと、その後、補充された職員が１０月

だったと思うのですけれども、その期間が５か月空

いたというところで、その分の人件費の差額で落ち

ているという形になります。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

関連ございますか。

なければ、ほかございますか。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） ９７ページの福祉バスの運

行費でお聞きしたいのですが、前年度の延べ人数

２,３３４人から、今年度、５年度は３,２２１人。

資料の中でも多分、大きく増えているのが９５０人

ぐらいのところなのかなと思うのですが、これはど

ういった団体なのでしょうか。伸びた要因を教えて

ください。

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。

○福祉対策班主幹（小野正人君） ５番金子委員の

質問にお答えいたします。

福祉バスの運行、伸びた要因なのですけれども、

主に、昨年の５月にコロナが明けたということもあ

りまして、老人クラブ連合会の団体のほうが、延べ

団体ですけれども、１４団体ということで伸びてお

ります。延べ乗車人員もそれに伴って伸びている関

係がございます。年間通して、一昨年が、令和４年

度が５,８２７キロの運行距離に対して、令和５年

度については１万６２５キロということで、それが

伸びた要因ではないかと思われます。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 資料に対する質問はできな

いので、資料を中心に。

老人クラブの延べ乗車数、コロナで減った増えた

としても５００人なのですよ。でも、これでいくと

約９００人弱伸びているから、多分それだけではな

いと思うのですけれども、そのほかの要因はないの

ですか。

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。

○福祉対策班主幹（小野正人君） その他、子育て

サークルのほうも、令和４年度に対して令和５年度

が３００人ほど増えております。運行回数も１回か

ら１３回と増えておりますので、そちらのほうも増

えている原因かと思われます。

あと、もう１点よろしいですか。

○委員長（岡本康裕君） どうぞ。

○福祉対策班主幹（小野正人君） あと、目的外運

行の部分でございますが、令和４年度はなかった部

分でございますが、令和５年度におきまして、ス

クールバスの故障がありまして、その代替運行とい

うことで１３回ほど走っております。そちらも大き

く伸びた要因になっているかと思われます。

○５番（金子益三君） 分かりました。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

１番佐藤委員。

○１番（佐藤大輔君） 決算書９９ページ、成果報

告書２７ページ、介護保険費に関しまして、実績な

しということで決算書のほうには記載されておりま

せんので、２７ページの成果報告書を基に御質問い

たしますけれども、介護保険の中の介護職員初任者

研修費助成事業ということでありますけれども、こ

ちら実績なし、実績なしということで２年続きまし

たが、こちらの背景についてお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） １番佐藤委員

の御質問のほうにお答えさせていただきます。

介護職員研修費助成事業ですけれども、２年連続

実績がなしということで、背景ということですが、

こちらの助成事業ですけれども、介護に関する資

格、無資格の方が初任者研修、または実務者研修を

受講した際に、受講後一定期間、町内の介護施設の

ほうに就労していただいた方に、研修費の一部を補

助するというような事業になっております。

昨年度も、こちらの補助事業に関して問合せはい

ただいていたのですけれども、問合せいただいた方

が、もう既に介護に関する資格を持っている方でし

たので、こちらあくまでも無資格者ということで限

定されておりますので、２年連続実績がなかったよ

うな状況にはなっているのですけれども、無資格者

というところの要件がネックになっていまして、な

かなか助成につながらないという現実がありました

ので、今年度につきましてはこちらの無資格者とい
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う要件のほうを外させていただいております。です

ので、今年度も数件ほど問合せがありまして、その

うち１件がもう研修のほうは受講済みとなっており

ます。あとは６か月以上町内の事業所のほうにお勤

めいただけましたら、助成の申請が上げられるよう

な状況になっておりまして、このままその方が町内

の事業所のほうでお勤めいただけましたら、３月に

は申請して補助ができるような状況となっておりま

すので、御質問のほうにお答えさせていただきま

す。

○１番（佐藤大輔君） 再質問の部分もお答えいた

だきました。

○委員長（岡本康裕君） 十分な答弁ありがとうご

ざいます。

ほか。

６番林委員。

○６番（林 敬永君） ９７ページの委託料１２節

在宅福祉費、配食サービス６９３万２,０００円と

ございます。成果報告２７ページで、配食サービス

のほうで７,２８４食の実績があるのですが、この

配食サービスの目的と、あと７,２８４食の実人数

というのでしょうか、世帯というのでしょうか、

ちょっと私分からないのですが、その点を教えてい

ただきたいと思います。

あともう１点、こうした事業は、この管内でどこ

かやっている自治体があるのかどうか教えてくださ

い。

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） ６番林委員の

御質問のほうにお答えさせていただきます。

配食サービスの７,２８４食の実績ということ

で、こちら、まず実人数ですけれども、５３名の方

が御利用しております。そのうち主食込みの食数が

１,９３４食、副食のみ、おかずのみという御利用

の方が５,３５０食となっております。

こちらのほう、近隣で実施しているところという

ところで、中富良野町でも同じように配食サービス

やっています。富良野のほうでは、直接福祉課では

なくて、社会福祉協議会のほうで同じようにやって

おります。

また、こちらの配食サービスの目的でございます

けれども、こちらは高齢者の独居世帯、もしくは高

齢者のみの世帯で、調理だとかが要介護状態とかに

なりましてなかなか難しいという御家庭で、在宅で

の生活を長く続けていけるように、栄養士が栄養バ

ランスを考えた食事のほうを、月曜日から土曜日の

毎夕食に御自宅のほうまで配達員が配達して、配達

のみではなくて、高齢独居ですとか高齢者のみの世

帯になりますので、高齢者の状況を確認していただ

いて、もし何かそこで心配なことがありましたら、

この事業を社会福祉協議会のほうに委託しておりま

すので、社会福祉協議会のほうをつなぎまして、こ

ういうような今ここの高齢者の状態になっています

よということで、情報もいただけるようになってお

ります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） すごく詳細な説明ありがと

うございます。

それでちょっと１点をお聞きするのですけれど

も、今、高齢者の方の独居世帯ということで、社会

福祉協議会が担っていると。これは対象者が例えば

いる場合というのは、何か広報紙か何かで知ること

ができるのでしょうか。いわゆるＰＲというので

しょうかね。こういう利用を、そういう独居世帯に

手を差し伸べるよということで、そういうものがあ

るというのは、年に何回かＰＲしているかどうか、

ちょっとお聞きしたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ６番林委員の御質

問にお答えさせていただきます。

主にこの配食サービスを利用される方のほとんど

が、介護状態になられる方というのがほとんどです

ので、ケアマネジャーを通じて、こういったサービ

スがありますよだとか、あとは地域の民生委員だっ

たりもこういうサービスのことを知っていますの

で、もし食事で困っているという情報があれば、

我々のほうにいただいて、このサービスについて御

案内するというケースもありますし、ホームペー

ジ、ほとんど対象になる方はホームページで見る方

はいないかもしれないですけれども、そういうとこ

ろで周知もしていますし、あとは窓口にはパンフ

レット等もございますし、あとは問合せに応じて、

サービスについては御紹介をいただいた中で、御利

用いただいているというような周知方法でございま

す。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） ９５ページの高齢者事業団

育成費に関して、お伺いさせていただきます。

残念ながら、令和５年度においても、会員数が３

１名から２５名に減少しております。減少要因と令

和５年はどのような募集方法を行ったのか、確認さ

せていただきます。

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。
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○高齢者支援班主幹（飯村友香君） ２番荒生委員

の御質問にお答えさせていただきます。

募集方法でございますけれども、町の広報紙等で

高齢者事業団の会員の募集のほうをさせていただい

ているほか、本日、高齢者事業団の事務局長のほう

から、先週、新聞折り込みで募集のチラシを入れた

いということで、印刷だとかこちらのほうでお手伝

いしていたのですけれども、明日の新聞折り込みの

ほうで会員募集のチラシを入れるということで、

ちょうど今朝報告がありましたので、そういった形

で新聞ですとか、いろいろなところで募集の周知の

ほうをしているところです。

あとは、現に会員に、団員になられている方が、

お友達だとかに声かけしていただいて募集している

というようなところでございます。

今年度につきましては、そういったいろいろ周知

をされまして、２名の会員の方が、新規で加入され

ているような状況となっております。ただ、年度途

中での退会等もありますので、９月１８日現在で会

員数のほうが、男性１９名、女性５名の２４名で、

平均年齢につきましても７６.８歳とかなり高齢に

なっているような状況でございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 御丁寧な説明ありがとうご

ざいます。

では、再度伺いますけれども、要は育成費、この

事業カテゴリーの育成費というのは、やはり補助を

している団体ということで、ある程度、在り方とか

そういったものに関してのアドバイスとか助言とい

うのはできるのかということの確認と、もう一度、

事業目的を教えてください。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ２番荒生委員の御

質問にお答えさせていただきます。

高齢者事業団は、今本当にかみんの中にあるの

で、逐次情報交換というのはさせていただいていま

すし、役員会等にも呼んでいただいた中で、役員か

らの意見等もいただいているような状況でございま

すが、これまでもなのですけれども、新規の会員が

なかなか入ってこない状況だとか、今後においての

事業団の在り方についても検討はするのですけれど

も、今本当に望んでいるというのは、今の仕事を少

しでも長くというのが、まず今の現会員の思いとい

うのが一番強いのかなというところと、我々として

も、新規の仕事などを開拓しながら、新たな会員を

というところに思うのですけれどもも、なかなか現

会員がそこをあまりよく思っていないというかあれ

なのですけれども、そこを望んでいないというのが

現状でありますので、我々町としても、この高齢者

の就労部門というのを、高齢者事業団という形では

なく違う形で就労を確保できるような対策ができな

いかなということで、これはずっと検討はさせてい

ただいています。

あと、目的としましては、本当に高齢になっても

生き生きと生活を続けるというところもあります

し、最近はなかなかできないのですけれども、事業

団の中でやはり仲間づくりということで、昔はカラ

オケやったりだとか、年に一回旅行に行ったりと

か、旅行とかちょっと復活しつつあるのですけれど

も、そういった楽しみの部分も含めたところが目的

となってございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 目的は生きがいづくりとい

うことで、当初事業団が発足して、年々高齢化率も

うちの町は６５歳以上が３４.１％に今年なってい

るということと、たしか６０歳以上からは事業団に

入れるということは存じています。どうも減少要因

の中に、今の時代に事業団そのものの在り方とか組

織というのが即していないように思えるのですけれ

ども、その辺に関しての見解を伺います。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ２番荒生委員の御

質問にお答えします。

委員おっしゃられたとおり、やはり今の時代に

合ってきていないのではないかというのは、それは

私どもも思うところでございます。というのも、現

役の働ける年齢というのが、年々上がってきており

まして、６０歳過ぎてもまだまだ現役で勤めておら

れる方というのがほとんどでいらっしゃいますの

で、その結果、今の平均年齢の方が残っているとい

うような形態になってございますので、そういった

意味では、今この高齢者事業団というものの在り方

というのは、やはり変えていかなければならない時

期に来ているのではないかということであります

が、今の役員がそもそも相当な高齢になっていまし

て、どこの組織もそうかもしれないのですけれど

も、役員の成り手不足というところもあるので、今

の役員ができなくなったときに、新たな役員になっ

て事業団を支えてくれる人がいるのかなというの

が、今一番大きな課題になっているのかなと思いま

すので、そういったところも含めて、今後の就労対

策についてはまた引き続き検討して、これは本当に

急務だと考えておりますので、何とかしていきたい

なと考えております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。
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○７番（茶谷朋弘君） １０７ページの１８節子育

て支援ごみ袋交付に関してなのですが、実用性があ

り、すごい助かっている部分もあるのですが、個人

的にもっと違うものでもいいのではないのかなとい

う思いもあり、移住・定住だったり、子育て政策を

うたうに当たって、少し弱いのかなと思う部分も

あったりするのですが、町民からの意見が、そうい

う意見が出ていないか、もしくは、令和５年度中に

おいて、そういうものの見直しについて話し合った

などがあれば教えていただきたいのですが、お願い

します。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ７番茶谷委員のご

み袋の交付事業についての御質問にお答えさせてい

ただきます。

まさしく、今言われたとおり、ごみ袋だけではと

いうところも当然意見としてはいただいています

し、今まさしく子ども計画というのを今年度中に策

定する中で、策定委員からもたくさんの意見をいた

だきました。やはり、経済的支援という部分で、ご

み袋のほかに、先ほどもお話ししましたけれども、

保育所の給食費だとか、そういうところの無償化

だったりというところもありますし、あと、意見と

してあったのが、選べるようにしてはどうかと。ご

み袋ということだけではなく、おむつ券を発行して

ほしいだとか、ファミリーサポートセンターの利用

券がほしいだとか、そういった意見は様々策定委員

から意見をいただいた中で、今後、このごみ袋事業

については、今後、検討の中に入っているというこ

とで御回答とさせていただきます。

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。

○７番（茶谷朋弘君） 回答ありがとうございま

す。すごい前向きな意見でありがたいです。

同じページの一つ上のところになるのですが、子

ども計画アンケート、令和５年度に取っており、自

分は約１３０ページほどあったものをささっと見さ

せてもらったのですが、様々な意見が町民から上

がっていたのですが、そのアンケートを踏まえて、

今後の課題だったり、新たにこれからやっていくと

いう政策みたいなものが上がったものを教えていた

だければと思います。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ７番茶谷委員の御

質問にお答えさせていただきます。

令和５年の中で、このアンケート調査というのを

させていただいた中で、やはり様々な御意見をいた

だいています。子どもの貧困対策であったり、あと

居場所づくりの問題であったり、そういったところ

については、必要なものというか、要望の高いもの

については、やはり考えていかなければならないと

思っていますので、ぜひ、今作成中の計画の中に盛

り込んだ中で、次年度以降、何か形にできるもの

が、できたらなと考えているところです。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。

○７番（茶谷朋弘君） 今の中で特に具体的なもの

が上がってきているというわけではないのですか

ね。それだけちょっとお願いします。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ７番茶谷委員の御

質問にお答えさせていただきます。

具体的というか、まだ決定事項ではないですし、

今、検討事項の中ということでお聞きいただければ

と思いますが、子どもの居場所づくりという中で、

学習支援というところが要望としてあるのと、貧困

の世帯については、やはり学習が足りていないとい

うような意見をいただいておりますので、そういっ

た学習支援を何とか次の事業に入れたいなというの

と、数々質問もいただいています子ども食堂ではな

いのですけれども、子どもに対してのそういった食

事の提供というところも一部意見としてあるので、

そういったところも今検討は進めておりますが、ま

だちょっと検討中ということで御理解いただければ

と思います。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

６番林委員。

○６番（林 敬永君） １００ページ、１０１ペー

ジ、障害福祉費の１９節扶助費で、令和５年度の不

用額が１,９９７万８,０００円何がしなのですけれ

ども、これは３月の補正のときに減額とかというこ

とはできなかったのか、ちょっと確認させてくださ

い。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ６番林委員の御質

問にお答えさせていただきます。

基本的には本当に年度末の一番近いところで減額

するべきところかもしれませんが、やはり扶助費と

いうところで、お金がなければサービス使えないと

いうことにはならないというところも含めて、もと

もとの総額については大きいところなので、一つ障

がいで例えば透析があったとか、そういったところ

の大きな要因があった場合にやはり対応する必要が

あるというところで、最終的にはこういった執行残

となってしまったということで、御理解いただけれ

ばと思います。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。
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４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） ９９ページの発達支援事業

についてお伺いいたします。

成果事業報告書の２９ページでは、いろいろと通

園人数だとか、他の中富良野から通園している方だ

とか、そういった形で実績がありましたということ

で、研修も行ったということであります。それでお

伺いしたいのは、この発達支援センターにおける職

員の配置基準というのがあるかと思います。恐らく

現状では満たされていると思いますが、現状は満た

されているか満たされていないかということだけお

答えをまず伺いたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） こども未来班主幹、答

弁。

○こども未来班主幹（武山義枝君） ４番米澤委員

の現在の発達支援センターの職員の基準についてお

答えしたいと思います。

現在につきましては、国で定められております基

準については、児童発達支援管理責任者、管理者、

あと指導員等定員１０名に対して指導員は２人以上

というのが決まりになっておりまして、管理者と、

児童発達支援管理責任者以外に２人以上現在います

ので、今、正職員で指導員は２名と会計年度職員で

も５年度段階でも３名おりますので、基準のほうは

満たしております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 次にお伺いしたいのは、数

字上の問題だとか、そういった点で利用実績だとか

というのが成果表で掲げられております。ただ、こ

こで見えないのは、いろいろと障がいのある方だと

か、発達障害、いろいろな方を見ながら、この相談

等に当たられているかと思います。その点で、現

状、令和５年度においては、いろいろと困難事例だ

とかというのも、いろいろあったのかなと思います

が、一くくりで言えない部分の事業内容なので大変

失礼だと思いますが、こういった子どもたちに対す

る困難事例だとかというのは、令和５年では特徴的

な部分だとか、特筆すべき点があったかどうかとい

うところでお伺いしたいと思います。具体的には要

らないです。なければいいです。

○委員長（岡本康裕君） こども未来班主幹、答

弁。

○こども未来班主幹（武山義枝君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。

具体的なことになるとちょっとお答えできないの

ですけれども、やはりその子その子の特性であった

り、そういうものもあるので、発達支援センターに

来ても、なかなか指導のお部屋に入れないとか、自

分の思いが通らないとかんしゃくを起こしてしまっ

たりだとか、そういうようなケースとかはその時々

に応じてありますけれども、配置されている職員は

基準以上にも配置しておりますので、指導員とかが

協力しあいながら、時にはお部屋に入れなければ廊

下で指導をしたりとか、本当にその子の特性を鑑み

ながら指導に当たっている状況です。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 非常に専門的な機関に支援

事業という形でもされております。非常にこの事業

というのは、時にわたって、本人の気づきだとか、

家族の支援もせざるを得ないというような、そうい

う重要な部署だと思っております。

現在、療育指導員というのは、会計年度職員なの

かなと思うものですから、報酬という形で予算が計

上されているのかなと思いますが、そういった部分

に対する正職員の張りつけ、人がいなければこれは

できませんが、重要な部署であれば、そういった張

りつけも行いながらきちんと支援していくという体

制が一定程度必要な部分も、今が悪いというのでは

ないですよ、そういうことも必要ではないかなと思

うのですが、こういった部分ではどのようなお考え

があるのか。これは町長に聞いたほうがいいのかな

と思いますが、町長、こういった部分に対する正職

員の張りつけというのが必要な部分もあるのかなと

思いますが、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えします。

本年度より２名ほど正規職員で安定的な運営を図

るために採用させていただいておりますので、そう

いった面、しっかりと将来見据えた形で、委員おっ

しゃるとおり、安定的な運営ができるように、常日

頃から配置についても検討を進めていきたいと思っ

ておりますので、御理解賜りたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで３款民

生費の質疑を終了いたします。

ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。

（説明員交代）

○委員長（岡本康裕君） 次に、４款衛生費の１１

０ページから１２１ページまでの質疑を行います。

７番茶谷委員。

○７番（茶谷朋弘君） １１５ページの６節の予防

接種費のところなのですけれども、子どものワクチ

ン接種の予約が前日の９時から１０時と１時間の間
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しかできないのですよね。５年度で。多分令和５年

度の先ほどの子ども計画のほうでもアンケートで結

構書かれていて、その部分の令和５年度から見る改

善点みたいなこととか、あと職業柄その時間に電話

をかけるのが厳しいという方も数多くいて、そうい

う意見が寄せられているのですけれども、なぜこの

ような実態になっているのかと、改善点がもしあれ

ばお伺いしたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ７番茶谷委員の

御質問にお答えさせていただきます。

予防接種の受付なのですけれども、基本的には予

防接種の安全というか事故を予防するために、予約

数とワクチンの確保数ということを確実に確保する

ために、前日とさせていただいています。

周知の方法なのですけれども、１歳未満のお子さ

んに関しては、お母さんが就労されていない方が多

いのですけれども、お仕事されている方もいらっ

しゃるのですけれども、１歳以上でお仕事されてい

る方は、火曜日の９時から１０時という時間帯はお

仕事時間帯に当たりまして予約されることが厳しい

ということは聞いております。ですので、健康増進

カレンダーにも載せてありますが、予約ということ

ができない場合は、事前に夕方でも１週間以内ぐら

いでお電話いただけるように、お母さん方にはお話

しさせていただいているところです。よろしいです

か。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） １１９ページ下段になりま

すが、減量化、資源化事業になるのか分からないで

すけれども、この間、中富良野町とごみの共同利用

の覚書が締結されておりますが、その覚書の内容と

いうのは町民に影響を及ぼすことがないのかという

のは確認できますか。

○委員長（岡本康裕君） もう一度、質問の内容を

お願いできますか。

○２番（荒生博一君） 中富良野町とのごみの共同

利用の締結が５年度中にされていますよね。その覚

書の内容というのは、詳細は分からないのですけれ

ども、町民に影響を及ぼすものがないのかどうか、

確認させてください。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ２番荒生委員の御

質問にお答えします。

協定内容につきましては、不燃ごみのほうを中富

良野町に搬出すると、持っていくという内容になっ

ておりますが、基本的には収集運搬は、一般の家庭

の方はいつもどおりごみステーションに投げていた

だくという形になっておりますし、中富良野町は直

接搬入ができませんので、直接搬入に関しまして

は、引き続きクリーンセンターのほうで受けており

ますので、特に大きな影響はないと考えておりま

す。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） １１５ページの委託料とい

う形で、住民胃がん検診等を実施されております。

この目標があるかと思いますが、令和５年度に至っ

て、実施率、受診率というのはどのようになってい

るのか、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員の

御質問にお答えさせていただきます。

令和５年の受診率なのですが、令和４年度と比較

したほうがいいでしょうか。令和５年度の受診率、

五大がん平均で２０％となっております。令和４年

度の五大がんの平均受診率は１９.４％ということ

で、わずかですが０.６％、ちょっと上がっている

ところになっております。よろしいですか。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） ざっくりと聞きますが、住

民健診の受診率というのは、たしか８０％か７０％

ぐらいが目標だったのかなと思いますが、令和５年

度に至っては、相対的に受診された方というのは大

体何割ぐらい、目標に対してどのぐらいだったの

か、目標を超えたのか、どうなのかをお伺いいたし

ます。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員の

御質問にお答えします。

特定健診受診率ということになるかと思います。

現在、まだ令和５年度の法定報告の報告は１０月と

なっておりまして、現在見込みということなのです

けれども、現在７０.７％で、昨年は７０.６％でし

たので、少々ですが上がっております。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 対相手がいることで、なか

なかこの受診率向上というのは大変厳しい状況があ

ると思っております。

全体的にやはり若い世代、４０代、５０代の令和

５年度においては、やはりこういった世代の受診率

の状況というのはなかなか上向きなのか、変わらな

いのか、どうだったのでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員の
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御質問にお答えします。

若年者、４０代、５０代、６０代の方に、受診率

６５％とかを目標に計画を策定させていただいてお

ります。令和５年度というわけではないのですけれ

ども、今年度、ちょっと話が違ってくるのですけれ

ども、今年度は未受診者の方にお一人お一人、６月

にお宅訪問をさせていただいて、健診の受診勧奨の

お話をさせていただいているところで、今年度、特

に若い方の受診を、新規受診が７月に増えておりま

すので、今年度期待していただきたいなと思ってお

ります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 努力の経過を伺います。

総体的にこういった受診率の向上という点で、努

力もされているかと思います。あと、受診した後の

特定保健指導率、またこれをどう引き上げるかとい

うことであったかと思います。やはりこういったき

め細やかな指導をしながら、本人が納得いくような

形で、自らもやはり自分の体を改善したいというよ

うな、思えるような指導というのが非常に重要に

なってくるかと思います。なかなかここら辺も難し

いと思いますが、その点で令和５年度はどういうよ

うな課題だとか改善というのはあったのでしょう

か。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員の

御質問にお答えします。

特定健診保健指導、実は明日の特別会計でお話を

したいなと準備をしていたのですが。

○委員長（岡本康裕君） 前倒しで。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） 質問にお答えさ

せていただきたいなと思っています。

特定保健指導は目標は、８０％の方を目標に実施

しております。令和５年度末に策定しましたデータ

ヘルス計画においては、上富良野町でいうところで

いいますと、メタボリック該当者、あと予備軍の

方、あと糖尿病予備軍の方の改善が……、どきどき

しますね、申し訳ありません。改善が解決していな

いという実態が見えてまいりました。その令和５年

度の実態を基に令和６年度、新たに内臓脂肪型肥

満、あと脂肪肝、そこら辺の解決のために、住民お

一人お一人が自分の体の肝臓をいたわっていただき

たいなとか、そういう気持ちで保健指導、まずは

ちょっと保健指導の力量形成というところから出発

していますが、住民のお一人お一人に届くような保

健指導ができたらいいなと目指しております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

６番林委員。

○６番（林 敬永君） 明日の特定健診に引っかか

るのか分からないのですけれども、歯の健診で

１１３ページの健康増進費の１２節委託料で、歯周

疾患健診で３０万円というのがあるのですけれど

も、私聞きたいのは、今４０歳以上でしたかね、成

人の方に歯の健診ということで、五、六年前から始

めたような気がするのですけれども、今の状態はど

ういうふうになっているのかなというのをお聞きし

たかったのですけれども、明日説明するなら明日で

いいのですけれども。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ６番林委員の御

質問にお答えさせていただきます。

歯周疾患健診は健康増進法を根拠に実施しており

ますので、明日ではなく今日ぜひお答えさせていた

だきたいと思っております。

歯周疾患健診なのですけれども、上富良野町はス

タートは４０歳からさせていただいたのが平成２６

年からなのですが、４０歳の歯周疾患健診の実態把

握を５年間行って、事務事業を行った結果、４０歳

ではもう歯周病の進行、あと、歯が喪失歯という

か、歯を失ってしまっている状態の実態が全国と比

べて課題であったことから、実際、今は３０歳、３

５歳ということで、若い方、町独自で実施しており

ます。

受診率なのですけれども、全体でいうと、１９.

３％、２０％の目標に対して、まだ頑張らなければ

いけない状態であります。ただ、受けていただいて

いる方、１００人なのですけれど、精密検査になる

方は９２名ですので、ほぼ９２％ということなので

すけれども、精密検査で、そのうち虫歯を放置して

いる方というのが約３割見つかっていらっしゃいま

して、歯周疾患健診の受診券を皆さんに使っていた

だいて、それをきっかけに病院に行って、早めに治

療とかをしていただける機会になっていると、町内

の歯科医院からは、有意義な健診になっていると聞

いております。よろしいですか。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） ありがとうございます。

確かに自分も健診に行って、先生にいろいろ言わ

れたりして、なかなか歯というのは痛くならないと

行かないので、そういうのをぜひ奨励していただき

たいなと思うのと、成果報告の３６ページに歯科相

談、前年度実績なしで２３４名というのは、かなり

頑張っているなと思うのですけれども、これはコロ

ナ明けか何かでなったのかどうか、その１点だけ最

後にお願いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。
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○健康推進班主幹（菊池寿子君） ６番林委員の御

質問にお答えさせていただきます。

林委員、おっしゃるとおり、コロナ禍でありまし

て、ちょっとそこは歯科衛生士が会場で歯科健診の

受診勧奨というのをちょっと差し控えさせていただ

いていました。

以上でいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

３番湯川委員。

○３番（湯川千悦子君） １１７ページの葬斎場の

の件だったのですけれども、資料１６の２０ページ

なのですけれども、そこの真ん中辺より下に、③番

の再火葬とあるのですけれども、それはどういうこ

となのか、ちょっと教えていただきたいと思いま

す。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

──────────────────

午後 １時４６分 休憩

午後 １時４７分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。

ほかございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで４款衛

生費の質疑を終了いたします。

ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。

（説明員交代）

○委員長（岡本康裕君） 次に、５款労働費の

１２０ページから１２３ページ、７款商工費の

１３４ページから１４１ページまでの質疑を行いま

す。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） １３５ページの商工振興費

の中小企業振興貸付に関わるところで、令和５年

ちょうどコロナ明けということでございまして、こ

の間もコロナ関連の補助、たくさん出ているのです

が、コロナ期間中にゼロゼロ融資があったと思うの

ですけれども、それの返済がもう始まってきてい

て、なかなかコロナ明けで売上げが伸びていないと

いう中小企業が多いのですけれども、これの借換え

等の需要というのは令和５年にはありましたでしょ

うか。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。

御指摘のとおり、コロナ絡みでの融資というのが

活発に行われて、返済のフェーズに入ったときに、

さあ、借換えどうするのだということになりまし

て、割と５年度につきましては、中盤ぐらいまでは

かなり多くの借換えが行われまして、それが後半部

分になって落ち着いてきたことから、コロナ部分の

追加の制度設計というのは一旦ストップしていると

ころですけれども、５年度前半までは特に活発に借

換えが行われておりました。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 何件ぐらいかというのは、

まだ分からないですかね。今、手元にないですか。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。

詳細は、すみません、持ち合わせがないものです

から、後ほどお持ちします。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

○５番（金子益三君） はい、後ほど。

○委員長（岡本康裕君） ほかありませんか。

１２番小林委員。

○１２番（小林啓太君） １３７ページの広域観光

事業費に係るところで、成果報告書の５０ページに

も書いてあるのですけれども、令和５年度におい

て、特に４年度からの負担金なので、特に金額等の

変更はなかったのかなとは思いますが、令和５年度

において、広域観光で何か新しく検討されたりと

か、主な特筆すべき点等あれば教えていただければ

と思います。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １２番小林委員

の御質問にお答えいたします。

令和５年になって、コロナが一定の収束を迎えた

ということで、広域においても、それまで停滞して

いたところはあるのですが、令和５年においては特

にインバウンド観光の呼び戻しといったところにも

注力することになりまして、ＳＮＳであったり、Ｓ

ＮＳでの情報発信というものを広げていこうと、そ

れを国際的に広げていこうと動きがありましたこと

と、特徴的な動きとしましては、アドベンチャー

ツーリズム的なところで、夏冬通じて、上富良野な

り富良野、美瑛、特に富良野、美瑛の圏域で提供で

きるアクティブツーリズムというところに注力して

事業を行ってきたところです。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） １３９ページ、観光諸行事

負担金の点でお伺いいたします。

この間、いろいろ冬のイベント、夏のイベントと

いう形で開催されて、非常ににぎわいを見せている



― 40 ―

状況もあります。この間、見ていましたら、花火大

会等が、令和５年度に至ってもありませんでした。

聞きましたら、いろいろ交通等の関係で、ちょっと

中止という形で様子見だったのだというような話も

ありますが、非常にやはり町民の方は期待しており

まして、それぞれのイベントは重要だけれども、併

せてそういった花火の打ち上げだとか、そういうも

のがあれば、花火があればもっといいのになという

素朴な意見も聞かれますが、この点については、ど

ういう経緯なのか、お伺いいたします

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。

令和５年度のラベンダーフェスタ２０２３につき

ましては、コロナ明け初めての全日程開催というこ

とで、実質的な第１回ということで開催させていた

だきました。その計画、企画の段階で、駐車場を整

備されて、大きく観光入り込みの飲み込みができる

ようになったとはいえ、なかなか大きな花火大会を

同時に行ってやると、なかなかさばき切れなくなる

ということも懸念されていましたので、少しだけ規

模を小さくした上で、イベントの最終日、イベント

日に花火の打ち上げをさせていただいたところで

す。

実際にやってみましたところ、やはり懸念してい

たとおりというか、それ以上の交通の混乱を招くこ

とになりました。ラベンダーのライトアップを見る

方だけで、やはり駐車場も当然周囲もいっぱいにな

りますし、道路には入場を待つ車の長い列ができる

といったこともありまして、非常に危険な状態にも

なったということで、少し令和５年度につきまして

は、時間を前倒ししてやることになりました。６年

度の話になってしまいますけれども、それを受けて

６年度、先日行われましたラベンダーフェスタ２０

２４においては、花火はライトアップ初日のミニ花

火だけ、少し花火を打ち上げさせていただきまし

て、いわゆるイベント日には実施することができな

いねということで、並行しての開催を見送らせてい

ただいたところです。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 町の人たちのいろいろな声

も既に御存じだということであります。

他の自治体では、そういった交通事情も含めて、

いろいろさばきながら花火をしているというような

状況が見受けられます。上富良野は元気がなくなっ

たねと、花火は勢いがあるから元気なのですけれど

も、その元気ではないですね。町自体の活力や元気

がなくなってきているのではないかというような声

が聞かれます。やはり町としては、そういうことも

含めて、交通のさばき事情も含めて、きっちりとし

た対策を取りながら、住民が一定程度無理なことは

言っていないと思うのですけれども、求めるもので

あれば、そういったものに対応した必要な予算もつ

けながら、使用することが必要かと思いますが、町

長、この点はどのようにお考えでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。

最近いろいろと話題になっているオーバーツーリ

ズムというのが上富良野でも起きるのだなと思っ

て、ちょっとうれしくなったりというのはよくない

のですけれども、それだけ大勢の方に注目してもら

えるようになったというのは、大変この間ライト

アップなどで一生懸命頑張ってきた成果がきちんと

出ているのかなと思っています。

とはいえ、主幹が説明したとおり、令和５年度に

花火を上げたときに、大変近隣の方に御迷惑をおか

けしたのも事実ですので、全てを一緒にすることで

混乱が起こるのであれば、分散した開催とかも、先

ほどの運営委員会でもそういったものを検討しなけ

ればならないとお話も既に出ております。あとは、

例えば以前の四季彩まつりのときのように、まだ地

元の勢いがなくて、本当に町の単費がほとんどで

やっているような状況です。当時はきちんといろい

ろな団体からもしっかり協賛金を頂いて、住民から

も寄附を頂いて、花火まで上げていたという、そう

いった経緯もありますので、そういったことも含め

て、地域の方々とどのタイミングで、どのように、

イベント自体の仕組みが変わってしまいましたか

ら、夏のイベントをどういうふうにしていくかとい

うのはこれからしっかり考えながら、地域の方の協

力もないとできないことですので。

それと話はちょっと違うのですけれども、町の事

業ではないのですけれども、別に盆踊りが復活した

りとか、町の方の動きがたくさんございますので、

単発で町が花火上げるわということではなくて、運

営委員会なり実行委員会なり、そういった四季彩イ

ベントの中で、どういう形態で、どういうふうに町

に関わって、どういうように夏のイベントを、ほか

のイベントも含めて組み立てていくのかということ

は、しっかり考えていくことが必要だということ

も、この間５年度の大変な混乱を見て、反省点とし

てありますので、そういった点、しっかりと考えて

いきたいと思っております。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） そうしますと、いろいろ協

議の内容によっても変わってくるのかなと思いま
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す。別に花火でなくても、他のイベントで十分間に

合う、そういうことであれば、それでいいのではな

いかというような表現もされたのかなと思っており

ます。

そうしますと、完全にそういう段階に至っては、

花火そのものは消えてなくなってしまうのかなとい

う、ちょっと印象を持ちましたので、誤解かもしれ

ませんが、ただやはりそういった人たちが望む花火

だとかということで、募金だとかをお願いすれば、

それなりの動きが出てくると思います。また確か

に、今回は盆踊り等も出ましたので、それなりの動

きがあったにしても、やはりそういったシンボル的

なもの、夏の風物詩みたいなものですから、どこで

もやはり全てではありませんが、取り組まれている

ということであれば、町も積極的にやはり実施する

ことが必要ではないかと思いますが、どうでしょう

か。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えしたいと思います。

決してすぐ花火をやりますというようなほど運営

委員会、実行委員会の中できちんと議論、四季彩イ

ベントの中で議論されていないことですので、ここ

で明言はできませんけれども、当然今委員がおっ

しゃったように、本当に元気をといいますか、盛り

上げるのには、大変花火というものはすばらしいこ

となのだなということは、運営委員会とかでもいろ

いろな意見も出ておりますので、決してそれを排除

することで安く上げようということではなく、運営

委員会、実行委員会の中でしっかりと検討していく

べきことなのかなと。

結局はそういうふうになれば、今までのラベン

ダーフェスタと大文字と雪まつりだけではないもの

も、もしかしたら生まれるかもしれませんし、こう

いうのとくっつけてどうということも、全て関連し

てくると思いますので、そういったもの、人の配

置、人員の数、予算、そういったものを全て、いろ

いろな方々と相談しながら進めていかなければなら

ないことだと思います。

決して花火を否定して、やらないよということの

前提ではなく、それらも全部含めてきちんと考えて

いくべき課題なのかなと思っているところでござい

ます。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 簡潔に伺います。

この間、町は新規開業だとか特産品開発事業とい

うことで、非常に取り組む方が出てこられて、これ

が実績というふうに非常に評価もされております。

この観光全般についてお伺いしたいのですが、道

の駅も含めてなのですが、やはり上富良野町での特

産品、それぞれの事業所も取り組んでおりますが、

もっと地元のラベルを使って、いろいろな地元の食

材を使いながら、やはり物品販売できるような場所

だとか、上富良野ブランドという形で一くくりに

言っておりますけれども、上富良野で取れた野菜だ

とか小麦だとか、いろいろなものがありますので、

農産物を使った、そういったものを、やはりもっと

打ち出すべきではないかというような話が、令和５

年度の中でも出てきております。

そういう意味で、やはりこういった取組は、この

特産品の事業開発と合わせた中で、もっとそういっ

た取組をできないのかどうなのか、そういったとこ

ろを研究されたというのは令和５年度はあります

か。

○委員長（岡本康裕君） 米澤委員、１３５ページ

でよろしいですか。特産品開発とかというところで

の質疑ということで。

○４番（米澤義英君） そうです。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。

令和５年度に取り組みました商工振興という面で

の新規開業・特産品開発事業についてのお答えとな

りますけれども、令和５年度は別途要求資料のとお

りなのですが、たまたま特産品開発でのという補助

区分での実績というのは、令和５年度ではありませ

んでした。

ここは引き続き、民間の方の力を発揮していただ

くということを主眼にして、補助制度を用いて何か

新しいものをつくったときには、しっかりそれを補

助金の対象にしますよというところで、それは促進

させていただいており、５年度以外に関しては、そ

れぞれ数件の特産品開発の取組があって、そこはや

はり成功するものと、なかなかうまくいかないもの

とはあるのですけれども、十分なチャレンジをして

いただいて、その結果を出していただくといったと

ころには寄与しているのかなと考えております。

もう一つ、民間に頼るばかりではなくて、町が、

行政が主導的に取り組んだものとしては、令和５年

度に関しては、上富良野産の酒米を使った日本酒と

いうことで、そういったうるち米での実績はこれま

であったのですけれども、酒米を使っての地酒、こ

こで造っているわけではありませんけれども、まず

は一歩目ということで、そういった新たな特産品の

開発の取組も進めているところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

５番金子委員。
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○５番（金子益三君） １３９ページの委託料で

す。委託料に関わるところで、十勝岳駐車場公衆ト

イレ管理でございますが、少し利用者の方々の声を

聞きますと、近隣の同じような場所の駐車帯の公園

のトイレに比べると、少し管理があまり行き届いて

なかった年だったのかなと聞いておりますが、これ

らは実績としてどのような押さえをされています

か。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

──────────────────

午後 ２時０６分 休憩

午後 ２時０７分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。

商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。

凌雲閣、十勝岳登山口の駐車場の前にあるトイレ

に関しましては、北海道の所有物で管理に関して

は、令和５年度につきましては上富良野町に委託さ

れておりまして、もちろん御指摘のとおりかなり古

いものでもあり、掃除に関しても振興公社のほうに

委託して、順次見てもらっているところなのですけ

れども、やはり古さというところはなかなかカバー

しきれない、逆転しきれないところもございます。

引き続き、北海道のほうには壊れた箇所の修繕はも

ちろんそうなのですけれども、そういった補正に関

しても、ある程度力を入れていただくように要望も

いたしますし、令和６年度以降につきましては、町

の管理から直接北海道の管理にまた戻ったというこ

ともありますので、あとはあそこを観光の重要な地

点として使わせていただいている上富良野町として

引き続きその辺の補正、改善の要望はさせていただ

こうとは思っております。

以上です。（「ぜひ」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 先ほどの金子委員のゼロ

ゼロ融資の件につきましての答弁お願いします。

商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

先ほどのコロナ関係融資の借換えについての御質問

にお答えいたします。

令和５年度の実績として、９月までで制度は終

わっているのですけれども、それまでに毎月１件、

２件ずつ借換え実績がございました。最終的に駆け

込み需要もあったのですけれども、令和５年度につ

きましては、１７件４,８８０万円の借換え実績が

あったところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） １７件ということで、恐ら

く総体でもうちょっといろいろ、先のゼロゼロを借

りている人はいっぱいいたと思うのですけれども、

その中で返済滞ったりしていたとかという情報とい

うのは、滞るというのはおかしいな、返済が非常に

なかなか厳しい状況なので、それをさらにもう

ちょっと延ばすシステムというのがあったと思うの

ですけれども、そういったものを使われた件数はあ

りましたでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。

こちらで把握している範囲では、そういった返済

の不履行に陥ったりですとか、殊さらに信用保証協

会の補償が発動したとか、そういったことは聞こえ

てきておりません。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで５款労

働費、７款商工費の質疑を終了いたします。

ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。

（説明員交代）

○委員長（岡本康裕君） 次に、６款農林業費の

１２２ページから１３５ページまでの質疑を行いま

す。

９番島田委員。

○９番（島田政志君） １２３ページ、成果報告書

の４３ページなのですけれども、結婚相談員研修会

ということなのですけれども、昨日担当課長にお伺

いしたのですけれども、相談員役の方が亡くなられ

たのでやむなくできなかったということで、そのと

きは、そうか、亡くなられたのではしようがないな

と思ったのですけれども、昨日よくよく寝ずに考え

たら、そういうときこそ、要するに後継者という

か、次の人に研修会を行うべきではないかと思った

のですけれども、その点はいかがでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、答

弁。

○農業委員会事務局長（林下里志君） 島田委員の

ただいまの御質問にお答えいたします。

ただいまの相談員の研修会のお話でしたけれど

も、研修会につきましては相談員が研修会に参加す

るときの助成ということで予算を取ってございま

す。亡くなられたこともあって、次の人事異動で後

任の方は一応農協のエリア長がそのまま兼務でされ

たということがありました。研修会については参加

したいという意向がなかったものですから、実際に
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は支出がなかったということで、御理解いただきた

いと思います。

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。

○９番（島田政志君） 代理というかエリア長がと

いうことなのですけれども、その方が行きたいとか

行きたくないとかという、そういう意向を聞くので

はなくして、組織として、そういうのに参加してく

れないかと言われるのが局長の役目かと思うのです

けれども、いかがなものでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、答

弁。

○農業委員会事務局長（林下里志君） 島田委員の

御質問にお答えいたします。

相談員として資質向上を高めるために、できれば

研修会にも参加していただきまして、そういった相

談員としての資質向上のために、研修会に参加して

いただければよかったのですけれども、事務局とし

ても強力に参加のほうを促せばよかったかもしれま

せんが、今回については研修会については参加がな

かったということで御理解いただきたいと思いま

す。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

１番佐藤委員。

○１番（佐藤大輔君） 決算書１２５ページの農業

後継者対策費と、１２７ページの農業次世代人材投

資事業を二つ合わせて御質問いたしますけれども、

国の補助金２分の１、町２分の１というところで、

農業次世代人材投資事業が取り組まれているという

ことで、これに町の独自である農業後継者対策とい

う事業を、この二つの事業をもって、新たな農業担

い手育成に取り組んでいるという理解でよろしいか

どうか、ちょっとまず確認させてください。

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。

○農業振興課長（安川伸治君） １番佐藤委員の御

質問にお答えします。

農業後継者対策と人材育成の２点でございます

が、まず農業後継者対策につきましては、主に指定

後継者、兄弟、親子の関係の対策と合わせて、新規

就農者の研修受入れ関係の支援の事業ということに

なっております。

またあわせて、担い手サポートの奨励金というこ

とで、こちらのほうは新規就農者、それから後継者

についても対象となっているところであります。

一方、次世代人材育成のほうにつきましては、こ

ちらのほうは国の制度を活用しまして、まず研修が

ありまして、その後新規就農というプログラムで設

定されております。

次世代人材育成のほうについては、国の補助は定

額ということになっております。また、定額の部分

は年間の生活費合わせて、それから事業の運営費と

いうことになっております。

あわせて、令和３年度から施設に対しての補助事

業ということが追加されまして、そちらのほうは国

の費用の補助は４分の３という補助が出るように

なっているところであります。

以上でございます。

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。

○１番（佐藤大輔君） 地域おこし協力隊はちょっ

と置いておいてということで、新たな農業担い手育

成に関して、今恐らく事業は併用したり、例えば経

営開始型、経営準備型含め５年間ぐらいは担保され

て、準備期間があったりというところで、新規就農

に向けての準備期間があったりという中でこういっ

た事業があって、新たな農業担い手育成に資するよ

うな事業が展開されているという理解でよろしいか

と思うのですが、要はこれらの事業に関する評価を

どのように、令和５年度に関して捉えられているの

かというところの評価の部分をお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。

○農業振興課長（安川伸治君） １番佐藤委員の事

業の評価に関する御質問についてでありますけれど

も、評価というのは数値的なものがないということ

と、あとは新規就農を希望されている方の数という

のが年によって違いますので、場合によって違いま

すので、相談を受けながら途中で、例えば相談する

中には違う市町村ですとか、そういったところも併

せて調べてきている関係もございまして、そういっ

た新規で来る方が、こちらの町の制度を使って新規

就農のための準備をするというところに関しては、

なかなか評価がしづらい部分かなと感じているとこ

ろであります。

ただ、制度自体は、先ほど申し上げましたほかの

町との部分もいろいろ検討しまして、多少の差はあ

ることは承知しているところですけれども、この町

の農業の形態ですとか、作物ですとか、そういった

ものを希望される方は、町のほうで用意している制

度を活用していただいているということを感じてい

るところでございます。

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。

○９番（島田政志君） １２７ページの、成果報告

書の４６ページなのですけれども、農業振興費とい

うことで、スマート農業導入支援事業ということな

のですけれども、これも昨日、課長のほうにお伺い

したところ、希望者がいなかったということで、

ちょっと周りの人に聞いてみたら、いや、そんなこ

とはないと、５年の３月にドローンが欲しくて申請

したらしいのですけれども、電話連絡したら要件が

満たないから駄目だよということで、その場で断ら
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れたということなのですけれども、そういった事業

が国のいろいろ縛りがあるのかどうかということも

ありますけれども、本当に困っている人、あるいは

面積要件ですとか年齢要件とか、いろいろとあるか

と思いますけれども、そういう補助事業は国として

出せないというのであれば、町として皆さんに、農

業者にうまく行き渡るようなことを勘案して、その

点についていかがなものかと思いますけれども。

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。

○農業振興課長（安川伸治君） ９番島田委員のス

マート農業に関する御質問にお答えさせていただき

ます。

御質問がありましたとおり、令和４年度の申込み

のときにこの令和５年の事業を実施したということ

でございます。こちらのほうは国の補助事業を使い

まして、富良野沿線の５市町村で、ＪＡふらののほ

うが事業主体ということでやることで決定された事

業でございます。

すみません、訂正させてください。令和５年度に

関しては、このスマート農業の推進特別対策事業が

ございませんでした。先ほど委員おっしゃられまし

た、令和４年度の事業についてはＪＡのほうで実施

したところであります。その際に、トラクターにつ

いております自動操舵とその位置情報を使えるとい

うようなものに要件がございましたので、採択要件

がありましたので、採択要件については、それらの

機械の規模ですとか、使う面積ですとかというのが

ありますので、それらの要件に合わなかったのでは

ないかということが想定されます。それによりまし

てドローンが導入できなかった。トラクターのほう

についてはそういった要件があったということで、

こちらのほうはどうしても国の事業採択要件がござ

いますので、なるべく皆様に詳しい内容をお知らせ

しまして、採択されるように皆さんにお知らせをし

ているところでありまして、今後におきましても、

詳しく採択されるような営農計画を一緒に考えると

いうことで、今後も進めていきたいと考えていると

ころです。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。

○９番（島田政志君） 今、農業者の個人経営の平

均年齢が約６８歳ということなので、それを超えて

いる人がたくさんいるわけです。その面積要件の中

には、規模の拡大だとか、もう６５歳も超えてしま

えば規模の拡大だとか、そういうのは非常に、だか

らその時点でもう落とされてしまうというわけです

ね。要するに支えているのが６５歳から７５、７６

歳までの老人が農業をやっているにもかかわらず、

そういう方々には補助金は出ないよというようなシ

ステムそのものがおかしいのではないかと思います

が、それについてはいかがでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 決算とはちょっと離れる

かもしれませんが。

副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ９番島田委員の御質問に

お答えいたします。

大変、本当に農業者の方も高齢化が進んでいて、

本当に将来のことを憂いているという、委員の御心

配も本当にそのとおりだなと思います。

基本的に現在、スマート農業のほうでちょっと御

質問していただいているので、そういった新技術を

入れる場合と、営農を続ける場合と、国もいろいろ

と補助メニューとか交付の内容、私、詳細知るわけ

ではないのですけれども、ありまして、そういった

意味で、そういった農業を維持、守る部分、それか

らスマート農業、新しい技術とか、新しい技術を入

れるためにはそれなりにいろいろな営農の計画です

とか事業規模ですとか、それから課長が言ったよう

な対応できる機械の種類だとか規模だとか、そう

いったものがございますので、そういった面では営

農を続けるということと、それから新しい技術を入

れるような補助金というのは、同じ農業の補助金の

中でも、国が目指す性質といいますか、方向性が違

うということで、そこはちょっと御理解いただい

て、スマート農業などの技術に関するものについて

は、やはりそれなりに合致した要件でないとなかな

かうまくいかないということで、採択の要件がきち

んと定まっているのだということで、御理解を賜り

たいと思います。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますか。

７番茶谷委員。

○７番（茶谷朋弘君） 成果報告書４３ページ、決

算書だと１２５ページになるのかな。

婚活アプリ利用モニターに関して、何か以前積極

的に進めていくみたいな話をしていたような気がす

るのですが、実績なしということで、その要因と、

あと対象になっている方々への周知方法はどのよう

なものだったのか、お伺いします。

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、答

弁。

○農業委員会事務局長（林下里志君） ７番茶谷委

員のただいまの御質問にお答えいたします。

婚活アプリの利用モニターの利用実績が５年度に

ついてはないということで、周知方法はどうだった

かという御質問ですけれども、年末、繁忙期を越え

て、終わった後１１月以降、それぞれ対象となる方

に一応アプリの利用をしませんかということで、ア
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プリについては登録して利用料が発生するものです

から、その分助成しますので、ぜひとも繁忙期終わ

りましたので御活用しませんかということで、周知

文書をそれぞれ直接郵送で送っているところでござ

います。

これまで１件の方、利用者いたのですけれども、

直接声もかけたのですけれども、その方はちょっと

このアプリはもういいということで断られた経緯も

ございまして、実際には令和５年度については利用

がなかったということでございます。

一応、周知案内は文書でしているということで御

理解いただきたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで６款農

林業費の質疑を終了いたします。

ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。

すみません。休憩に入ります。４５分まで休憩。

──────────────────

午後 ２時２９分 休憩

午後 ２時４５分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） それでは休憩前に引き続

き、次に８款土木費の１４０ページから１５１ペー

ジまでの質疑を行います。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） １５１ページの委託料の団

地内の除排雪についてお伺いいたします。団地内の

除排雪ということで、２回ぐらい除排雪されてきて

いただいているという状況になっております。た

だ、見ていますと、南団地の場合、駐車場があっ

て、そのところ前に通路なものですから、その後ろ

にいわゆる住宅側に雪を積まなければならないとい

う状況になっています。広場があるところは一定そ

うしなくてもいいという状況があるのですが、向か

い合っている住宅については特にそういう状況の中

で、そういうことを少しでも積み上げて積み上げて

となるので、積み上げられない場合もあるので、

ちょっと一回でもいいから、そういったところの排

雪をお願いしてほしいというような声があります。

そのほかにもあると思いますが、そういった部分を

見ていますと改善が必要かと思います。それで、２

２９万円の団地内の除排雪ということで予算が計上

されておりますが、そういった部分も含めて予算額

というのは、もっと見直す必要もあるのではないか

と思いますが、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ４番米澤委員の

公営住宅団地内の除排雪の質問に関してのお答えを

いたします。

委員おっしゃられるとおり、団地内の除雪につき

ましては役場のほうで委託を行い、年間たまり具合

などを見て発注をしているところでございます。

ここの決算書に載っている金額につきましては、

空き家の除雪と合わせての金額が表示されておりま

して、団地内の除雪としましては、決算では１４５

万６,０００円程度のものとなっております。実績

では１回の実施となっておりますが、実は、昨年、

令和４年の状況、令和５年の雪の降り方などもあり

まして、我々のほうでは１２月１日のうちに、業者

と排雪の１回目の打合せして、手配のほうを進めて

いたところなのですが、町道の除雪、排雪を優先し

て業者のほうを行っていて、ちょっとタイミングが

業者のほうで取れなかったということで、春先の１

回のみの実施ということになってしまったところで

ございます。

予算としては２回分予算を取っておりますので、

今年度以降につきましても、早いうちから準備のほ

うは進めていくように話をしております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいでしょうか。

ほかございませんか。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） 先に町道の、これは１４３

ページになるのかな。維持管理用資材費になるのか

何か、どっちか分からないので教えてほしいです。

雪解け後の凍上による凸凹が非常に最近顕著なの

ですけれども、令和５年度においてというか、その

以前から土のうを積んで収まるまで待っているので

すけれども、それによってかなりねじれのできてい

る町道箇所があるのですが、これらの対応というの

は５年度改良した場所は何か所で幾らぐらいだった

のでしょうか。土のうを積んだものではなくて、き

ちんと直したところというのは。

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ５番金子委員の

御質問にお答えしたいと思います。

春先の凍上に関する御質問かと思いますけれど

も、５年度につきましては、８度の発注に分けまし

て、補修箇所としては２３３か所、面積としては

１,１７２平米ということで、春先の凍上、さらに

は舗装が剝離して陥没している箇所、そういったと

ころの補修として、金額としても６６０万円ほどの

工事費として実施しております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。
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○５番（金子益三君） そこでお聞きしたいのは、

この今２３３か所、それは恐らく部分的に直したと

ころだと思うのですけれども、基本的に例えば何十

メートル区間とか、その間の簡易舗装になるのか、

路盤の改良なのかということというのは５年度では

行ってはいなかったのですか。

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） ５番金子委員の長

いというか、大きいスパンの補修ということで、成

果報告のほうにも載せさせていただいているのです

けれども、令和５年度におきましては簡易舗装整備

ということで、東町４丁目２番通り、１７４メート

ル、工事費にいたしまして１,３７１万７,０００円

を計上させて整備をさせていただいたところです。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） では、恐らくこれは年次計

画の中で進めているということだと思うのですけれ

ども、それ以外に２３３か所があったということで

理解いたしました。

次の質問に入ってもいいですか。

○委員長（岡本康裕君） 関連ないですか。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） すみません、ちょっと分か

らないので教えてほしいのですけれども、町道維持

に関して今年度が４億９５１万円となっております

が、冬場の除雪費については１億９,３００万円、

昨年度とほとんど変わらない。ほかのこの町道維持

管理費がこの５年度は２億１,６００万円というこ

とで、前年度の７,７００万円に比べて非常に大き

いのですけれども、この維持というのは何か特別な

維持があったのですか。

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ５番金子委員の

御質問にお答えしたいと思います。

除排雪以外の費用として、通常の道路の陥没補修

ですとか、あと道路の側溝の補修、さらには砂利道

の補修ですとか、草刈り、清掃、一般的な補修に関

しての費用として５,２００万円ほど支出しており

ます。

また、あと河川の維持補修として、こちらのほう

は河川の流れを阻害しているような倒木の処理、法

面の簡易的な補修ですとか、そういったところの費

用として５００万円ほど支出しております。

また、農業用排水路として、そういったところの

農業用の施設の土砂上げですとか、護岸の補修、そ

ういったところの維持補修として３００万円ほど支

出しております。

また、あと５年度につきましては、小規模災害復

旧業務として、こちらのほうにつきましては補正も

いただいているところですけれども、箇所数として

は３４０か所ほどの復旧費として１億６,０００万

円ほど支出している状況です。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） そうしたら、成果報告書の

５２ページで言うところの町道維持の中の①になる

ところで増えていますね。それが今、主幹がおっ

しゃった部分の法面の伐採とか、側溝を直したりと

かという積上げが２億１,６００万円ということでよ

ろしいですか。

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ５番金子委員の

御質問にお答えしたいと思います。

成果報告にあります前年との比較の部分の増減に

関しては、町道維持管理費の部分につきましては、

先ほど申し上げました災害の部分、小規模災害の部

分、あと道路の維持、河川と排水路の部分の増額分

ということになります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） それは年次の中であった、

小規模災害は別ですけれども、側溝の整備であった

りとか、法面の伐採だったりとか、もろもろありま

したよね。それは当初の計画であったものなのか、

それとも、途中で増やしたのか。ちょっと聞けな

かったので分からないのでお聞きしたいですけれど

も、それは途中の補正ということでよろしかったで

すか。

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ５番金子委員の

御質問にお答えしたいと思います。

増額分に関しましては、小規模災害の増額分を含

めた差になります。

以上です。（「当初かどうか」と呼ぶ者あり）

当初の分と補正の分と合わせてです。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

──────────────────

午後 ２時５８分 休憩

午後 ２時５９分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。

ほかございますか。

１０番井村委員。

○１０番（井村悦丈君） ちょっと分からないので

教えてほしいのですけれども、道路維持費の中で１

４３ページの１３の使用料及び賃借料、これどこの

雪捨場、排雪場なのですけれども、場所だけ教えて

もらえますか。
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○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） １０番井村委員の

場所の御質問でございますけれども、ここの場所

は、個人の所有地をお借りしている地目は畑です。

そこを、冬期間、捨場として借りている場所でござ

います。（「分かりました」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 道路維持管理で１４３ペー

ジでお伺いいたします。

最近見てますと、排水だと思うのですが、下水、

大きな道路の真ん中にあります。その周りの舗装が

盛り上がっている、雨が入ったりだとかして、冬の

水が入ったりだとかして、周りがぐっと盛り上がっ

ている状況の路線もあります。町では計画的に順位

を決めながら予算を執行しながら、道路維持に努め

ているとは思うのですが、大体、そういった部分の

道路の見回りだとかというのもされていると聞いて

はいるのですが、現状で、今、町の財政で、そう

いったところも含めて、この令和５年度で大体何件

ぐらい維持補修で予算が計上されているのか。これ

を見ますと、簡易舗装で調整交付金充てている部分

だとか、町単独の部分はあるような気がするのです

が、町の財力で言えば大体、メートル数、距離にも

よるのですが、どのぐらいの予算で維持されている

のかお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ４番米澤委員の

御質問にお答えしたいと思います。

予算としては６６０万円ほど計上させていただい

ております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 確かに６６３万円という形

で計上されております。

前年度も大体この水準で来ているのかなとずっと

見ましたらそんな形なのですけれども、そういった

意味で、ちょっと予算を増やして現状をただしてい

くというのもひとつかなと思いますが、むやみやた

らに増やすことはできないのかもしれません。た

だ、やはり交通だとか地元の人が、通路、道路を

使っていろいろと利用しているということを考えれ

ば、そういったところの対応もある程度早急にでき

る部分は早急にできるような改善が必要かと思いま

すが、予算を増やす等々というのは考え方について

お伺いいたします。令和５年度を含めてですね。

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） ４番米澤委員の補

修の予算についての御質問でありますけれども、確

かに委員おっしゃるとおり、毎年定額で６００万円

ほど当初予算を置かせていただいています。その中

で、補修箇所でひどいところから順繰りとやって

いっている状況ではありますけれども、今後におき

ましても、令和６年含めて令和７年の予算へ向け

て、委託業者等々パトロールしておりますので、そ

の辺の実態把握も含めて、今後の検討といたしたい

なと思っているところでございます。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） １５１ページ、ちょっとダ

ブりますが、委託料の中で、公営住宅の集会所、地

域にはあると思いますが、この集会所の維持管理費

というのは、大体この令和５年度はどのぐらいの予

算計上されているのか、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ４番米澤委員か

らの公営住宅内の集会所の管理費についての御質問

について、お答えをいたします。

こちらの住宅につきましては、２集会所が地域の

ほうに管理委託しておりまして、１８万円の委託料

で決算となっております。それぞれ内訳のほうにつ

きましては、こちらでは持ち合わせていないところ

でございます。地域との修繕の範囲などにつきまし

ては、仕様書の中で取り交わしておりまして、施設

で生じた修繕などにつきましては、町のほうで負担

をすることになっております。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） あすなろ集会所なのです

が、もう既に年数もたち劣化しております。細かい

ことを言えば、床が相当弾力ある床になっておりま

して、そういうふうになったりだとか、換気扇がも

うゆらゆらゆらゆらと、そんなふうになっておりま

して、相当修繕しなければならない部分があるのか

なと思っておりますが、そういった集会所等につい

ては、当然計画に基づいて、当然申し入れれば修繕

もしていただいてはおります。非常にいいと思いま

す。そういう意味では、もっとそういったところの

現場を見ていただいて、予算も必要であれば確保を

するということも必要かと思いますが、お伺いいた

します。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。

あすなろ集会所につきましての、ただいま意見い

ただきました床等の話につきましては、特にまだ住

民会のほうから言われていませんので、令和７年の

予算に向けて、ちょっと現地も確認した中で、地域

との調整をしながら今後検討させていただきたいと
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思います。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで８款土

木費の質疑を終了いたします。

ここで、説明が交代しますので少々お待ちくださ

い。

（説明員交代）

○委員長（岡本康裕君） 次に、９款教育費の１５

０ページから１８１ページまでの質疑を行います。

１２番小林委員。

○１２番（小林啓太君） １５５ページの教育振興

費の就学教育相談事業に関してお伺いします。

令和５年度は教育支援センター開設の年だったか

と思いますが、その運営や課題について教育長はど

のように評価されているか、お伺いしたいと思いま

す。

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。

○教育長（鈴木真弓君） １２番小林委員の教育支

援センター設置に関わる御質問にお答えさせていた

だきます。

昨今、上富良野町においても不登校による登校し

ぶり、また上富良野町における小学校、中学校にお

いても、通学に支障の来す児童生徒が増加している

ことから、令和５年度に６月からですが教育支援セ

ンターを設置し、現在登録も含めまして、令和５年

度においてもかなりの多くの割合の子どもたちが登

録し利用していただいております。

ただ、まだまだ設置して１年目ということで、こ

れからも不登校にならないよう予防的な教育指導も

兼ねて、小学校、中学校において各指導員が学校の

ほうに訪問し、各先生方とも情報を連携し、この活

用に向けては進めていこうと考えているところでご

ざいます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。

○１２番（小林啓太君） 教育支援センターの必要

性に関しては、もう疑う余地のないようなことかと

思いますが、１年運用してみて、例えば人員配置の

数であったりとか、受入れの生徒に対して適正な配

置ができているかなど、その点にかかった費用など

に関してはどのような評価をされているか、お伺い

いたします。

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。

○教育長（鈴木真弓君） １２番小林委員の御質問

にお答えさせていただきます。

令和５年度は初年度ということもありますので、

現在４名の教育支援センターの職員を配置し、従事

をしていただいておりますが、それぞれの資格を持

ち、それぞれの役割を持ち、各児童生徒に対応して

いただいておりますことから、ここにつきまして

も、今後様々な課題を抱えた子どもたちに対応する

ために、その職種、あと勤務の稼働状況も踏まえま

して、それについては検証が必要だと考えておりま

す。

ただ、初年度としましては、現在不登校に対応す

る児童生徒につきましては、すべてニーズに対して

は応えておりますので、現在のところはこの４名体

制で実施しているところに成果はあると評価してい

るところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 上富良野高校の振興対策費

ということで、１５３ページの中で、主要事業調書

にもあるのですけれども、これは町独自の取組で大

変すばらしいことで評価するのですけれども、入学

準備金、令和５年度に２３名いらっしゃっているの

ですけれども、保護者の方から出た意見で、頂ける

ことは大変うれしいのですけれども、振込される期

間がちょっとずれ込むというか、入学が決まった時

点で頂けるのだったら最高にうれしいなと。準備が

あるので、当然入学式までにそろえなければならな

いものは多々あるのですけれども、制服やいろいろ

なジャージやら何やら、それがすぐもう入学前には

そろえなければならなくて、もらえるのが５月ぐら

いにならないと振込がないというところのタイムラ

グが厳しいという声があるのですよね。５月はいろ

いろ税金とか様々重なったりして、頂けるのはうれ

しいのですけれども、できればその前にも全部きち

んと高校の準備のほうを終わらせたいという声があ

るのですけれども、こういった声というのは届いて

はいなかったでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。

○学校教育班主幹（長谷川京史君） ５番金子委員

の御質問にお答えします。

上富良野高校の通学費の入金の期日につきまし

て、教育委員会のほうには、保護者のほうから入金

が遅いということや、もうちょっと早くしてくれと

いう御意見は今のところは聞いておりません。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） 現場でそのような保護者の

声が多々あるという声が聞こえていたのです。頂け

ることも大変うれしいですし、すばらしいことなの

ですけれども、入金の時期についてというのは、今

５月なのですけれども、そこらは教育委員会では直

接はやはり声は届いていないということなのです

ね。届けました。
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改善するかどうかというのは予特になってしまう

から言えないのだけれども、そういうことがあった

かなかったかというのを今確認しました。届けまし

た。

５年度には届いてはいなかったということです

ね。

○委員長（岡本康裕君） そういうことを届けたと

いうことですね。

ほかございますでしょうか。

１番佐藤委員。

○１番（佐藤大輔君） 決算書１８１ページ、成果

報告書６５ページのパークゴルフ場の管理について

御質問いたします。

まず最初に確認なのですけれども、令和５年度の

予算特別委員会の当初予算の当時、要は５年計画で

芝のいろいろ改善していくというところで、プラス

施工管理業務、要はそれを管理していくというとこ

ろの業務委託料といいますか、そういったものも４

０８万１,０００円には入っているというような記憶

があったのですが、これで間違いないでしょうか。

よろしいですか。

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。

○社会教育班主幹（村上弘記君） １番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。

委員おっしゃるとおり、芝生の改修のほかに管理

指導料といいますか、そういった部分の委託料を含

めて業者のほうに委託はしております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。

○１番（佐藤大輔君） 令和５年度が初年度という

ことで、令和９年度ぐらいまでになって、途中でも

分かるかもしれませんが、芝の状態が良くなってい

るかどうかというのは、後々分かってくると思うの

ですが、この管理に関してはある程度この初年度で

見えるものもあったのかなと思いますが、利用者

だったりとか、また教育委員会として、どのように

評価しているのかお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。

○教育長（鈴木真弓君） １番佐藤委員のパークゴ

ルフ場の管理に関わる御質問にお答えいたします。

まず、パークゴルフ場の管理につきましては、や

はりかなりパークゴルフ場の芝が傷んでいるという

ことで、令和５年度、初年度から、従前における指

定管理における委託と、芝生の改修業務に関わる委

託を別指定管理業者に委託をしまして、２社による

今パークゴルフ場の改修を行い、令和５年について

は１コース改修をした結果、かなり利用者の方から

は、もう秋になる前に良くなったと、エアレーショ

ンを入れて種をまき、やはり肥料と水と従業員の方

もきちんと適正に管理されているということで、大

変私ども教育委員会のほうには、好意的な御意見を

いただいております。

そして令和６年度も予算をつけていただきまし

て、この施工が２コース目に今入ったところでござ

いますので、それについては、最後の３コースをや

ることを、住民の皆さんからは引き続きお願いした

いという希望を直接お伺いしているところです。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。

○１番（佐藤大輔君） 質問したかったのは、今、

教育長がおっしゃったように、通常の管理業務をさ

れている町内事業者とは別に、芝のプロの方が入っ

てきて、その管理に関して手をかけた、もしくは町

内事業者の方にアドバイスをしたとかというイメー

ジでいたのですが、その成果はあったという受け止

めでよろしいでしょうか。もう一度お願いします。

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。

○教育長（鈴木真弓君） １番佐藤委員のパークゴ

ルフ場の管理につきましては、佐藤委員の御質問の

とおり、令和５年度につきましては、当初心配はし

ておりましたが、私ども予想していた以上に芝も改

善されて、利用者の方からも好意的に御利用が伸び

ていると評価させていただいております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） １５５ページの特別支援教

育についてお伺いいたします。

それぞれ、この資料を見ましても、それぞれの小

中学校に特別支援の児童数と同時に、教職員数の現

状について書かれております。それで現状、小中学

校合わせて２８人の教員数がいるという形になって

おります。

ここの中でちょっとお伺いしたいのは、この２８

人のうち、いわゆる正規の職員と、いわゆる町独自

の加配だとか、そういった職員の内訳というのはど

のようになっているか、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。

○学校教育班主幹（長谷川京史君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。

今回資料のほうに記載をさせていただきました、

特別支援に係る教員数につきましては、こちらにつ

きましては、道から配置をされる正規の道費の職員

となりますので、すべて正規採用の職員となりま

す。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 町独自で加配している部分
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というのはありますか。

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。

○学校教育班主幹（長谷川京史君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。

学校の先生としては、特別支援につきましては加

配のほうはしていないのですが、特別支援の人数及

び学校に応じまして、特別教育の支援員ということ

で資格を持った、各小中学校別の資格ではないので

すが、資格を持った方を採用して配置のほうをして

おります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 支援員という形で配置して

いるという形でありますが、令和５年度においては

何名ぐらいの現状になっていますか。

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。

○学校教育班主幹（長谷川京史君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。

特別支援員の配置につきましては、上富良野小学

校、上富良野西小学校、上富良野中学校に配置して

おりまして、上富良野小学校は現在４名、上富良野

西小学校が１名、上富良野中学校が１名の配置をし

ております。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） そうしますと、この部分の

財政的な措置というのは、どのようになっておりま

すか。国の補助、あるいは道からの補助というのは

ありますか。

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。

○学校教育班主幹（長谷川京史君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。

特別支援学級の支援員につきましては、財源につ

いては、道及び国のほうから補助制度等はありませ

んので、町のほうの単独で費用を負担しておりま

す。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） そうしますと、相当数の持

ち出しという形で、１人当たり約５００万円とか４

００万円とか、いろいろ差があると思うのですが、

どのぐらいの持ち出しになっておりますか。

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。

○学校教育班主幹（長谷川京史君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。

こちらにつきましては、時間給でお支払いをして

いる職員の形になりますので、おおむね２５０万円

程度の負担となると思います。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 現状で、あわせてお伺いし

たいのですが、非常に情緒、知的障がいという方が

多いという形になっております。

それで、財政的な問題で言えば、やはり町単独で

時間給でされている方もいるという話になっており

ますが、こういった部分の財政的な支援というの

も、当然道やそういったところにも要請していく必

要があるのではないかと。町に今現状ではいろいろ

な事業に予算が配分されますので、やはり思うよう

な職員がこういう子どもたちがいるのに配置ができ

ないというのでは困りますので、予算がなくて。そ

ういう意味では、今後こういった部分に対する道の

支援、国の支援等が必要ではないかと思いますが、

この点についてはいかがでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員の特別支援

教育に関わる町費単独で配置しております助手の費

用についてでございますが、委員の御質問にあると

おり、国、道からの配置によります職員数には限り

がございまして、やはり各教室において子どもたち

に個別最適な教育を提供するためには、やはり正規

の担任の先生並びに特別支援の教諭だけでは不足す

るような、やはり様々な障がいを抱えたお子様が同

じ教室で過ごすわけですから、やはりここはきっち

り町の町費を用いても、子どもたちに楽しく、明る

く、元気に過ごしていただく学校運営をするために

も、この特別支援指導助手については町としては継

続すべきだと思っておりますし、議員の御質問にい

ただきましたように、そのような形で、北海道並び

に国に対しましても、このようなインクルーシブ教

育を継続していくためにも、そのような要望措置に

ついては必要な内容だと認知しております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 当然、インクルーシブ教育

という形で進められるということになりますと、

今、いろいろ聞きましたら、中学校は４０人かな、

３５人学級かと思いますが、そこにこういった子ど

もたちが入るということになると、やはり手狭な中

で子どもたちを見なければならないという状況の話

もお伺いしましたが、現状ではそういう課題等はど

のように受け止められているのか、お伺いいたしま

す。

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員の特別支援

教育並びに通常学級における学級運営についての御

質問にお答えさせていただきます。

ただいま１年生から６年生までは３５人学級、中

学校においても１年生のみ３５人学級ですが、２年

生、３年生となるとここは４０人学級となります。

それは特別支援も含む人数になりますので、大変そ
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の中で学級運営をしていくとなりますと、やはり教

室の手狭感もあり、今回エアコンも設置した関係も

ありますが、やはり体格も大きくなってきますの

で、町としましては、今道教委を通じまして、３５

人学級の拡充、中学校２年生、３年生においても、

３５人学級への要望としては、教育長部会を通じま

して、道教委等には今要望として上げていこうと協

議をさせていただいております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） お伺いいたします。

１６９ページの青少年の育成という形になってお

ります。この間、町は、１８節の負担金及び交付金

という形で進められております。この間、行政改革

ということもありまして、こういった部分の補助

金、負担金はなるべく削減、見直そうということ

で、この間行われてきました。そういう意味では、

相対的にいろいろ事業によっては、必要な予算を

もっと増やさなければならない事業もあるのかなと

思いまして、それで、こういった部分の見直しとい

うのは、実際行えるのかどうなのか、令和５年度に

ついては、町の子ども会の育成協議会等について

も、ずっと３０万円で来ているという状況になって

いるかと思いますが、少しの事業を行うとなると、

令和５年度においても、やはりいろいろな当然利用

者負担は伴うときはありますので、それはそれとし

て必要かと思いますが、しかし、それ以上のものを

しようとした場合にはなかなか取り組めないとい

う、予算との関係もありまして、そういう現状もあ

るかと思いますが、そういう意味では、現状を調べ

ながら、必要な予算の確保というのもあってしかる

べきかと思いますが、この令和５年度を見てそのよ

うに感じておりますが、その点どのようにお考えで

しょうか。

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員の青少年に

関わる補助等の対策につきましての御質問にお答え

させていただきます。

昨今、この補助金等につきましては、予算につい

ては、これまで見直し等をせず、継続した財政措置

となったところでございます。

事業につきましても、新型コロナ禍のときにはか

なりの事業が中止並びにやむを得ず見直しをせざら

を得ない事業もあったとは成果報告ではなっており

ますが、令和５年度からはやはり感染予防対策の分

類も変わりましたので、しっかり団体とも話合いを

し、事業をやはり皆さんの可能な限り継続をしてい

きましょうということで、事業実施に向けて今前向

きに進めさせていただいているところでございま

す。

それに対しての事業予算でございますが、米澤委

員から御質問いただいたような、予算でこれが不足

するから見直してはどうかというのは、直接まだ

ちょっと団体から要望等はありませんが、今後、事

業に向けた見直し、団体等の育成に対しましての意

見、要望につきましては、きっちりと団体とはコ

ミュニケーションを取りながら、その辺の対応につ

いてはしっかりと図っていくことが、上富良野町の

子どもたちの健全育成につながることだと考えてお

りますので、ぜひそれについては進めていきたいと

思っております。

１点だけ、委員の質問の中に、１６９ページには

含まれてはいないかもしれませんが、青少年の海外

派遣、これだけは令和５年度にも、人数を若干では

ございますが、予算措置でお認めいただいた人数を

増やしたところ、やはり申込みは定員を上回る申込

みをいただいておりますので、それについてはしっ

かりと成果が上がっており、これにつきましても、

令和６年度におきましても、検証評価し、事業を継

続しているところであることは御理解いただきたい

と思います。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） １７３ページの図書館の運

営という形で、今いろいろと計画的な修繕、改善と

いう形で行われているかと思いますが、この図書館

施設の維持管理するために、令和５年度において修

繕、改善を行われた部分というのはありますか。こ

こでちょっと分からないので、教えていただきたい

と思います。

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。

○社会教育班主幹（村上弘記君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。

令和５年度につきましては、１７５ページの備品

購入費でありますが、図書の増書管理システム用の

サーバーで、そちらのＷｉｎｄｏｗｓの更新がある

ということで、そちらを更新したのと、その上の

ブックトラックといいまして、返却図書の配架のと

きに、１台１５０冊ぐらい積んで館内を運搬するの

ですけれども、そちらちょっと手作りの台を使って

いたものもありますので、その部分で購入しまして

更新したということで、ちょっと備品の購入ですけ

れども、設備等につきましては、壊れたところを随

時修理するだとか、そういったことで、令和５年に

ついては運営しているところです。
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以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） この図書関係で公民館全般

についてなのですけれども、やはり今後、老朽化し

ているという状況がありまして、この公共施設等の

個別施設計画等それぞれ見ておりましたら、当然そ

のとおりなのですが、古くなれば当然維持管理のた

めの問題が起きれば修繕しますということで、持続

的な老朽化対策をすると載っております。しかし、

実際、公民館というのは、避難施設等でもあり、多

くの皆さん方が利用している公共施設でもあるとい

うことの位置づけだと思います。

そこでお伺いしたいのですが、町全般の公共施設

の総合管理計画と公共施設の個別施設計画というの

がありますが、個別施設計画については、修繕があ

れば当然直すけれども、いつ、どの時点で、どうい

う状況の下で直したり、あるいは新しくするのか、

建て替えするのかということが、全体的には表示さ

れていないと思っておりますが、やはり財政が今厳

しいという状況の中で、こういった公民館も含めて

なのですが、やはりきっちりとした年次計画に基づ

く、建て替えが必要な施設については、建て替え

る。あと、補修については、当然、単年度の計画が

ありますから、それに基づいて実施されている部分

もありますが、そういう計画をもっとめり張りあっ

たように、きちんともっと示す必要があるのではな

いかと思いますが、この点についてお伺いいたしま

す。

○委員長（岡本康裕君） 令和５年度の決算ではな

い質疑かなとは思われますが、公民館に関しまして

は１７１ページ、公民館管理費、修繕料等々ありま

すので、そういったところでお聞きしていただけれ

ば結構かなと思いますが、どうでしょうか。

○４番（米澤義英君） 失礼いたしました。そうい

うことです。

○委員長（岡本康裕君） そこから入りますか。

○４番（米澤義英君） そういう思いだということ

で伝えておきます。

ただ、図書館の運営については、本当に狭いので

すよね。この図書のいろいろな、Ａ評価にはなって

おりますけれども、しかし、もっと子どもたちも親

も、いろいろな施設に行って、いろいろなことを見

てきているのですよね。もっと手にとって読みたく

なる本を置いてほしいと。今でも実施されておりま

すけれども、やはりそういうためには、一定誰でも

が集まってこれて、そこで談話ができるようなス

ペースも一部ありますが、しかしそういったものも

含めて、施設そのものの全体計画とあわせて、やは

りもっと改善する必要があるというふうに、今回の

事業評価の中でも受け取ったのですが、もっと学校

図書とのいろいろな連携も必要だということを書か

れておりますが、どのように令和５年度、課題とし

て受け止めていらっしゃるのか、お伺いいたしま

す。

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤委員の図書館並

びに公民館の全体の施設の維持管理も含めた御質問

にお答えいたします。

まず公民館につきましては、決算でございますの

で、米澤委員御質問のとおり、本当にかかる必要な

維持修繕のみに、令和５年度はなったところでござ

います。ただ、やはり施設が老朽化していくので、

かなり既にもう今年度屋上防水改修に着手したり、

今総合計画の実施計画の中でも３年間ではございま

すが、それに乗せながら維持保全には努めていると

ころでございます。

ただ、米澤委員はもうちょっとインターバルを長

く、長期的に公民館をどうしていくのか、図書館も

どうしていくのかというところをもう少し検討して

いくことは必要ではないかという御意見でしたの

で、それは十分に今回御意見をいただきましたの

で、それにつきましても、今後、次年度以降に向け

た全体の施設の維持管理の中でも、十分検討すべき

内容だと認知はさせていただきます。

あと、図書館につきましては、学校図書との連携

につきましては、これまでも子ども読書推進計画の

中で、各学校の教員とうちのスタッフが読み聞かせ

グループも含めまして会議を開き、いかに子どもた

ちに読書の重要性等を出していくかということと、

あと育児サークルにも絵本の手渡しも再開をさせて

いただきましたので、やはりコロナで少し中断した

経過はございましたが、これについても継続して令

和５年度着実に事業を進めながら、ただ改善すべき

点は、やはり皆さんの声を聞きながら、きっちり見

直しを図りながら、事業の継続につきましては検討

していきたいと考えております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

１２番小林委員。

○１２番（小林啓太君） １５７ページのＩＣＴ教

育推進費に関してお伺いします。

これまでの間、現場の先生とお話しする中で、や

はりこのＩＣＴ教育が推進されて、先生の負担が減

ることだったりとか、生徒にとってよりよい環境が

できるためには、ここにも専門委員のような人がい

ると、よりこのＩＣＴ推進に関してはいいのではな

いかというような話を聞いたことがありますが、令
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和５年度において、今後ＩＣＴ教育を推進していく

上では、どのような課題があると捉えていらっしゃ

るのか、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。

○教育長（鈴木真弓君） １２番小林委員のＩＣＴ

推進に関わる課題と、その整備の方向性についての

御質問にお答えいたします。

現在、上富良野町におきましては、町内４校とも

に、ＩＣＴの推進に向けては、タブレットの持ち帰

りを含め、現在学校とも連携し取組を進めていると

ころでございますが、今期令和６年度の予算におい

ても補正をお認めいただき、各学校のＩＣＴに関わ

る課題等につきましては、今分析調査を進めること

が、まず基本の第一だと考えております。

令和５年度の決算におきましては、まだそこら辺

の課題がきちんと整理ができなかったことから、な

かなか今委員御質問のとおり、各学校のほうでのＩ

ＣＴの進み具合には課題があるというような御意見

もあったというふうに、私のほうでも認知をさせて

いただいております。

ただ、今後におきましては、きっちりタブレット

の更新も今後控えておりますので、それも含めまし

て、ＩＣＴにつきましてはしっかりと着実に進めて

いきたいと考えております。

なお、今年、既にもう広報等にも、今年の春の学

力の調査の結果についても掲載させていただいてお

りますが、着実に全国全道におきましても上富良野

町においても、遅れることなく着実に推進の結果

データは出ておりますので、それについては、住民

の皆さんにも、保護者の皆さんにも、きっちりと情

報公開しながらしっかりと進めていきたいと考えて

おります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで９款教

育費の質疑を終了いたします。

ここで、説明員が交代いたしますので少々お待ち

ください。

（説明員交代）

○委員長（岡本康裕君） 次に、１０款公債費の１

８０ページから１２款予備費１８５ページまで、一

括して質疑を行います。

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで１０款

公債費、１１款給与費、１２款予備費の質疑を終了

いたします。

これをもって、一般会計の質疑を終了いたしま

す。

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

本日は、これにて散会いたします。

午後 ３時４４分 散会
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上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の

正確なることを証するため、ここに署名する。

令和６年９月２５日

決算特別委員長 岡 本 康 裕
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令和６年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号）

令和６年９月２６日（木曜日） 午前９時００分開議

───────────────────────────────────────────────

○委員会付託案件

議案第 ６号 令和５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について

議案第 ７号 令和５年度上富良野町企業会計決算の認定について

───────────────────────────────────────────────

○委員会日程

開議宣告

１ 議案審査

議案第６号 令和５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定についての質疑

(1) 国民健康保険特別会計

(2) 後期高齢者医療特別会計

(3) 介護保険特別会計

(4) ラベンダーハイツ事業特別会計

(5) 簡易水道事業特別会計

(6) 公共下水道事業特別会計

議案第７号 令和５年度上富良野町企業会計決算の認定についての質疑

(1) 水道事業会計

(2) 病院事業会計

２ 分科会ごとに審査意見書案の作成

(1) 審査意見案の協議（第１分科会は第２会議室、第２分科会は議員控室）

(2) 審査意見書案を委員長に提出（議長室）

３ 全体審査意見書の作成

(1) 委員長、副委員長、分科長により成案作成（議長室）

(2) 成案報告、審議、決定

４ 理事者に審査意見書を提出（町長室）

５ 審査意見に対する理事者の所信表明

６ 討論と表決

７ 決算特別委員会審査報告について

委員長挨拶

閉会宣告

───────────────────────────────────────────────

○出席委員（１２名）

委 員 長 岡 本 康 裕 君 副 委 員 長 小 林 啓 太 君

委 員 佐 藤 大 輔 君 委 員 荒 生 博 一 君

委 員 湯 川 千悦子 君 委 員 米 澤 義 英 君

委 員 金 子 益 三 君 委 員 林 敬 永 君

委 員 茶 谷 朋 弘 君 委 員 島 田 政 志 君

委 員 井 村 悦 丈 君 委 員 北 條 隆 男 君

───────────────────────────────────────────────

○欠席委員（０名）

───────────────────────────────────────────────

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名

町 長 斉 藤 繁 君 副 町 長 佐 藤 雅 喜 君

教 育 長 鈴 木 真 弓 君 代表監査委員 中 田 繁 利 君

監 査 委 員 中 瀬 実 君 会 計 管 理 者 上 嶋 義 勝 君
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総 務 課 長 上 村 正 人 君 企画商工観光課長 宮 下 正 美 君

町民生活課長 山 内 智 晴 君 保健福祉課長 三 好 正 浩 君

農業振興課長 安 川 伸 治 君 農業委員会事務局長 林 下 里 志 君

建 設 水 道 課
建設水道課長 菊 地 敏 君 狩 野 寿 志 君

建築施設担当課長

教育振興課長 高 松 徹 君 ラベンダーハイツ所長 深 山 悟 君

町立病院事務長 長 岡 圭 一 君

関係する主幹・担当職員

───────────────────────────────────────────────

○議会事務局出席職員

局 長 谷 口 裕 二 君 次 長 飯 村 明 史 君

主 事 進 梨 夏 君
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午前 ９時００分 開議

（出席委員 １２名）

───────────────────

○委員長（岡本康裕君） おはようございます。

御出席、誠に御苦労に存じます。

ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会３日目

を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

本日の委員会日程については、さきにお配りした

日程のとおりであります。

昨日に引き続き、令和５年度上富良野町各会計歳

入歳出決算認定の特別会計より質疑を行います。

最初に、国民健康保険特別会計全般の１８７ペー

ジから２１７ページまでの質疑を行います。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） １９６、１９７ページの国

民健康保険税の不納欠損額についてお伺いいたしま

す。

徴収等は努力されているということは分かってお

ります。近年、この不納欠損額というのは、毎年、

いろいろな事情の中でこういう決算額が出てきてい

るかと思います。お伺いしたいのですが、この不納

欠損になった理由等はどういう要因なのか、お伺い

いたします。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の不納

欠損に関する御質問についてお答えします。

不納欠損についてですが、国民健康保険税につき

ましては、無財産が５件、居所不明が４件となって

おります。無財産につきましては、財産調査をした

結果、相続人がおらず換価できる財産がなかったた

め、そして居所不明につきましては、外国に出国さ

れていることから、不納欠損にしているところでご

ざいます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） そうしますと、この部分に

ついては、当然そういう状況ですから、将来的にも

不納欠損という形で処理したということであるかと

思います。

それで、同じページの中で、滞納繰越分という額

がありますが、この部分についても、今言われた事

情のほかに、いろいろな複数の要因があるかと思い

ますが、これは過年度で納付されている部分もある

のかなと思いますが、現年というか、あると思いま

すが、この状況についてお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の滞納

に関する御質問についてお答えします。

現在、滞納になっている要因としましては、生活

困窮というよりは、どちらかというと、住民税申告

によって、本来であれば軽減を受ける方がいるので

すけれども、そういう方が無申告の状態であり、そ

して無申告の状態であるということは軽減にならな

いということで、再三、督促はもちろんのこと催告

もしているのですけれども、何も反応がないという

ことで、現地調査もしているのですけれども、なか

なか支払いに応じてくれないという現状の滞納が多

いという状況でございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 現状分かりました。これは

本人の意思でありますから、こちらからいろいろと

案内してもなかなか応じてこないという状況があり

ますので、引き続きそういった部分に対しても、い

ろいろと案内だとか方法を取りながら、また、納税

につながるような、そういった形の方向で、努力し

ていただければと思っております。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） ２０８、２０９ページのと

ころの１８節の保険給付費の負担金のところなので

すが、１８節ですね。そこで、高額の医療費が、そ

の年によって変わりますが、この５年度に至って

は、どういう要因でこの高額医療が９,１００万円

になっているのか、お伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 総合窓口班主幹、答弁。

○総合窓口班主幹（高橋静香君） ４番米澤委員の

高額療養費の要因についてお答えします。

大半を占めているものは、主な疾患として、悪性

新生物、白血病があります。２番目に多かったのが

心疾患、心筋梗塞等ですね。３番目が、関節症、膝

関節症とか関節の病気になっております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）

ほかございますでしょうか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 次、２１０ページ、２１１

ページに関わって、特定健診等の事業等についてお

伺いいたします。

特定健診の事業実施という形で、データヘルス計

画に基づいた実施が行われているかと思います。こ

の中でも、昨日も若干聞きましたので、申し訳あり

ませんが、ダブるかもしれません。失礼いたしま

す。特定健診の実施等については、いわゆる利便

性、相手が受診したい、そういうことも考えなが
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ら、受付時間の拡大や予約型の健診体制の整備を進

めながら、本人に寄り添いながらいろいろ指導して

いるかと思いますが、こういった取組の中で、一

定、特定健診等の実施における受診率が向上してい

るとか、変化が見られたとか、こういう実態という

のは、この５年度においては、どういうような受け

止めをされているのか、お伺いします。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員の

御質問にお答えします。

データヘルス計画策定の中で、健康課題の分析を

行ってきました。その中で、一番大きな成果だと考

えているところですと、予防できる生活習慣病を予

防するという視点では、脳疾患、心疾患、あと慢性

腎不全の予防ということに重点的に取り組んできま

した。その中で、早くから糖尿病腎症、糖尿病から

来る人工透析の予防なども含めて、早期から腎臓の

障害を見つけるための尿アルブミン検査、尿たんぱ

く検査、よくプラスマイナス、あれは定性という検

査なのですけれども、あれでは発見できない、尿検

査ではマイナスなのだけれども、小さなたんぱく、

尿アルブミンというのを測定することによって、早

くからその方の腎臓をいたわる生活習慣だったり、

早くに血圧の治療をお勧めできたり、その根拠とし

て住民の方と共有できる検査を実施してきました。

その結果なのですけれども、平成２８年のときの

慢性腎臓病、透析にかかる医療費なのですけれども

２,６００万円くらいだったのですが、令和４年、

１４８万円という数字、割合としては６.１％が０.

４％に医療費抑制というふうに進めることができて

おります。

以上でいいですか。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 非常に詳しく説明していた

だきまして、専門的な用語もありましたが、流れと

しては分かりました。

それで、こういう保健指導なども行いながら、受

診率向上などに努めているということがよく分かり

ます。なおかつ、保健の特定の指導を行っていて

も、なかなか本人が来られないという、いろいろな

諸条件があって結びつかないという状況があるかと

思います。そこが歯がゆいところだと思うのです

が、こういう方たちに対する、いわゆる未受診で

あったりだとか、他の協会けんぽ等に入っているだ

とかがあると思いますが、そういう場合は、例えば

他の医療機関にかかっているというケースもあるの

だろうと思いますが、そういうやり取りの中で、こ

ういう人たちのまた指導の在り方、訪問するのかど

うなのかだとか、いろいろな文書を送って促すだと

かというのがあるのだろうと思いますが、そこら辺

はどういう取組を、この令和５年度はされたのかお

伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員の

御質問にお答えさせていただきます。

令和５年度に関しては、まだ新型コロナワクチン

の事業もあり、ちょっと人員確保が難しい状況でも

正直ありました。その中でも受診率は７０％、特定

保健指導８０％を維持したいということは、私たち

の目標でありましたので、そこはできる限りリピー

ター、健診を受けてくださっている方は継続受診を

お願いをするということを、まず優先的に。その次

の優先的な部分でいきますと、前年度の健診結果が

重症化の対象者になる方、血圧が高いとか、糖尿病

の数値が高いとか、この方には継続して健診を受け

ていただきたいという方たちをリストアップさせて

いただいて、できる稼働量の中で優先順位をつけ

て、まずどこからどれぐらいの仕事量ができるか、

それに係る職員配置という考え方で取り組んできて

おります。

以上でよろしいですか。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 非常に丁寧な個別に対して

もいろいろ案内しながら、早期にいろいろと健診を

促すような案内もされているということで、分かり

ました。

それで非常にいろいろ計画だとか、ヘルス計画だ

とか、細部にわたってここに書かれております。そ

ういう未受診の方、あるいは若年層の方でなかなか

健診に結びつかない方はどうするのかということ

を、非常に有効な対策だと、貴重な対策だと思って

おります。

あわせて、必要な予算、人の配置だとか、これか

ら新たにこういう健診項目、当然令和５年度で掲げ

た課題があると思いますが、こういう項目があった

ら、またこの健診あるいは病気の抑制、医療費の抑

制につながるものがあるというような課題、目標と

いうのは、新たにこの５年度においては、いろいろ

と見つけられたいろいろな課題があるかと思います

が、大まかでよろしいのですがお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） ４番米澤委員の

御質問にお答えさせていただきます。

この３月に策定した第３期データヘルス計画とい

うのは、前回の第２期とは、課題も取組も方向性が

少し変わってきております。大きくお話しさせてい

ただきますと、以前は重症化予防というところで言
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うと、いかに治療していない高血圧の方、糖尿病の

方という方を、症状がない、出ないというか、その

中で病院に行っていただきたい。ただ、住民の方は

痛くもかゆくもないのに、何で血圧の薬を飲まなけ

ればいけないのか。一度飲んだら、もう一生飲まな

ければいけないだろうというやり取りをずっとして

きたのが、前の計画でした。ですので、どちらかと

いうと、保健指導の多くは受診勧奨というところが

中心でやってきたところだったのです。それをやっ

てこれたことによって、脳卒中とか、そういう発症

を抑えることができているということが、今回の計

画で明らかに分かってきました。

その課題が一つ解決した中で残ってきたのは、昨

日もちょっとお話しさせていただいた、やはり生活

習慣そのものの改善を取り組んでいただけなけれ

ば、メタボリック、内臓脂肪、あと糖尿病というと

ころの解決が進んでいきません。血圧の薬を飲んで

も、コレステロールの薬を飲んでも、糖尿病の薬も

飲んでも、尿酸値の薬も飲んでも、やはり内臓脂肪

をちょっとでも減らしていただけなければ、心筋梗

塞は再発をしてしまいますし、糖尿病は血糖値が…

…、ごめんなさい、もうちょっと続けさせていただ

きます。

○委員長（岡本康裕君） どうぞ。

○健康推進班主幹（菊池寿子君） もうちょっと続

けさせていただきます。解決しないのです。ですの

で、今回の計画の中では、いかに生活習慣の改善と

いうところを中心に取り組んでいきたいということ

が、この令和５年明らかになり、そのために栄養

士、正職員２人体制ということで、受診勧奨よりも

生活習慣の改善の保健指導のほうが、言いにくいの

ですけれども、やはり時間がかかる。病院行ってく

ださいというお話と、病院行きましたかと、薬を続

けてくださいというところの保健指導と、その方が

自分がなぜこういう生活習慣なのかというところに

気づき、取り組むまでというところはすごく時間が

かかってくるのです。昔々は集団の健康教育という

のがすごくはやった時代があったのですが、健康教

育をやっても、やはり一人一人の生活習慣が違うの

で、そこからがらっと集団ではなく個別でというこ

とになりますと、さらに時間がかかる。その体制に

ついては、しっかりと保健師、定員を今年度は満た

して、そして栄養士ですね、２人体制で、ちょっと

令和６年からは始めたいなと取り組んでいます。

あと、最後の予算に係る追加健診のことなのです

けれども、そこはちょっと言いにくいのですが、実

態としては、令和５年の計画の中でお話しさせてい

ただきますと、心不全の発症、重症化というのが、

すごく増えてきております。それは、高齢化してき

ている全体の中で、知らず知らず、「こわいんだよ

ね」とか、「動けなくなったんだよね」という住民

さんのお話を伺って、いろいろ伺ってくると、これ

は心不全の症状ではないかと。それで病院にかかっ

ていただくと、実はもう足も腫れてきているという

ような、心不全というのが分かってきている。そこ

を、どうせ歳のせいというだけでは終わらせず、そ

うではなく心不全の症状かもしれないということ

を、住民の方と症状から早めに受診ができるような

学習が必要かなというふうに、計画に取組としては

乗せていただいております。心不全に対する早期発

見というところでは、圏域の市町村でもう取組、検

証が始まっておりまして、そちらの結果をちょっと

教えていただきながら、計画のほうを進めていきた

いなと考えております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）

ほかございますか。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） 大変すばらしい取組を聞か

せていただき、ありがとうございます。

そういった地道な行政の努力が健康寿命の延伸に

つながっていると思うのですけれども、それがひい

ては、税ですか、国民健康保険税の価格に対して、

徴収の価格に対して反映されていると思うのですけ

れども、令和５年はこのインセンティブはどれぐら

いあったのか教えてほしいです。

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。

○町民生活課長（山内智晴君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。

インセンティブに関しましては、共通種目に関し

まして満点６１０点中４５５点。固定指標に関しま

しては３３０点中２６９点ということで、合計の点

数といたしましては９４０点中７２４点ということ

でなっております。１点当たりの点数としまして

は、合計で１万２,６３５円という形になっており

ます。

○５番（金子益三君） 分かりました。ありがとう

ございます

○委員長（岡本康裕君） ほかございますかか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで国民健

康保険特別会計の質疑を終了いたします。

次に、後期高齢者医療特別会計全般の２１９ペー

ジから２３９ページまでの質疑を行います。

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで後期高
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齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。

次に、介護保険特別会計全般の２４１ページから

２７１ページまでの質疑を行います。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 介護計画全般についてお伺

いしたいのですが、介護計画に基づく小規模多機能

や、あるいは特定高齢者施設などの、そういった状

況を調べながら、いろいろな指導をされているかと

思いますが、令和５年度においては、どのようなや

り取りがなされたのか。課題もあれば、なければい

いのですが、そういう課題があったのか、お伺いい

たします。

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ４番米澤委員の御

質問にお答えさせていただきます。

町内の高齢者施設、幾つか認知症のグループホー

ムだとか小規模多機能だとか、それぞれ施設につい

ては運営させていただいて、それぞれ入所者もほぼ

満床と、あと待機も若干いるような状況でというの

がまず状況でございます。各施設においては、２か

月に１回運営推進会議ということで開催していまし

て、そこで情報交換等を行って、今の状況等につい

ては情報共有させていただいているというような状

況です。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 現状では特に課題、問題は

なかったということで、いろいろと話のやり取りの

中で、そういう状況だったということですね。分か

りました。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） それと、お伺いしたいので

すが、２６５ページの包括支援事業のところでお伺

いいたします。

地域包括支援センターの機能強化ということで、

絶えず介護保険計画の中には出てきております。前

期のですね。そういう中で、今、包括ではいろいろ

な虐待の問題、いろいろな多種多様なまちですか

ら、そういう場所ですから、相談に乗ったりとかし

ているかと思いますが、今、担当職員でどのぐらい

１人当たり、そういった人数ですかね、受けて対応

されているのか、お伺いいたします。令和５年度で

すね。

○委員長（岡本康裕君） 地域包括支援センター施

設長、答弁。

○地域包括支援センター施設長（加藤靖之君） ４

番米澤委員の担当職員についてお答えします。

現在、町内におられる第１号被保険者の数を３人

で割った数になりますので、１人１,０００人から

１,５００人、流動的で、その都度人口割ではある

のですが、地区割をして担当しております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） これは一定程度、基準に基

づく人数なのかなと思いますが、対応されている人

数は割り振りして対応しているということなのです

が、現状でいろいろな多岐にわたる相談ということ

でありますから、基準の職員は配置はされているけ

れども、数字で見る限り、かなり多くの対象者を抱

えながら、いろいろな相談に乗っていらっしゃるの

かなと思いますが、その点で苦労があるのだろうと

思いますが、もうちょっと人の配置を増やしたほう

がより細かく見れるのではないかと、そういう課題

も抱えながら、この包括でいろいろな相談ごとに

乗ったりだとかされているのかなと、出てきている

資料の中ではなかなか読み取れないので、状況につ

いてお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 地域包括支援センター施

設長、答弁。

○地域包括支援センター施設長（加藤靖之君） ４

番米澤委員の地域包括支援センターにおける人員配

置、機能強化についてお答えします。

地域包括支援センターにおいては、最低基準、保

健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置、最

低１人以上することになっております。

機能強化事業につきましては、その地域の実情で

すとか、高齢化率に沿って運営協議会で適正な人員

配置をしなさいという声もありましたり、あるいは

介護離職を予防するために、土日の夜間祝日開設対

応していきましょうといったような動きがございま

す。その中で、現状としましては、今最低基準は満

たしてはおりますが、そういった余剰人員、それ以

上の人員配置は今はございません。ただその分、社

会福祉協議会や民間事業所と協力、委託しながら、

あと庁舎内でのほか部署との連携をしながら、きめ

細かな相談をしているところではあります。

以上になります。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 日中の相談というのもある

のと同時に、今おっしゃったように、夜ですね、そ

ういったケースもあると聞いて、どのような状況に

なっているのか分かりませんが、そのような状況と

いうのはありますか。件数的に、年間、この５年度

は。

○委員長（岡本康裕君） 地域包括支援センター施

設長、答弁。

○地域包括支援センター施設長（加藤靖之君） ４
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番米澤委員の認知症の方の夜間相談に関する御質問

にお答えいたします。

今、緊急通報システムといいまして、独居高齢者

や暮らしに心配のある方については、ボタン一つで

相談電話がつながるようになっております。その相

談電話は、包括センターの各職員につながるように

なっておりまして、そういった相談を受け付けてお

ります。

５年度につきましては、合計夜間４０件ほどの相

談を受けておりまして、中にはちょっと行方が分か

らないといったようなことですとか、あるいは

ちょっと意味不明な言葉をおばあちゃん、おじい

ちゃんが言い出しているですとか、様々な相談が来

ているところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 非常に内容も、認知症の方

が行方不明になるだとか、いろいろな事象が出てき

て、それに対応しているということの話でありま

す。

もう１点お伺いしたいのですが、いわゆる介護さ

れている方も、受けている方も、高齢の方、あるい

は若年でぎりぎりのラインにいられる方というのが

あると思うのですが、そういう場合の個別の支援と

いうのは、細かくは言えないと思いますが、早期に

この方は入所したほうが、施設だとかですね、そう

いった支援に結びつけたほうがいいだとかというよ

うなケースだとかというのも数多くあるのではない

かなと思います。いろいろと介護計画の中にでも、

やはりそういう事例が最近多くなってきているとい

うことの話の中で、そういったところの、本人もそ

うだけれども家族の支援も必要になってきていると

いうことで、いろいろやり取りしながら、ヘルパー

が入るだとか、いろいろな訪看が入るだとか、いろ

いろなやり取りの中で実施しているということが言

われておりますが、この令和５年においても、やは

りそういう状況というのは、ケースとしてそう多く

はないかも、何ケースぐらいあったのかというの

と、どういう方向でそういった人たちに対して理解

を促す、こちらから話しても、相手側がなかなか諸

事情で受け止められないという状況もあるかと思い

ます。そうしますと、皆さん方の苦労がなかなか、

すっと行けばいいのですが、なかなか結びつかない

と。どうしたらいいのだろうというような話になっ

てくるのかと思いますが、そういった問題の解決の

糸口や、あるいはどうしたらいいのかというよう

な、いろいろな相談もあったとか、内部での相談も

あったとか、そのいろいろな状況についてお伺いい

たします、その状況について。

○委員長（岡本康裕君） 地域包括支援センター施

設長、答弁。

○地域包括支援センター施設長（加藤靖之君） ４

番米澤委員の支援に結びつきにくい方の解決策につ

いてお答えします。

委員のおっしゃるとおり、このまま何も支援がな

ければ明らかに生活が破綻していく、あるいは介護

が重篤な状態になっていくといった方も、御自身の

状態を正しく把握されないという認知症の方、ある

いは精神疾患の方、病気の理解のちょっと難しい方

など、そういう方が大勢おられます。

件数につきましては、総合相談の中にいろいろな

複合的な相談と織り交ぜて入っていますので、特に

そこを抽出して件数は出しておりませんが、最近は

増えている印象がございます。その背景には同居す

る御家族様がいらっしゃらなくて、一人暮らしが増

えたことで、病気が始まっていても、なかなか適切

なサービスにつなげる親族や関係者がいらっしゃら

ないというところが大きく影響しておりまして、以

前ですと、ある程度息子さん、あるいはお孫さんが

同居していたりで、ちょっと今日は様子がおかしい

なというちょっとした気づきに、介護サービスにつ

なげられていたのですけれども、最近はそういった

進行してからの発見が増えているなという印象を受

けております。

解決の糸口につきましては、御本人が介護サービ

スを拒否されたりという場合も多くございます。そ

ういったときには、粘り強く関係づくりをしたり、

信頼関係を築いたりしながらサービスの利用を促し

て、体験利用ですとか、そういった説明しながらつ

なげて予防に努めているところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

決算についての質疑でございますので、よろしく

お願い申し上げます。

○４番（米澤義英君） 決算の質疑をしています

が。

○委員長（岡本康裕君） 今はちょっと決算とはか

け離れている内容かなと思うので。

○４番（米澤義英君） 重要な内容なので、先ほど

から言いましたように……

○委員長（岡本康裕君） ページ数を言って、質疑

をお願いいたしたいと思います。

○４番（米澤義英君） 延長線にありますので、包

括のほうです。

○委員長（岡本康裕君） ページ数をお願いいたし

ます。

○４番（米澤義英君） そういう状況だということ

で、非常に人の配置だとかも含めて、重要な位置づ
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けになっているということだと思います。

なかなか、現在の職員の配置によれば、社会福祉

協議会や高齢者支援班も含めて、そういった連携の

中で、よく実践というか、いろいろ相談しながら対

応しているということが分かります。ただ、見る限

りでは、包括の部分の職員配置の問題だとか、いろ

いろ課題はあるのかなと私自身は思っているのです

が、町長にお伺いいたしますが、やはりこういった

部分の、やはり今相当どこの部署もそうなのです

よ、同じなのですよ、それぞれ違いはあるけれど

も。特にやはり上富良野は健康づくりのまちとして

も宣言した町でありますし、そういう意味で、きち

んとした職員の悩みだとか、そういうものに対応で

きるような部内のやり取りというのもしっかり部署

ともしながら、こういった問題に対する対処の仕方

というのを、より一層充実していく必要があると思

うのですが、町長のこの間の職員の答弁、やり取り

の中で、こういった問題について、どういう認識な

のかお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。

高齢者を取り巻く、包括、高齢者支援班等を取り

巻く状況というのは、高齢化社会において、日々と

いいますか、日々ではないかもしれませんけれど

も、年々といいますか、変わっていく状況にある中

で、職員とそのほか民間の事業所等も含めて、コ

ミュニケーションを密にして、問題がないかどうか

というのは、常に意見交換しながら、限られた資源

ではありますが、よりよいサービスを住民に提供で

きるように情報交換してまいりたいと思っておりま

す。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） どっちになるか、２６１

ページと２６５ページ、両方にまたがる話になるの

ですけれども、介護サービスの給付費を見ますと、

いわゆる在宅介護サービスと施設介護サービスの金

額の差がかなり縮まっておりまして、国が在宅のほ

うに、施設から在宅のほうにシフトするということ

にもつながっていると思うのですけれども、恐らく

当然のことながら、重度化が進んでいないことが見

られるのかなとも考えるのですけれども、２６５

ページに携わることにもなるのですけれども、この

間、町としても非常に重度化予防の事業というもの

を上乗せサービスを含めた中で進めてきた結果とし

て、こういう表れになっているのかなと推測しま

す。

それで、お聞きしたいのが、この５年度におい

て、特に重度化予防に特化する事業というのは、ど

ういう事業があったのかをお聞かせ願いたいです。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

──────────────────

午前 ９時３９分 休憩

午前 ９時３９分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。

保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（三好正浩君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。

重度化予防、介護でいうと介護予防ということ

で、いろいろな様々な、町内であれば、ふまねっと

だとかそういうところも介護予防の一つなのですけ

れども、重度化予防ということになると、どちらか

というと健康部門というか、健診の部門が大きいの

かなというところで思っておりますので、介護予防

の、介護の重度化予防となると、なかなかちょっと

これという、重度化というところの言葉がちょっと

該当になるかというところですが、介護予防として

は、そういった運動を行うとかというところが、予

防なのかなと思います。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） すみません。重度化事業と

聞いたから悪かったですよね。重度化予防事業では

なくて、取組として健康づくりと連動させながらと

いうところで捉えてよろしいですか。分かりまし

た。

もう１点いいですか。

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） ２６３ページ、住宅改修費

に対するところで、今年度、住宅改修について、何

件でどのような内容だったのか教えてください。

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） ５番金子委員

の住宅改修に関する御質問のほうにお答えさせてい

ただきます。

令和５年度については、２６件の申請がありまし

て、２６件全てにおいて手すりの設置というものが

ございます。１件の申請で、複数箇所を直す申請も

上がってきますので、手すりのほかに、敷居の撤

去、ちょっと高さある敷居を撤去して、バリアフ

リー化するような改修ですとか、床材の変更、滑り

やすい床をちょっと滑りにくい、転倒防止のために

床材を変更するような申請のほうも上がってきてお

ります。

以上です。
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○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。

○５番（金子益三君） ありがとうございます。

例えば、基準が恐らくあると思うのですけれど

も、何割負担とかというのと、大きな例えば水回り

の改修とかというのは対象になるのですか。例え

ば、お風呂を介護用のお風呂にするとかという、そ

ういったところの改修も対象になるのですか。

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） ５番金子委員

の御質問のほうにお答えさせていただきます。

お風呂場ですと、お風呂のほうに入りやすいよう

に、お風呂場のほうに手すりを設置するというよう

な住宅改修はございますけれども、お風呂、浴槽そ

のものを改修するというような住宅改修のほうは申

請の対象とはならないという状況となっておりま

す。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） 何割負担ですか。

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） 割合の問題で

すけれども、こちら介護保険サービスの中での給付

になりますので、ほかのサービスと同様、所得に応

じてなのですけれども、大体の方は１割になります

けれども、所得の多い方につきましては２割、３割

の負担となっております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで介護保

険特別会計の質疑を終了いたします。

次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の２７

３ページから３０１ページまでの質疑を行います。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 全般についてお伺いいたし

ます。

担当の方も替わられた部分もありますが、この成

果報告書を見まして、７４ページなのですが、確か

にこの間、こういう事業というのは、他の事業もそ

うなのですが、一般会計からの繰入れ等がなければ

なかなか運営が厳しいという状況があるということ

が、この報告書の中でも書かれております。

特にそういう状況の中で、この収支の面で内部で

この収支のいろいろ経費の見直しだとかしながら、

令和５年度、全般的な健全経営というか、経営に向

けての取り組まれた努力、取り組まれた内容等、ど

ういう目標で実施されていたのか、この点、無駄な

ものは省くだとか、必要なものは取り入れるだと

か、そういうことをやりながら収支の改善に努力さ

れてきたかと思いますが、そういう内容について、

令和５年度についてお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。

○ラベンダーハイツ所長（深山 悟君） ４番米澤

委員の収支の見直し改善についての質問にお答えさ

せていただきます。

ハイツといたしましては、議会のほうにも説明し

ているとおり、ハイツ自体の目標値が５０人定員の

ところが４８.５、ショートステイ１０人定員のと

ころが目標５、デイサービスが２５定員のところが

１８ということをまず目標にしてということでやっ

ているところでございます。

ショートステイにつきましては、ニーズによって

自分たちの努力と相反する部分があるので、なかな

か自分たちの努力で収入を伸ばすということはでき

ないのですけれども、ハイツにおきましては、やは

り入退所につきまして、退所して、それから動くの

ではなく、退所が大体見えて、入院して、そして退

所するとか、あと体がちょっと重度化が激しくて、

別の施設のほうが本人のためにということで、そう

いう退所が先に見えますので、そういった部分で、

次の入所について、入所者選考委員会等で協議し

て、空き床を少なくするというようなことをまず努

力してやるということが、やはり空いていると収入

は入りませんので、ここの日数を減らすという努力

ということでやっているところでございます。

ただ、令和５年度の収支状況で御覧のとおりなの

ですけれども、やはりコロナという影響の部分と、

やはり介護度が大体平均４.１とかそういった部分

で、結構高齢になると、病院入院というのもやはり

避けられないことでありますので、入院により収入

を得られないという状況が、ハイツとしての努力で

はなかなかそこは改善できることではないというこ

とでございます。

基本的には、目標に向けて、まず職員体制の整備

とともに、空き床をすぐに埋めるというような努力

は、常に入所者選考委員会等で事前に協議していき

ながら、計画、前倒ししながら検討しているという

ことでございます。

あと、施設維持管理につきましては、４１年ほど

たつ施設でございまして、どうしても建物本体は大

丈夫なのですけれども、設備関係についての経年劣

化という部分では、必要最小限、入所者に不便をか

けない修繕というものを優先順位を決めながら、自

分たちの収支の状況を見ながら修理しているという

状況でやっているところでございます。

基本はもう既に、経常経費につきましても、絞る

ところまで絞っていて、あと実際には軀体、設備の
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関係で適切な運営と環境ができるような維持に努め

ているというところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

次、９番島田委員。

○９番（島田政志君） 多分２９３ページだと思う

のですけれども、成果報告書の７４ページですけれ

ども、介護ロボットを導入したということで、介護

ロボットがどのようなものかちょっと分からないの

ですけれども、これによって、どういった利点とい

うか、どういったメリットというか、改善されたと

ころがあれば教えてください。

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。

○ラベンダーハイツ所長（深山 悟君） ９番島田

委員の介護ロボットの関係の効果等の質問にお答え

させていただきます。

介護ロボットは眠りＳＣＡＮというものを今回、

令和５年度に様々な補助金で、合計１６台を設置さ

せていただいたところでございます。基本は、各

ベッドのほうにカメラを設置しまして、入所者の

方々が寝返り等の体動、あとは自分でベッドから降

りるとか、そういったものに反応するのが、介護士

室のモニターで把握できるというような形でござい

ます。

基本、私どもの施設につきましては、十字のよう

な東西に延びる、あと、ショートステイが南側に行

くということで、非常に管理している介護士室から

距離のある構造というものは、これは根本的にどう

することもできませんので、いかに速く事故防止の

ために入所者様の動きをチェックして、そして事故

を予防するということにつながっているということ

で導入させていただいております。これによって、

要はブザーが鳴る、あとはモニターで分かるという

ようなことで、少ない介護士においても、そこのモ

ニターを見れば、即、事前にお部屋のほうに行って

事故防止ができるということで、非常に効果のある

というような形で今、検証させていただいていると

ころでございます。これによって、介護士が常に部

屋を回って入所者様の行動をモニターするというこ

とよりは、１か所の場所で遠隔カメラで入所者様の

それぞれの状況をリアルタイムでモニターして、

即、事前に動けるということが、この介護ロボット

の効果と考えているところでございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますでしょうか。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 非常に、今、所長からの御

答弁、様々な質疑の中で、施設の経営自体、今年、

今年度、令和５年というのが経営支援を開始し始め

て、最高額に、残念ながら８,３３７万円プラス基

金の繰入れの４８０万円かな。ざっと単年度で９,

０００万円近くということで、非常に要因はこれま

でも御説明を賜っていますので、春先及び秋口の感

染症というのが要因で、確かに不可抗力であります

が、そもそも経営支援を開始した当初、その目標数

値である特養の４８.５、それからデイの１８、そ

してショートの５という数値は、その経営安定化策

支援を入れてとんとんになる数値ということで設定

を始めていると、自身、記憶しております。

しかし、この数年で、物価高及び職員の給与費の

高騰等で、この数値をもってしても、経営支援の分

を入れて、さらにもうこの数値を満床にしても、も

うやはり計算すると２,０００万円弱の赤字なので

す。これを、もう数年来続けているということで、

非常に首長がこの施設のトップになるわけですけれ

ども、本当に令和５年の一番苦しかった、この赤字

補塡ということも含めて、その数値を見たときに、

我々議決機関として、当初、経営安定化策支援に関

して賛同し、何とか施設維持を努めてほしいという

思いで認めましたけれども、その認めた当初は、１

０年でざっと二、三億円ぐらいかなというていで、

我々も賛同はしましたけれども、本当に単年度で１

億円、９,０００万円という額をもってすると、果

たして１０年後に一体幾らになるのだろうというこ

とで、全く数字的にももう限界なのかなと思うので

すが、令和５年の決算を受けて、町長、この支援、

また施設運営というものの厳しさは十分承知してい

ます。やはりどこかでかじ切りをしなければいけな

いと思うのですが、その辺のお考えに関してお伺い

します。

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生委員の御質問にお

答えしたいと思います。

荒生委員おっしゃるとおり、当初の条件より、物

価の高騰、賃金の上昇、また介護報酬の改定等々あ

りまして、満床にしていても赤字が出るという状況

は、委員おっしゃるとおりだと思います。これをど

のように捉えるかというのは、首長として、これま

でもお伝えした部分もあるかと思いますが、やはり

こういう高齢化が進むときにおいて、介護をする家

族にそういう人がいて、御家族の方、お子様とか、

また本人もそうなのかもしれません。将来的に不

安、住民の方の不安を解消する、医療もそうです

が、介護も上富良野に住んでいくためには、長く暮

らしていくためには、当然充実しなければ、上富良

野に安心して暮らしていけないと考えております。
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そのコストが幾らが妥当なのかというのは、議論が

あるところだと思いますが、現状においては、やは

り町民の不安を払拭するためにもといいますか、町

民の不安をなくすために、小さくするためには、ラ

ベンダーハイツは維持していきたいと考えて、前も

そう答弁させていただきましたが、現在も５年度の

決算を受けても、その思いは変わらないところであ

ります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 町長の考えは、これまでと

変わらないということは確認させていただきまし

た。

一方で、先に所長も答弁いたしましたが、施設も

４１年。昨年度決算、一昨年度決算、我々、意見書

としては、施設の老朽化に伴う修繕を適宜というこ

とで意見を付しています。今回、経営に関しては、

この令和５年度、特に支出繰出しの部分が多かった

ので、御指摘はさせていただきます。

一方で、４１年という施設、やはり、さきの町長

の一般質問の御答弁でも、鉄筋コンクリートなどで

５０年はというようなお話がありましたが、令和５

年の決算を振り返り、その施設の長寿命化、その以

前のスタンスと変わりませんか。

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生委員の御質問にお

答えしたいと思います。

法定の耐用年数は決まっておりますが、現実は当

然メンテナンスをしないと、耐用年数というのは維

持できないというのは、どの機械も建物も含めても

そう思っております。

現在のラベンダーハイツは、先ほど所長が答弁し

たとおり、軀体は屋根等々ありますが、やはり一番

問題なのが設備かと思っております。その辺をどう

いうふうに維持していくかも、経営そのものプラス

施設の維持管理というのも当然念頭に置きながら、

今後進めていかなければならないのかなと思ってお

ります。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 御答弁でも、うちの町には

なければならない、なければいけない施設というの

は十分理解いたします。一方で、施設の老朽化に伴

い、利用者の方々の利便性ということは、やはり念

頭に置いていただきたいと思います。他の施設を見

ても、近年多床室という形態はなかなかもう古く、

一昔前の時代のものであると認識しています。こう

いった個室化であるとか、そういったニーズに応え

るため、また数年前、町立病院の建設のときに、一

方、町民に流布されたラベンダーハイツというよう

な文字、これはあくまでも建設予定地ということで

の認識かと思いますけれども、町民、我々もその

後、お世話になる可能性もある施設だと思います。

やはり本当に将来を見据えた中で、修繕をして５０

年、６０年もたせたところで、利便性は一方でよく

なるかというと、やはりきれいな施設、また水回り

の、そういった老朽化に伴う臭いとかということ

で、不便をかけている入所者の方もたくさんいると

いうことでお聞きしております。

どこかのタイミングで、新しい施設に、ぜひかじ

を切っていただきたいと思いますが、その辺のお考

えを最後にお伺いします。

○委員長（岡本康裕君） 決算ではないですけれど

も。

○２番（荒生博一君） ５年の決算を受け。

○委員長（岡本康裕君） 町長、よろしいでしょう

か。

町長、答弁お願いします。

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生委員の御質問にお

答えしたいと思います。

５年度決算を受けてということで、答えさせてい

ただきますが、永久的に今の施設が使えるわけでは

ございません。かなり年数もたっておりますので、

その時期は近い将来だと思っております。そのこと

も、メンテナンスは、建て替え等々も含めて将来の

在り方も含めて念頭に置きながら、ラベンダーハイ

ツの運営に努めていかなければならないと考えてお

ります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これでラベン

ダーハイツ事業特別会計の質疑を終了いたします。

ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。

（説明員交代）

○委員長（岡本康裕君） 次に、簡易水道事業特別

会計全般の３０３ページから３１９ページまでの質

疑を行います。

６番林委員。

○６番（林 敬永君） ３１３ページの使用料につ

いてお伺いいたします。

使用料、現年分収入未済額が３３万８,２９６円

とございます。特別会計は出納整理期間はないの

で、こういう形かなと思うのですけれども、現状で

収入未済額が残っているのかどうか、確認をさせて

ください。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。
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座ってお願いします。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の御

質問にお答えいたします。

現在、未収額ということで３３万８,９２６円ご

ざいまして、６７件でございます。ただ、令和６年

８月末現在で全て収入されて未済額はございませ

ん。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで簡易水

道事業特別会計の質疑を終了いたします。

次に、公共下水道事業特別会計全般の３２１ペー

ジから３４１ページまでの質疑を行います。

６番林委員。

○６番（林 敬永君） ３３１ページ、簡水と同じ

ように、使用料、現年度分が収入未済額１,６９４

万２,４１３円ということでございますが、これも

先ほどの簡水と同じような御答弁かと思いますが、

これも全部回収というか収納されているのか、お伺

いしたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の御

質問にお答えいたします。

今、委員おっしゃられたとおり、未収額が１,６

９６万７,２９５円でございます。件数が２,３５９

件ございますが、８月末時点で２６件となっていま

す。１０万８,２０２円が今の現在の収入未済額と

なってございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） ２６件、１０万何がしがま

だ未納ということで御答弁だと思うのですが、それ

は見込みはあるのでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） 当然、これから

引き続き訪問、また電話勧告、面談を実施しまして

回収に努めていきたいと思っております。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） 分かりました。ぜひ、いつ

もどおり収納のほうに努めていただきたいと思いま

すが、その下の滞納繰越分も２万４,８８２円ござ

います。これは昨年、令和４年度決算でもあったか

と思うのですけれども、こちらのほうは状況はどの

ようになっているのでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の御

質問にお答えします。

この２万４,８８２円は過年度分ということで、

現在もこの額で推移してございます。

以上でございます。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） ということは、なかなか無

理な現状なのでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） その内、内容を

お話ししますと、居所不明があったり、死亡があっ

たり、分納中の方もいらっしゃいます。その中で１

０件２万４,８８２円ということでございます。

以上でございます。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

○６番（林 敬永君） 別でもよろしいですか。

○委員長（岡本康裕君） 別件で。

６番林委員。

○６番（林 敬永君） ３３９ページの委託料につ

いてお伺いいたします。

委託料、根幹的施設建設工事委託業務２,２０３

万円とございますが、こちらどんな委託業務だった

か教えていただけますか。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の御

質問にお答えいたします。

御質問がありました委託費の根幹的施設建設工事

委託でございますが、なかなか根幹施設という言葉

はなじみがないと思いますが、根幹をなすという意

味合い的には、基本施設、重要施設という意味でご

ざいます。

今回の業務内容につきましては、日本下水道事業

団との委託契約を行いまして、下水処理施設の管理

棟となりますが、耐震化構造に向けた耐震解析設計

を委託してございます。その委託費でございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） 耐震化ということは、令和

５年度で設計委託業務が終わっているので、新年度

では工事に入った、これは違うか、聞けないのです

ね。この決算を受けて取組はどのようになるのかと

いう御質問にさせていただきたいと思います

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の御

質問にお答えいたします。

令和４年度に耐震診断を実施してございます。そ

の耐震診断に基づいて、令和５年度は耐震構造に向

けた耐震解析設計を行っています。それを基に、今

度は予算づけの関係もございますが、令和６年度は

耐震設計を行いまして、令和７年度に機械設備の設
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計をいたしまして、それ以降に工事、７年度に同時

に工事等を行っていきたいと考えております。

以上でございます。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） 別でもいいですか。

○委員長（岡本康裕君） 別件でどうぞ。

○６番（林 敬永君） 今のは分かりました。

３３７ページの委託料で、当初予算が６２０万

３,０００円で、支出済額が２３５万２,６１８円と

いうことで、不用額が当初予算の３分の２が不用額

となっていますが、この要因というのは何でしょう

か。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の御

質問にお答えいたします。

不用額が３８５万３８２円ということでございま

すが、これは先ほど申し上げましたように、未払い

の部分がありまして、その未払いの部分がまだ払っ

ていないということで、法適の３８５万円を４月以

降に支払うため、見払いの不用額となってございま

す。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。

──────────────────

午前１０時０８分 休憩

午前１０時０８分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。

上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） 打ち切り決算で

ございますので、その分未払いということになって

いまして、それが不用額となっています。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで、公共

下水道事業特別会計の質疑を終了いたします。

以上をもって、各会計歳入歳出決算の認定につい

ての質疑を終了いたします。

暫時休憩といたします。２０分に再開をいたした

いと思います。よろしいでしょうか。

１０時２０分再開です。

──────────────────

午前１０時０８分 休憩

午前１０時２０分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。

質疑を続けます。

続いて、令和５年度上富良野町企業会計決算の認

定についての質疑に入ります。

最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。

６番林委員。

○６番（林 敬永君） 水道事業会計決算報告書の

７ページの総括が記載されております。その中で、

中ほどなのですけれども、令和５年度の収支も黒字

決算となって、給水収益増加の要因の一つに一部利

用団体の一時的な水道水の使用量増加というのが記

載されております。水道事業会計の黒字になるぐら

いのということは、どのような団体なのか、どのぐ

らい水を使われていたのか、教えていただければと

思います。

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） ６番林委員の、こ

の一部利用団体の名称を申し上げていいのかなので

すけれども、南町４丁目に拠点を構える、そこの団

体の使っている自賄いの水が調子悪くなって、町の

水道水を使っていただいたということで、それも上

乗せになるので黒字につながったということであり

ます。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） 分かりました。ちょっと町

内でそんなに影響があるところは私も分からなかっ

たので、分かりました。ありがとうございます。

次の質問行ってよろしいでしょうか。

同じ報告書の１８ページの委託料、１１節委託料

７３１万２,９９２円ということで、備考のところ

に、水道事業の経営戦略見直し策定業務と検針委託

ほかということでございますが、この内訳とこの策

定業務の内容についてお伺いしたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ６番林委員の御

質問にお答えいたします。

御質問がありました委託費の内容でございます

が、備考欄に書かれている、今おっしゃいました経

営戦略見直し策定業務が３４０万円、そのほかに検

針業務が３４１万円、備考欄に記載がありません

が、そのほかとしてインボイス制度に伴う改修費、

これはシステム改修費と言いまして、インボイスの

関係で、消費税の関係で４５万円のシステム改修で

ございます。健康診断が約５万２,０００円となっ

ています。

この策定の内容でございます。これは平成３０年

３月に策定した上富良野の水道事業の経営戦略の見

直し業務でございまして、総務省の指導によりまし

て、その策定後３年から５年ごとに改定するよう、

より質の高い経営戦略の策定について指導要請を受

けているところでございます。当町においても、策
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定から５年を経過したところから、経営戦略の見直

しの策定をしたところでございます。

内容につきましては、投資財政計画が中心となり

まして、令和６年度から１０年間の施設の整備や水

道管更新に関する投資資産と水需要の予測を反映し

た財政試算を行い、中長期的な収支計画の見直しの

策定をしたものでございます。

以上でございます。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） 分かりました。平成３０年

度に策定したものを５年ごとに……、５年ごとでよ

かったですか、見直し。そうですね、令和５年度の

決算ですからね。ということは、先日議会で剰余金

の承認をいたしましたけれども、こちらは水道料金

が上がっていくということなのでしょうか。先ほど

の一部利用団体が大量に使っている水は、もうなく

なっているのかは分かりませんけれども、それがな

ければ赤字ということなので、令和５年度の決算で

考えれば、それがなければ赤字ということが想定さ

れているのですけれども、今の策定業務は、今後ど

ういうふうになるでしょうかね、決算を踏まえて。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） 御質問ありがと

うございます。

この計画は、今後資金計画を基に収支の資金繰り

が支障がないように、収支均衡に向けた将来の料金

収入を予測する資料となります。また、財政シミュ

レーションの資料となりまして、施設設備投資に関

する計画の資料となります。

今後委員の皆様に、この令和５年に策定した経営

計画の案の御説明を今後させていただきまして、見

直した計画をホームページ等で周知していきたいな

と考えてございます。

赤字になるかどうかというのは、今後そういった

シミュレーションをした結果になります。今、委員

が言われましたように、令和５年度につきまして

は、一部団体から収入があったということでありま

すが、令和６年度についてはちょっと計算しても分

かりませんが、赤字にならないようになるべく経営

をしていきたいなと思ってございます。

以上でございます。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 関連でお伺いいたします。

他の近郊の自衛隊施設ある旭川にしても、やはり

将来の町の経営状況を考えた場合に、自衛隊の給水

というのも当然してもらうというのも対象にあるの

かなと思っております。ただ、どのぐらい年間使う

のか、その量によって給水量が足りるのかどうなの

かというところもあるかと思いますが、この令和５

年度を踏まえて、どのような印象をお持ちなのかお

伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） 令和５年度の部

分で、自衛隊の部分でございますが、かなりの量に

なってございます。それはコンスタント、定期的な

ものではないものでございますので、今後収入が

減っていくのかなということになりますが、自衛隊

の部分については、専用水道で水道を賄っていると

いうことなものですから、ただそういう緊急的な水

道の水が必要になった場合は、水道管から給水でき

るようなシステムにというか、接続するような工事

を過去に行っていまして、それを開ければ水が入っ

てくるということになってございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。

ほかございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで水道事

業会計の質疑を終了いたします。

ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。

（説明員交代）

○委員長（岡本康裕君） 次に、病院事業会計全般

の質疑を行います。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 今般の上富良野町病院事業

報告書の８ページになります。中ほどになります

が、この三、四年振り返りますと、慢性的な医師不

足というのは、一方で改善されていないのかなとい

うことになりますが、令和５年度、医師不足解消に

向けた方策及び実践を行った内容に関してお伺いし

ます。

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。

○病院事務長（長岡圭一君） ２番荒生委員の御質

問にお答えいたします。

荒生委員おっしゃるとおり、医師につきまして

は、１人退職に伴いまして、今現在も引き続き医師

不足というようなことになってございますが、令和

５年度につきましても、やはり私たち町立病院につ

きましては、旭川医大の関連病院でありますことか

ら、旭川医大の内科系の医局のほうに、町長と一緒

に、医師派遣につきまして要請をしているところで

ございます。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） それはどのような頻度で要

望活動を行っているのか確認させてください。

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。
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○病院事務長（長岡圭一君） ２番荒生委員の御質

問にお答えします。

令和５年度につきましては、年度当初並びに、あ

とたしか年末にも行いまして、あともう１回あった

かと思いますので、３回程度と思います。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 令和５年の決算を見ても、

事業内容によっては改善されているところはあると

思うのですが、結局はずっと厳しい状況が数十年来

続いております。

その中で、今般我々に、この先の分になりますけ

れども、経営の強化プランということで、たしか令

和９年度ぐらいから、新病院の移行に伴い、一部バ

ランスがよくなるような数字的なものは示されてい

ますけれども、令和５年の決算を見る限り、ちょっ

と僕の頭の中では想像ができない、乖離した数字に

なっていると思うのですが、令和５年の決算状況を

鑑み、将来大丈夫ですか。

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。

○病院事務長（長岡圭一君） ２番荒生委員の御質

問にお答えいたします。

収支の状況、あと今後の推計等でございますけれ

ども、令和５年につきましては、御存じのとおり、

赤字というような、例年に引き続き赤字なのですけ

れども、経営強化プランで示したプランにつきまし

ては、あくまでも今現在、医師が２人のところを、

もう１人増やしての３名体制での経営強化プランを

作成しているということで、前回のときにも説明さ

せていただきましたが、それが前提とならなけれ

ば、なかなか収支改善にはつながらないかと思って

おります。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） いよいよ新病院も来年の６

月オープン、５月に迫っていますけれども、本当に

これは危機的状況だと思うのですけれども、何とか

医師の派遣、ならないのでしょうか。町長、いかが

でしょう。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生委員の御質問に

お答えいたします。

お医者さんの確保に向けて、今、事務長が答弁し

たとおり、いろいろな教授といいますか、いろいろ

な内科の関係のほうに一生懸命お願いして歩いてい

ると。今年度においても、それは引き続きずっと

行っているということは、説明のとおりでございま

す。なかなかお医者さんにつきましても、やはり常

勤のお医者さん以外にも、旭川医大からはいろいろ

な専門家の先生を派遣してもらう関係、それから、

夜勤の部分でやっていただいたり、救急の部分を

担っていただいたりと、常勤の先生以外にも、なか

なか旭川医大との良好な関係なしには全く現在の町

立病院も運営できないというのが実態でございま

す。どこかから、独自ルートなどはそんなにあるわ

けでもないのですけれども、どこかから内科の先生

を来ていただければ、それで成り立つのかなという

と、それもいろいろ難しい面もお医者様の世界の中

でありますので、そういったことをきちんと、現在

の院長先生などの意向も聞きながら、それからその

大学病院の複雑な関係といいますか、バランス、私

ども分かりづらいところなのですけれども、そう

いったものも慎重にお伺いしながら進めていかない

と、来ていただける先生が、確かに医大のほうも本

当に先生不足でということは言われていますので、

大変難しいかと思いますけれども、しっかりとそう

いった部分も訴え続けることが大事なのかなと思っ

ております。

そういった中で、医大のほうから誰か紹介しても

らうなり何なりでとかという、そういうようなきち

んとつながりをしっかり保つことも、病院運営の中

で、常勤以外にもすごく多くの先生に来ていただい

ていますので、そこをどういうふうにやるのか、デ

リケートな部分もきっとお医者さんの世界ではある

と思いますので、そういったところをしっかりと理

解しながら、慎重に取り進めていかなければならな

い課題だと思っているということで、御理解を賜り

たいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） やはり一方で、来年の５月

竣工ということで、町民の期待感、建物は新しくな

りました、電子カルテもありません、待ち時間も変

わりません、医師は１人不足のままです、こういっ

た状況が、果たして町民の福祉のサービスに寄与す

るのかなということで本当に不思議です。この間、

振り返りますと、お一方の定年延長、またお一方の

会計年度任用職員へのシフト等々も含めると、今、

副町長御答弁で、旭川の第３内科になるのでした

か、医大との良好な関係を構築しているということ

をおっしゃっていましたけれども、本当に良好な関

係が構築されていたら、そのようなことをせずして

も、人を回していただけるのではないかなと、全く

デリケートな世界で、ここまで言及はしたくないの

ですけれども、本当にやはり竣工が目の前に、差し

迫っている中で、僕は非常に危機感を感じていま

す。もう一度御答弁願います。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生委員の御質問に
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お答えします。

委員御心配されるのは、本当にごもっともだと思

います。それから、非常に、医療バランスですよ

ね、地域ごとの医療のばらつきの中では、本当に、

上川はまだいいほうなのですけれども、でも上川の

中で富良野保健所の管内で見ると、富良野保健所の

ほうは非常にお医者さんの濃度が薄いということ

で、一見すると、旭川の中心とした上川の中央部と

いうのは、医療というかお医者さんが大勢いるよう

なものに見えるのですけれども、実際は現在のお医

者さん方というのは、大変細分化、専門化している

ことから、医大でも本当に医師不足ということが懸

念されているそうです。本当に良好な関係、崩れて

はいないのですけれども、そういったことで、向こ

うも大変苦しい医師の台所だということも訴えられ

ておりますし、とはいえ、我々もゴールというか、

一定の区切りの時期、迎えるわけですから、そう

いったものに向けては、一生懸命そのものをしっか

りと訴える。常勤が無理であれば、それに代わるよ

うなきちんとした診療体制、それから入院をフォ

ローしてもらえる体制、そういったものをどういう

ふうに構築するかということも、しっかりと話し合

いながら進めていかなければならないと思っていま

すので、すみません、全然決特の答弁にはなってい

ないのですけれども、そういったことで、現状報告

ということで御理解を賜りたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。

４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） あわせて、お伺いしたいの

ですが、確かに努力されているということは分かり

ます。ただ、相手もいるということなのですが、そ

こでお伺いしたいのですが、定年延長だとかしまし

た、会計年度任用職員という形になりました。そう

しますと、年齢的にも、もう既に７０、一定程度が

来ましたら、限界でもう体力ももたないということ

で、今お願いして、そういう状況になっているかと

思いますが、現行の医師の方が大体もう限界になる

という年数というのは、大体ある程度大枠、目安が

ついているのかなと思います。あとは、本人の方が

努力して、またいいですよということになれば、そ

れは別だと思いますが、どのようにお感じですか。

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の御質

問にお答えします。

医師の退職の時期というか、そういった感じだと

思いますけれども、今現在、院長、副院長につきま

しては、今現在のところ、いつまでをめどにもう辞

めさせていただきたいというようなことは、今現状

はございません。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 確かに今現状はないという

ことでありますが、いずれにしても、後は大体見え

てきているのかなと、失礼な言い方なのですが、年

齢的なもの、体力的なものも含めるとなります。そ

うしますと、やはり今同僚委員が言われるように、

いろいろ努力はされているけれども、やはり医師の

確保というのは絶対的な経営上においても大事だと

思います。

あわせて、やはり看護師の確保だとか、医療院が

できるという状況になるということになれば、一定

程度基準を満たした職員の配置というのも当然出て

くるという形で、令和５年度の予算だとか職員配置

を見ますと、そういうことになるのではないかなと

思いますが、この点はいかがでしょうか。

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の御質

問にお答えいたします。

看護師並びに介護士の配置基準につきましては、

現在令和５年度の状況におきましては、看護師のほ

うは充足してございます。介護士につきましても、

今現状の中では施設基準は満たしているのですけれ

ども、それが４０床になると、なかなか今現状の人

数ではぎりぎり、最低基準ではぎりぎりになります

けれども、ぎりぎり大丈夫かなというようなことで

はありますが、最低基準ではなかなか本当に運営は

できないと思われますので、今現在も、介護士につ

きましては募集をかけて、いい人材がいれば、その

都度採用をしているという状況で、あと、今現在介

護士のほうもパートタイムで働いている短時間の

人、その方々が子どもさんが結構大きくなってき

て、手がかからないというような状況になりました

ら、フルタイムへの移行ということもお願いして、

その常勤介護士さんを増やすというようなこともし

ている状況でありますので、都度そういったことで

配置基準を保っているというか、今後に向けて、配

置基準をしている状況にあります。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） そうしますと、いろいろ配

置基準を満たさなければならないだとか、いろいろ

な要因があります。やはり介護士に至っても、きち

んと確保しなければならないという形になっていま

す。今でも看護師に至ってもなかなか採用は難しい

という状況であります。一定程度やはり介護士に

至っても、正職員として新たに採用するのであれ

ば、そこから踏み出して、そういった処遇面の改善

も含めた中での対応策もしなければならない部分も
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あるかと思いますが、こういった現場にいる今の職

員の方たちについても、そういう条件があれば正職

員に採用するということも、両方検討する必要があ

ると思いますが、現状、町長、こういった部分の対

応について、どのようにお考えなのかお伺いいたし

ます。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えします。

委員御存じのとおり、町立病院の介護士について

は、常に正規の看護師とセットで動くということか

ら、会計年度任用職員の立場での採用をお願いして

いるところでございます。そういったことで、今の

病院の経営の計画の中でも、一応人件費等の試算の

中でも、一定程度そういった部分で会計年度任用職

員を前提とした計画にもなってございます。ただ、

やはりそういった懸念というのは常に人材確保の面

でいろいろな面があることですから、人材の確保と

いう観点からいえば、多様な採用の仕方というのは

常に検討する値はあるのかなと思っていますが、現

状のスタイルの中では、町立病院は今、ラベンダー

ハイツとは違って、看護師と介護士のすみ分けとい

うか、共同の仕事のシフトをきちんと組んでおりま

すので、そういった意味で、現状では会計年度任用

職員で何とかお願いしたいなというのが実際の計画

ということでございます。

ただ、町立病院に限らず、いろいろな部分で、今

ちょうど定数のこともいろいろ、専門職も含めた定

数のことも検討しておりますので、そういった部分

も含めて、やはり正職員化するということは、その

町全体の正職員の数にもいろいろと影響がある。そ

れから全体の人件費の部分の総額の中でもいろいろ

とある中ですから、特に企業会計になれば、そうい

うところをシビアに求められますので、そういった

ことを含めて、しっかり検討しなければならない課

題だということは認識しているということで、御理

解を賜りたいと思います。

今すぐということは、なかなか難しいのかなとい

うのが、私の見解でございます。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 難しい課題だけれども、現

実的にもう医師の確保と、そういった看護師、介護

士の確保というのが急務だという状況にあります。

そうしなければ、経営自体も成り立たないという状

況。

一方で、当然そういった経費の増えるというのも

当然出てくると思います。ここら辺はジレンマなの

ですが、ただやはり必要な、同僚委員も言われるよ

うに、医療の提供だとかそういうことを考えれば、

そういったものも含めて、総体的な人員の一般会

計、企業会計も含めて、見直しをしなければならな

い、そういう時期だと思いますが、この点いかがお

考えですか。

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えします。

本当に全体の中でしっかりと見据えていかなけれ

ばならない、定数の問題だと思います。病院に限ら

ず全ての職員が、今回ものすごい人事院勧告や何か

で、給料の構造自体が若い人のほうにシフトするよ

うな、構造自体が変わってきました。そういったこ

とからいくと、それらを踏まえた上で、将来像も、

何年後にどれくらいの人件費がかかるのだというこ

とも含めながらやっていかなければならない。病院

からかなり離れてしまっていますけれども、そうい

うようなことだということは認識しておりますの

で、そういったことを重々検討しながら進めていこ

うということは認識して、取り組んでいきたいと

思っているところでございます。

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。

○４番（米澤義英君） 最後１点だけ。

この間、協会病院等からも、医師の派遣というこ

とで行われてきました。二次医療圏の協会病院とい

う形で、ちょっと分かりませんが、そういった部分

の二次医療圏の役割というのは、地方に要請があれ

ば、派遣する派遣しないというのは、台所の事情も

ありますから、なかなかそうはいかない部分もある

と思いますが、こちらもそういう重症患者がいれ

ば、協会病院で診ていただけるという関係をつくっ

てきたのかなと思いますが、医師の派遣だとか、そ

ういうことにおいても、どういう役割になっている

のか、ちょっとお伺いいたします。

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の二次

医療圏の中での医師派遣等についての御質問であり

ますけれども、今現在も、内科医師が協会病院のほ

うから、月に一度ですけれども派遣をいただいてご

ざいます。協会病院につきましても、医師不足とい

うのはあると思ってございます。その中で、こちら

から依頼というか、向こうが協力できることは協力

していただけると思ってございます。そういった医

師派遣についての取決めとかは特にないのですけれ

ども、状況に応じて、協会病院も可能な限り、派遣

はこちらから依頼したときにはしてくれるのかなと

思ってございます。

以上です。

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○委員長（岡本康裕君） なければ、これで病院事

業会計の質疑を終了いたします。

以上で、企業会計決算の認定についての質疑を終

了いたします。

暫時休憩といたします。

──────────────────

午前１０時５０分 休憩

午前１０時５２分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解き、委員会

を再開させていただきます。

これより分科会ごとに審査意見書の作成を行いま

す。

分科会ごとに審査意見書案が作成されましたら、

委員長まで提出願います。

会場については、事務局長より説明をいたさせま

す。

事務局長。

○事務局長（谷口裕二君） 分科会の会場につきま

しては、第１分科会は第２会議室、第２分科会は議

員控室となります。

分科会で審査意見書案を作成していただきまし

て、１１時３０分までに委員長のほうに提出をお願

いしたいと思います。その後、議長室で正副委員長

と分科長により成案の作成をしていただきます。

成案がまとまりましたら、議事堂で成案の報告、

審議を行いたいと思います。

以上でございます。

○委員長（岡本康裕君） それでは、暫時休憩とい

たします。

再開は、１１時の予定とし、分科会を開催願いま

す。（発言する者あり）

それでは、再開は１３時ということでお願いいた

します。

──────────────────

午前１０時５３分 休憩

午後 １時００分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。

審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読いたさせます。

事務局長。

○事務局長（谷口裕二君） 令和６年上富良野町決

算特別委員会、審査意見書案を朗読いたします。

一般会計歳出。

１、移住促進について。

既存事業の効果を検証して成果を示し、移住者の

増加に努められたい。

２、地域活性化起業人について。

主なる活動内容や事業成果について可視化された

い。

ラベンダーハイツ事業特別会計。

１、ラベンダーハイツの健全経営に努めるととも

に、将来計画策定を進められたい。

病院事業会計。

１、病院事業の経営安定化のため、引き続き医師

及び医療スタッフの確保に努められたい。

以上であります。

○委員長（岡本康裕君） ありがとうございます。

これより、審査意見書案の審議を行います。

ただいま朗読した審査意見書案について御意見あ

りませんか。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） ラベンダーハイツに関して

は、本年の６年の予算特別委員会で、経営安定化に

対しては意見書を付していますので、確かに５年の

決算を受けて、次の年度のということにおいては、

もうスタートした年度の頭に経営安定化ということ

で、健全経営に努めるように言及しているので、決

算ということで振り返ると、意見は議場で申し上げ

ましたので、意見書に付すことではないのかなとい

うことでいかがでしょう。皆さんで御審議いただけ

れば。

○委員長（岡本康裕君） ありがとうございます。

ただいま、ラベンダーハイツの件、意見いただき

ましたが、皆さんどうでしょう。

第１分科会には、案には上がってきておらなかっ

た。たぶん今申した理由で上げなかったと思うので

すけれども、２分科会ではこういった内容のほうが

上がってきたということで、ここで皆さんで話し

合って、意見書の作成ですので、忌憚のない御意見

いただければと思います。

１１番北條委員。

○１１番（北條隆男君） 予算の中で言っているか

らということなのですね。そうであれば、外して

も、１年間その様子を見て、次のときでも言えるか

ら、外してもいいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ありがとうございます。

そうしたら、こちらの意見書のラベンダーハイツ

事業に関しては、今御意見ありましたとおり、外す

という方向でよろしいでしょうか。

採決しなくていいでしょうか。

どうでしょう。

小林委員。

○１２番（小林啓太君） 気持ちを酌んで。普通な

らば載せなくていいかなと思うのですけれども、た

だちょっと個人的に、予算と決算、意見書両方あっ
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て、どっちでどういうかとか、どっちには載せない

という基準はあまりないというか、あまりはっきり

していないかなというのは、課題としてあって、今

回、第２分科会はなくした問題、第１分科会では載

せておきたいという話の中で上がったのは、やはり

決算を認定するという立場からおいて、スルーをす

るというのは、特に疑義がないという意思表明にも

つながる部分もあるのかなとも思ったりとか、あと

は、予算のときに言えばいいかというと、何かその

辺がうまくちょっと個々の考えもあまり合意形成は

されていないのかなとは感じているので、今後も含

めてどうすればいいのか、逆にそこも御意見いただ

けると。

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 小林委員の発言は非常にあ

りがたいと思うのですけれども、逆に、今回この決

算で言わず、令和６年の予算のときにしっかりと健

全経営に努めるよう言及しているので、次の決算で

は、その総括をしたときに、こうじゃないかという

ことはしっかりと意見に付せるのかなと思うので、

そういった連動性を考えると、今回は割愛していい

のかなと思います。

○委員長（岡本康裕君） 分かりました。

この案件につきましては、分科長と正副で集まっ

たときにも、載せるか載せないかということで、た

だいま副委員長おっしゃったとおり、黙っていれば

認めたのだなというのも、ちょっとあれかなという

ことで三角で、ここで皆さんに諮ろうと思って一応

上程というか上げましたが、そういった意味であれ

ば、口頭でということもできますので、文書にしな

くて口頭でお伝えするということもありかなと、今

ちょっと皆さんの意見を聞いていて。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） 究極で言うならば、討論が

あってもいいべきなので、意見書はあくまでも意見

書で何の効力もないので、どうしても言いたい部分

であれば、個人的な委員の立場で討論で反対だと、

この決算は認められないという方法もあるので、こ

この意見書に特段こだわらなくても、はいはいと言

われて終わってしまったら終わりな話なので、それ

はいつも予算のときも思っていたのですよ。ですの

で、最近あまり我々の意見書も軽んじられていると

ころがあるので、本来は討論、表決というのが、一

番最高の議決になると思うので、それでいいと思う

のです。もし、どうしてもというのであれば。

○委員長（岡本康裕君） 今いただいた意見から、

ハイツの件については載せないという方向でよろし

いですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） ありがとうございます。

そうしたら、ラベンダーハイツの件については、

削除ということでいかせていただきす。

それと、ほか、移住関係について。

５番金子委員。

○５番（金子益三君） 第１分科会のほうで出して

おいて申し訳ないのですけれども、地域活性化起業

人の活動内容と成果の可視化というところが分けた

ほうがいいのかなと思って、主たる活動内容につい

ては丁寧な説明を求めて、事業成果について検証さ

れないと駄目なのかなとちょっと思ったのです。そ

れは今御飯食べていて思ったことなので。可視化さ

れていないのですけれども、今、現段階では。た

だ、それを言うよりは、きちんと事業の成果、効果

について正しく検証しているのか、事業やりっ放し

で終わっていないのかとか、消化事業になっていな

いのかとかというところを、きちんと聞いたほうが

いいのかなと、今、文章化されたもの見て思いまし

た。

活動内容については、比較的委員会でもあまり丁

寧な説明もらっていないのですよ。今回の事業もそ

うだし、映画のストーリーの件もそうだし、ラベン

ダーの、シソの匂いのものもそうだけれども、何か

起業人が悪いとは言わないですけれども、地域活性

化起業人のやる仕事、事業が全く分かっていない。

深掘りしていないで進んでしまっているのがあるの

で、そこの事業内容についてもう少しきちんと事前

の説明があったほうがいいのかなという反省から思

いました。それは一言で言うと、可視化されていな

いのかもしれないのですけれども。

○委員長（岡本康裕君） 多分、可視化って何とい

うことですね。数字で出てるのだけれどもとか、言

われる部分も前回はあったので。

○５番（金子益三君） だったら、先の事前の活動

内容については、事前に十分丁寧な説明を議会にし

てもらって、成果については、きちんと検証しても

らったほうがいいのかなと今思いました。すみませ

ん。先ほど思えばよかったのだけれども。

○委員長（岡本康裕君） そうしたら、「活動内容

については、事前に十分説明され、事業成果につい

ては正しく検証されたい」と。

○５番（金子益三君） そう思いました。それは、

私、今勝手に思ったけれども。

○委員長（岡本康裕君） そういう御意見いただき

ました。活性化起業人については。皆さん、どうで

しょう。可視化って何ということになると思いま

す。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 分からないよねというよう
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な。要は不透明な活動に関して、委員各位が疑義を

抱いたというのが始まりなので、それをコンパクト

に集約したのが可視化という意味なので、文書とか

フレーズを変えるのは全く異論はないのですけれど

も、要はあまりにも活動内容見えないよねというよ

うな米澤委員の質問から、今回の意見書に付してい

るという経緯があるので、そこをもうちょっと考え

た上で、文書をつくりたいと思います。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） 地域活性化起業人は４年、

５年、６年と説明があったので、４年度のときに議

会には説明はあったと思うのです。活動内容、目

的、目的はなかったのかもしれない。だから、もし

ここで聞くのであったら、決算だから、事業成果の

みでしょう。（「実は起業人、途中で変わっている

のですよ」と呼ぶ者あり）

でも、それさえも議会では報告はされていますよ

ね。（「なぜ変わったかということは全く説明を受

けていないはずです」と呼ぶ者あり）

でも、４年度の話ですからね、それを今ここで決

算で言うのも。５年度決算で言うのも、いや、自ら

は説明していますと。あくまでも５年度の決算の中

の事業報告としては、成果報告にもないのだから。

そこの部分を言ったほうが。（「成果だけにする」

と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 「事業成果について正し

く検証されたい」と。

２番荒生委員。

○２番（荒生博一君） 検証とかというようなフ

レーズではなくて、しっかりと成果報告せよという

ことを言いたいのですよね。

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。

○６番（林 敬永君） では、「事業成果について

報告されたい」とストレートでもいいかもしれない

ですね。可視化というのは確かに今も違和感は

ちょっとあるけれども。（「事業内容がついている

から可視化とあるのですね」と呼ぶ者あり）

活動内容を抜いて、事業成果について、何だろ

う。

○２番（荒生博一君） 「明確に報告されたい」。

○委員長（岡本康裕君） それでは、「地域活性化

起業人について、事業成果については明確に報告さ

れたい」という文になるかな、今のをまとめると。

「ついて、ついて」になってしまうね。

「地域活性化起業人の事業成果について、明確に

報告されたい」でいいですかね。

今言った文で、後ほど清書します。（発言する者

あり）

それでは、病院については両分科会から上がって

きて、内容は全く同じ内容であったので、あとの言

い回しの部分だけになるかと思いますが、どうで

しょう。いいですかね。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 分かりました。

そうしたら、地域活性化起業人のところだけ

ちょっと手を入れさせていただいて、ハイツは取る

ということで。移住と起業人と病院の３点というこ

とでよろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩で少々お待ちく

ださい。清書してきます。

──────────────────

午後 １時１３分 休憩

午後 １時２０分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解いて、清書した

意見書を事務局長から朗読いたさせます。

事務局長。

○事務局長（谷口裕二君） 改めて、意見書案の部

分の対応を報告させていただきます。

一般会計歳出でございます。

１、移住促進について。

既存事業の効果を検証して成果を示し、移住者の

増加に努められたい。

２、地域活性化起業人の事業成果について、明確

に報告されたい。

病院事業会計。

１、病院事業の経営安定化のため、引き続き医師

及び医療スタッフの確保に努められたい。

以上であります。

○委員長（岡本康裕君） これで、よろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） ありがとうございます。

それでは、暫時休憩といたします。

再開は１３時４５分ということでお願いいたしま

す。

──────────────────

午後 １時２０分 休憩

午後 １時４５分 再開

──────────────────

○委員長（岡本康裕君） それでは、休憩前に引き

続き、委員会を再開いたします。

理事者より、所信表明の申出がございますので、

発言を許します。

町長、斉藤繁君

○町長（斉藤 繁君） 委員長の許可を得まして、

所信を表明したいと思います。
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まずは皆さん、御多用の中３日間の御審議賜りま

して誠にありがとうございます。

先ほど委員長、副委員長を通して、決算特別委員

会の意見書を頂きました。これらの意見、非常に重

要なもので、真摯に受け止めて、今後の行政運営に

反映していきたいと考えております。

我が町も含め地方行政においては、少子高齢化、

過疎化、そして人口減少、非常に厳しいものがあり

ます。町民の皆様におかれましても、将来に対して

不安を、少なからず不安を抱きながら生活を送られ

ているのではないかと考えております。そのような

中、やはり行政運営、行財政運営をしっかり運営し

ていき、基礎的な住民サービスの向上に一層努めて

いくことが、町民の皆様の不安を払拭する上で非常

に重要なことであると考えております。また、再認

識もしたところであります。

我が町、上富良野におきましても、将来に向けて

大きな課題は多々あろうかと思います。これら諸課

題を皆さんと一緒に御理解、御協力を得て、将来に

向けて解決していかなければならないと考えており

ます。

結びとなりますが、改めて３日間の御審議、誠に

ありがとうございます。心より感謝申し上げます。

○委員長（岡本康裕君） ありがとうございます。

お諮りいたします。

ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において、十分その意見を尊重し、最善の努力

をしたいとの確認が得られましたので、討論を省略

し、議案第６号令和５年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定について及び議案第７号令和５年度上

富良野町企業会計決算の認定についてを表決したい

と思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。

よって、討論を省略し、議案第６号令和５年度上

富良野町各会計歳入歳出決算の認定について及び議

案第７号令和５年度上富良野町企業会計決算の認定

についてを起立により表決いたします。

最初に、議案第６号令和５年度上富良野町各会計

歳入歳出決算の認定については、意見を付し、原案

のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。

（賛成者起立）

○委員長（岡本康裕君） お座りください。

起立多数であります。

よって、本件は、意見を付し、原案のとおり認定

することに決定いたしました。

次に、議案第７号令和５年度上富良野町企業会計

決算の認定については、意見を付し、原案のとお

り、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

○委員長（岡本康裕君） お座りください。

起立多数であります。

よって、本件は、意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。

お諮りいたします。

本委員会の審査報告書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。

よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。

以上をもって、本委員会に付託された案件の審議

は全て終了いたしました。

決算委員会を閉会するに当たり、一言御挨拶申し

上げます。

３日間にわたる委員会、本当にお疲れさまでし

た。

３日間という期間で多くの決算審査に当たられた

各委員の御労苦に感謝申し上げますとともに、町長

をはじめ執行機関の皆様にあっては、より一層住民

の立場に立った行政の執行に当たっていただきたい

と、そのように思っております。

また我々議員も改めまして、町民の代表としまし

て、よりよい上富良野を築いていくという町民に寄

り添い、意見に耳を傾けるよう努力をしてまいりた

いと考えております。

不慣れなところもあり、決算以外の部分も話題に

なったところではありますが、各委員や町長をはじ

め職員の皆様に御迷惑をかけたことをおわび申し上

げまして、閉会の御挨拶をさせていただきます。

どうもありがとうございました。

これをもって決算特別委員会を閉会いたします。

誠に御苦労さまでした。

午後 １時５２分 閉会
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